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第1章　序論

1．はじめに

　臓器移植は、近年、世界的に疾病の治療法として確立されており、欧米では、腎移植や肝

移植等が年間数千件以上行われている。そこで使われる臓器の大多数は、脳死状態のドナー

（臓器提供者）から摘出されたものであるが、臓器不足を背景に、健康なドナー…一・からの臓器

提供が年々増加してきている（表1）。しかし、その大部分は片方の腎移植が占めており、

肝移植は横ばい状況といえる。例えば、米国では、生体部分肝移植（以下、生体肝移植）は、

2001年には全体の10％を占めたが、2002年以降は5％へと減少している（表2）。

　一方、我が国の移植医療は、欧米と比べると移植そのものが少なく、また、健康なド

ナーから臓器提供を受ける生体臓器移植が圧倒的に多い（表3）。1997年に、　「臓器の

移植に関する法・律」　（臓器移植法）　（資料1）が定められたが、2007年3月現在まで、脳

死状態の人からの臓器移植は53例に過ぎない。

　我が国の移植医療の特徴は、欧米と比べ健康なドナーから臓器提供を受ける生体臓器移植

が多いことにある。生体臓器移植の中でも、生体肝移植は、近年、急速に件数が増加してい

る。その理由として、従来の親から子（小児）への移植に加え、成人間（子から親、夫婦間、

兄弟姉妹間など）の移植が増えたこと、保険適用が拡大したことが考えられ、今後も増加す

ることが予測される。

　生体移植を行うには、治療法の選択とドナー（家族・親族が多い）の決定を含むすべての

プロセスにおいて、ドナーとレシピエント双方の生命や尊厳、権利が尊重され、移植後の生

活の質（QOL）が保証されることが極めて重要である。しかしながら、日本の臓器移植法

は、脳死者からの臓器提供に関するルールは定めているが、生体移植に関する規定がなく、

さまざまな問題が生じる可能性がある。例えば、誰がドナーとなるかは、家族・親族間に一

任されることが多く、家族内に様々な葛藤が生じ、中には離婚や家族の断絶といった家族関

係の崩壊に至る場合さえある1）。また、成人間では提供者の肝臓のほぼ半分以上を切除する

生体肝移植について、国内、国外共にドナーの死亡例が報告されており2）、かつ術後の合併

症をもつドナー一・・が少なくないことも問題となっている。さらに、昨年（2006年）9月、臓器移

植法で禁じられている腎臓売買が行われている（朝日新聞10月2日朝刊）ことが明らかになる

など、課題は大きい。

　こうした背景には、慢性的な脳死者のドナー不足があることは否めないが、一方で移植医

療体制及び倫理的システムの未整備が挙げられる。最も重要かつ緊急な課題は、まず、移植

の全過程を通して、レシピエント・ドナーの意思決定を支え、生命の安全や生活の質を担保

していく医療チームの体制を構築することであろう。移植チームの中でも、患者を医学的観

点からのみでなく、心理社会的側面から捉え、患者や家族に生じる諸問題に対して、予防的

かつ迅速に対応できるクリニカル移植コーディネータ（Clinical　Transplant　Coordinator：以下、

CTC）の役割は重要であり、アドボケーター（権利擁護者）としての役割が期待されている。

（本研究では、移植コ・一一・Lディネーターを、臓器移植ネットワークの（臓器配分）移植コーデ

ィネーターと区別するために、CTCとした）
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　本研究者らが、生体肝移植に携わった看護師を対象として行った研究3）では、看護師は、

ドナー候補者が心からドナーとなることを望んでいないことを察知してもどう対応したらい

いのかわからず、あいまいな態度をとってしまうこと、レシピエントが術前に適切かつ十分

な情報（手術に伴う死亡率や合併症の可能性、術後の厳しい生活制限や一生続く経済的負担

等）を得ていないのではないかという疑問を抱いていることが報告されている。

　このような葛藤状況において、看護師らは、移植チームメンバ・一一・・であるCTCの活動を高く

評価しており、CTCと連携することで、ドナーやレシピエントに対して、もっと良いケアが

できるのではないかと捉えていた。看護師は、ドナーやレシピエントと最初からかかわりを

もち、退院後も継続してケアを行う者としてCTCを捉えており、お互いに情報を共有するこ

とで、ドナーのニーズに応じた看護サービスを継続的に提供できるのではないかと考えてい

た。しかし、一方では、CTCの役割（何をどこまで行うのか）が曖昧であったり、かっ一人

しかいない場合は多忙過ぎるため、どのように連携をとったらいいのかわからないという看

護師も少なからずいることから、わが国の移植医療におけるCTCの位置づけは明確でないこ

とが推察される。現在、クリニカル移植コーディネv・一一一・ターに関する制度は確立されておらず、

資格条件も明示されていない。

　松田らが259の移植医療機関を対象として行った調査4）では、レシピエント移植コーディ

ネーターを設置している施設は2割に過ぎず、専任でレシピエント移植コーディネーターがい

る施設はさらに少ないという結果であった。また、CTCを対象とした川畑らによる全国調査5）

では、CTCの人数が海外では1施設あたり3．3名のところ、国内では1。1名の配置にとどまって

おり、少人数で24時間対応を迫られるなど、高い能力を求められにもかかわらず、研鐙さえ

も積むことの困難さが報告されている。

　移植医療の歴史が長く、移植の数もはるかに多い米国では、移植チーム体制が確立され、

修士号や博士号をもつ看護職のクリニカル移植コー・・‘ディネーター（Certified　Clinical　Transplant

Coordinator、以下、　CCTC）が、高度な専門性を基盤とし、質の高い移植医療の構築に貢献し

ていることが報告されている。

　これらの報告から、わが国のCTCが、ドナーやレシピエントの安全、尊厳や権利を尊重す

るために孤軍奮闘している姿が推察されるが、実際に、移植外科医（複数）を中心とする移

植チームの中で、CTCがどのような活動を行っているめか明らかにした研究は極めて少ない。

　よって、本研究では、CTCの活動の実態を明らかにし、移植医療の全過程において、患者

や家族に適切なケアを行い、移植医療の質向上を担うスペシャリストとして、どのような役

割・機能を遂行する必要があるかについての示唆を得ることを目的とする。

II．研究目的と方法

　本研究では、生体肝移植に携わるクリニカル移植コーディネーター（以下、CTC）に焦点

をあて、移植チームの中で、CTCがどのような役割を担っているのかを明らかにし、生体移

植医療の質改善のために、CTCとしてどのような役割・機能を遂行する必要があるのか示唆

を得ることを目的とした。すなわち、1）CTCは、移植チームの中で、移植医療の全過程に

おいて、どのような活動をおこなっているのかを明らかにする；2）CTCは、ドナーやレシ
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ピエントをケアする過程において、どのような葛藤や課題をかかえているのかを明らかにす

る。；3）移植チームの他のメンバーはCTCの役割をどのように認識しているのか、　CTCに

対してどのような要望をもっているのかを明らかにする；4）移植医療に関わっている他職

種がCTCの役割をどのように認識しているのか、　CTCに対してどのような要望をもっている

のかを明らかにする、5）米国において生体肝移植に携わっているCCTC　（Cenified　Clinical

Transplant　Coordinator）の役割や機能を明らかにする。

　上記の目的を達成するために、まず国内・国外の文献レビューを行い、次に以下の調査を

行った：目的1と目的2）4つの移植医療機関（大学付属病院）に勤務するCTCへの面接調

査；目的3）1～4カ所の移植医療機関に勤務する移植外科医、肝臓専門医、精神科医への

面接調査；目的4）2カ所の移植医療機関に勤務する薬剤師及び医療事務担当への面接調査

；目的5）米国における代表的な2つの医療機関におけるCTC及び移植チームメンバーヘイ

ンタビューを行い、かつCTCの活動を観察する。

皿．研究の意義

　生体移植医療は、これまで死を免れえなかった人々に生きる可能性を与える一方、治療を

受ける患者・家族の安全、人権や尊厳が損なわれるリスクを常に背後に抱えていると言って

も過言ではない。生体移植は健康な他者の臓器を必要とする点で従来の医療とは異なる。福

音であるはずの移植が、人々の生命や尊厳を脅かすことなく安全に提供されるために、患者

や家族に対してどのようなケアや支援をしていくことが必要であるのかを探求し、看護の方

法を開発し、体系化していくことが看護の現場では、今強く求められている（資料1，2）。

　昨年（2006年）9月、臓器移植法で禁じられている腎臓売買が発覚したことを受け、日本移

植学会は、生体腎移植における臓器売買に、　「生体腎移植の提供に関する　補遺」を追

加したが、その実践について、誰が、どのように評価するのかについては言及されてい

ない。生体移植において、ドナーやレシピエントの安全や尊厳を守る公的枠組みが定め

られていない状況においては、移植チームが倫理的システムを自ら構築し、質の高い医

療を行うことが不可欠である。そのための環境整備の一っとして、クリニカル移植コー

ディネーターの活動の実態を明らかにし、その機能の拡大・充実をはかることは意義が

あると考える。
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IV．用語の定義

1．生体肝移植（生体部分肝移植ともいう）：

　　　レシピエントの肝臓を摘出し、同所に生体の肝臓を部分的に移植する治療方法のこ

　　とをいう。

2．ドナー：

　　　自分の肝臓の一部をレシピエントに提供する、または提供した者をいう。

3．レシピエント：

　　　病的な肝臓を摘出し、同所にドナーの肝臓の一部の移植を受ける、または移植を受

　　けた者をいう。

4．レシピエント移植コーディネータv・一・一：

　　　移植コーディネ・・…－Lターのうち、主としてレシピエント側のケアを担当する看護職者

　　をいう。

5．クリニカル移植コーディネーター：

　　　上記のように、日本ではレシピエントコーディネーターという名称が一般的である

　　が、ドナv・一・一もケア対象とするため、本研究では、欧米諸国と同様に、移植医療チーム

　　のコーディネーターとして、レシピエントとその家族（ドナーを含む）をケアするコ

　　ーディネーターを、クルニカル移植コーディネーターと呼ぶ。

【文献】

1）清水準一：生体肝移植におけるトピックとドナー調査にみる今後の課題、家族社会学研
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　Apri1，2002

3）志自岐康子，習田明裕，他：臓器移植医療における看護職の役割・機能に関する研究，

　　平成13～15年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（B）　（2）研究成果報告書（課題

　　番号13470528），2004．

4）松田暉：臓器移植後の看護、特にレシピエントコーディネーターに関する検討，厚生労

　　働省研究費補助金（ヒトゲノム再生医療等研究事業）研究報告書，1－3，2002．
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表1）米国における脳死／生体ドナー移植の件数（移植総数）一

年度 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

総数 28，934 28，112 27，035 25，470 24，907 24，220 23249 22，016 21，518 20，305 19，752 19，393

脳死 22，201 21，211 20，044 18，656 18，290 17，636 17，332 17ρ08 16，973 16，263 15，980 15，920

生体 6，733 6，901 6，991 6，814 6，617 6584 5，917 5，008 4，545 4，042 3，772 3，473

OPTN（organ　procurement　and　transplantation　network）：

Deceased　Donor／Living　Donor　Transplants　in　the　U」S．　by　State

http：／／www．　optn．　org／1atestData／rptData．　asp

表2）米国における脳死／生体ドナー移植の件数（肝臓）

年度 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

総数 6，650 6，443 6，169 5，673 5，331 5，191 4，995 4，751 4，516 4，188 4ρ83 3，934

脳死 6，362 6，120 5，846 5，351 4，969 4，671 4，595 4，498 4，424 4，102 4，021 3，880

生体 288 323 323 322 362 520 400 253 92 86 62 54

OPTN（organ　procurement　and　transplantation　network）：

Deceased　Donor／Living　Donor　Transplants　in　the　U．　S．　by　State，　For　Organ　＝Liver

http：／／www．　optn．　org／1atestData／rptData．　asp

表3）目本における脳死／生体ドナー移植の件数（肝臓）

年度 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

総数 565 554 442 441 423 333 253 208 157 120 111

脳死 561 551 440 434 417 327 251 208 157 120 111

生体 4 3 2 7 6 6 2 0 0 0 0

日本移植学会広報委員会編：臓器移植ファクトブック2006

http：／／www．　asas．　or．　jp／jst／factbook／2006／factO6＿02．　htm1

参考）国別人口数2004年

国 日本 米国

人口（単位1000人） 127，687 293，623

国立社会保障・人口問題研究所．　（http：〃www．ipss．go．jp／）
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1．「移植コV・一一・EディネータV・一“・・L」に関する文献の動向

　一1997年～2007年までの10年間における国内文献について一

II．「臓器移植コーディネータv…一・」に関する海外文献の動向

　一1997年から2007年までの10年間における海外文献一



第2章一1

「移植コーディネーター」に関する文献の動向

一1997年～2007年までの10年間における国内文献について一

【要旨】

　医中誌（1997年～2007年）にて、キーワードを「移植コーディネーター」and　r臓器移

植」and．「看護」とし、検索した結果62文献が抽出され、肝臓移植における移植コーディ

ネ・一一一一ターの役割を概観するために、キーワード「肝臓移植」を追加し、39文献が抽出され

た。更に文献が1ページ未満、脳死移植に関する文献を除外した13文献を本調査対象とし

た。それらを概観すると、当初は脳死移植における看護の役割が中心であったが、月刊蔵移

植の保険適応疾患の拡大により、成人間の移植の増加が見込まれ、移植コーディネーター

の役割やドナーの評価に関する論文が増加した。しかし、これらは移植を行っている施設

それぞれの業務内容や役割の紹介であり、移植コーディネーターの役割・機能について体

系的に研究した研究は見当たらなかった。

　今後、移植医療の倫理性を担保するために、ドナーの意思決定、精神的・身体的問題へ

の対処、レシピエントの意思決定とQOL向上のために、看護職、とりわけ移植コーディ

ネーターの役割を明確化する看護研究が求められることが示唆された。

【研究目的】

　臓器移植、とりわけ生体移植には多くの問題が存在し、そこに看護職の移植コーディネ

ーターが介在することで臓器移植を受けるドナー・レシピエント、その家族を継続的に支

援していることが明らかにされている。

　このように、移植コーディネーターは移植医療において重要な役割を果たしていると考

えられるが、看護職の移植コーディネーターの役割、機能を体系的に探った研究はまだ少

ない。

　そこで、わが国における臓器移植での移植コーディネーターの実態を探り、臓器移植の

うち、生体間での移植が中心となっている肝臓移植における移植コーディネー一一・ターの活動

を概観することを目的に、1997年～2007年までの10年間の文献を検討することにした。

【研究方法】

1．対象文献の選択

1）「移植コーディネーター」に関する対象文献の選択

　文献の選択には、「医中誌Web　Ver．4　ADVANCED」を用いた。キーワードを「移植コー

ディネーター」and　r臓器移植」and　r看護i」とし、検索年数を10年（1997年～2007年）
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に設定して、検索した結果62文献…　①が抽出された。

2）肝臓移植

　1）で抽出された62件にキーワード「肝臓移植」を追加し、39文献が抽出された。更

に文献が1ページ未満、脳死移植に関する文献を除外した13文献…　　②について文献

検討を行なった。

2．分析方法

　過去10年間の「移植コーディネーター」に関する文献①62件について、年代別にその推

移を把握するとともに、医中誌Web版の区分である「原著論文」「症例報告」「特集」「会議

録」を用いて論文の種類別件数についてまとめた。

　また、肝臓移植に関する②13文献にっいて、論文の種類を年代別に調べるとともに、「論

文の目的」、「対象」、「内容」について検討を行った。

【結果】

1．「移植コーディネーター」かつ「臓器移植」および「看護」の62文献について

1）年代別文献の種類について…　　表1）（N＝62）

　全体で見ると、臓器移植法が施行された1997年以降、2002年を除き、年間10件前後で、

横ばいか増加傾向にあった。

1997年～2007年までの10年間で検索された62文献のうち、最も多かったものは「解説」

32件（52％）であった。次いで「会議録」25件（40％）、「症例報告」3件（5％）、「原著

論文」2件（3％）であった。

　「症例報告」は1999年に2件、2001年に1件が報告されているが、脳死移植に関する症

例報告であった。2004年に肝臓移植の保険適応範囲が拡大するなど、生体移植を含めた

移植医療の環境整備が進むにしたがって、徐々にではあるが、「会議録」、「解説」ともに

増加している。

しかし、「原著論文」については2003年に1件、2006年に1件であり、移植医療におけ

る移植コーディネーターに関連する研究は少ない。

2，「移植コーディネーター」かつ「臓器移植」、および「肝臓移植」で検索された39文献

　　について

　62文献のうち、肝臓移植に関する39文献を対象とし、更に文献が1ページ未満、脳死移

植に関する文献を除外した13文献（②表1）を分析対象とする。脳死移植は本研究対象文

献としては適切でないと判断し、除外した。検索された文献数が少ないため、文献の種類

を特定せず、すべてを分析対象とした。

1）年代別文件数に関して…　　表2）（N＝13）

　1997年から2002年までは0～1件で推移している。2003年以降年間2件以上と増加傾

向がみられている。
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2）論文の種類…　　表3）（N＝＝13）

　会議録は1件、解説は10件、原著論文は1件、総説が1件であった。

3）研究対象者…　　表4）（N＝13）

　レシピエントを研究対象とするものは2件、ドナーが6件、ドナー・レシピエント両

者が2件、移植コーディネーターが6件、移植医療体制に関するものが1件であった。

4）論文の目的に関して…　表5）（N＝13）

　研究の目的に当たっては下記の点から分類した。

「移植看護への要望」

　移植医療に携わる看護職への要望について言及したもの

「肝臓移植の指針」

　肝臓移植の実施基準やガイドラインを提示したもの

「移植コーディネーターの役割」

　移植コーディネ・一一・・ターの業務内容や役割について言及したもの

「ドナーの抱える問題」

　生体肝移植のドナーに起きる身体的・精神的問題点について言及したもの

「精神医学的問題」

　生体肝移植におけるドナー及びレシピエントの精神医学的評価について言及したもの

「ドナーの看護援助」

　生体肝移植のドナーへの看護援助について言及したもの

　移植看護への要望は1件、生体肝移植の指針は2件、移植コーディネーターの役割は7

件、ドナーの抱える問題は1件、精神医学的問題は1件、ドナーの看護援助は1件であ

った。

【考察】

1．文献数の変化について

　「移植コーディネーター」かっ「臓器移植」かっ「看護」で検索された62文献全体で見

ると、過去10年間において1998年と2002年を除き横ばいか増加傾向であった。1997年の

臓器移植法施行後、脳死移植に関する論文が中心であったが、2004年に肝臓疾患による移

植の保険適応が拡大され、臓器移植が治療の選択肢として一般化したことにより、移植コ
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一ディネーター、とりわけレシピエントコ…一一・・ディネー…一・ターの業務内容や役割を紹介する論

文が増加している。

2．論文の種類と対象者について

　論文の種類は、全体の約8割が解説であり、移植コーディネーターがそれぞれの施設で

行っている業務内容を紹介するものや、海外での移植医療における移植コv・一一一・ディネーター…

の活動を紹介するものがみられたが、移植コ・・・・・・…ディネーターの役割や機能を明らかにする

調査研究は見当たらなかった。移植コーディネーターの業務や活動を紹介した論文が多い

ため、対象は移植コーディネーターが多かった。

　また、肝臓移植の保険適応が拡大されたことで、レシピエントの移植適応基準やレシピ

エント・ドナー評価に関する報告もみられた。

3．論文の目的について

1）「移植看護への要望」については、移植を受けたレシピエントの立場から移植看護に

　求めることが報告されている。

2）「生体肝移植の指針」については、特に劇症肝炎患者の移植の実施基準やガイドライ

ンが提示されていた。これは、肝臓移植の保険適応疾患が拡大されたことが要因である

と考えられる。

3）「移植コーディネーターの役割」については、肝臓移植では、生体間での移植が中心と

なっている現在、ドナーとレシピエントの意思決定、レシピエントへの継続的な支援、

移植を受けた家族への支援など移植コーディネーターの多岐にわたる援助内容が報告さ

れている。また、肝臓移植の保険適応疾患が拡大されたことで、成人間の移植が増加傾

向にあり、多様な家族背景を理解し、ドナーの意思決定を支援する役割が重要であるこ

　とが指摘されている。

4）「ドナーの抱える問題」については、移植コーディネーターの立場から、生体肝移植

のドナーの身体的・精神的負担が大きいことを示し、ドナー・レシピエントの意思決定

が倫理的になされる必要性を示している。

5）「精神医学的問題」については、生体間移植が倫理的に行われるためには、ドナーの

意思決定能力評価など、精神科医が移植チームの一員としてかかわる必要性を示してい

　る。臓器移植を倫理的に実施するためには、多様な医療専門職がかかわる方向性を示し

ていると考えられる。

6）「ドナーの看護援助」については、生体肝移植を受けた小児とドナーである母親の心

理的援助の必要性がみられたが、成人間移植におけるi援助に関する論文は見られていな

い。肝臓移植の保険適応疾患が拡大されたことで、成人間の生体肝移植が増加すると考

えられるため、成人間での移植の問題点やドナーの援助について焦点を当てた研究が求
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められる。

【結論】

　医中誌（1997年～2007年）にて、キーワードを「移植コーディネーター」and　r臓器移

植」and　r看護」とし、検索した結果62文献が抽出され、肝臓移植における移植コーディ

ネーターの役割を概観するために、キーワード「肝臓移植」を追加し、39文献が抽出され

た。更に文献が1ページ未満、脳死移植に関する文献を除外した13文献を本調査対象とし

た。それらを概観すると、当初は脳死移植における看護の役割が中心であったが、肝臓移

植の保険適応疾患の拡大により、成人間の移植の増加が見込まれ、移植コーディネーター

の役割やドナーの評価に関する論文が増加した。しかし、これらは移植を行っている施設

それぞれの業務内容や役割の紹介であり、移植コーディネーターの役割・機能について体

系的に研究した研究は見当たらなかった。

　今後、移植医療の倫理性を担保するために、ドナーの意思決定、精神的・身体的問題へ

の対処、レシピエントの意思決定とQOL向上のために、看護職、とりわけ移植コーディ

ネーターの役割を明確化する看護研究が求められることが示唆された。
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表1年代別文献の種類（国内）N＝62

年代

合計

1997
1998
1999

2000
2001

2002
2003
2004
2005
2006

全体 　　　　会議録

　　3％

　　0％

　　6％

13％

10％

　　6％

15％

15％

19％

13％

100％25件（400fO）

解説

32件（5296）

原著論文

2件（3％）

症例報告

3件（596）

14

12

10

8

6

4

2

0

灘魍

桐懇灘馨
聯謹懸恥襲

説灘
懇灘

　鋤灘灘
．繋

岬　纈

議固謡諾

緩
㈱灘耽怖

　購
鱒難

難甑W

難

蕪・

1 2　　3　　4　　5　　6 7　　8　　9　　10
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表2）年代別文献数（肝臓移植）N・・＝13

年代　　　　　　　論文数　％
表3）文献の種類（肝臓移植）N＝13

文献の種類 論文数　％
1997
1998
1999
2000
2001

2002
2003
2004
2005
2006

　0％

　0％

　8％

　0％

　8％

　8％

15％

15％

31％

15％

100％

会議録
解説
原著論文
症例報告
総説
合計

合計

　8％

76％

　8％

　0％

　8％

100％

表4）対象（肝臓移植）Nニ13

対象 論文数　％
表5）論文の目的（肝臓移植）N＝13
目的 論文数　・／・

レシヒエント

ドナー

ドナー・レシピ

移植コーディネーター

移植医療体制
合計

15％

15％

15％

47％

　8％

100％

移植看護への要望
肝臓移植の指針
移植コーディネーターの役害1

ドナーの抱える問題

精神医学的問題
ドナーの看護援助

合計

　8％

15％

53％

　8％

　8％

　8％

100％
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国内文献リスト「移植コーディネーター」「臓器移植」10年N＝62

No　発行念　　　　　　　　　　　　　タイトル　　　　　　　　　　　　　　　　　著者 出典　　　　　　　　論文の種類

1 2006．1
N　　　の　器疋　に関　　思一の’化　器　　システムの
ｩ直しと周知を試みて

須藤のり子
日　移　・再　医　　量子眠誌2巻1号75

会議録

2 2006．1
生体肝移植術を受ける患者への情報提供の検討過去に生体肝移

A術を受けた患者の面　より
安藤絹子，橋本敦子

日本移植・再生医療看護学会誌2巻1号61

会議録

3 2006．1
移植看護の現状と課題看護の充実に向けてレシピエントの立場

ｩら
黒田直子

日本移植・再生医療看護学会誌2巻1号42－44

会議録

4 2006．09 【臓器移植】臓器提供における看護 佐藤真澄
市立札幌病院医誌

U6巻1号11－12
原著論文／特集

5 2006．09 【臓器移植】臓器提供および移植における手術室の役割と倫理 三宅薫
市立札幌病院医誌

U6巻1号13－15
解説／特集

6 2006D5 院内コーディネーターの役割～脳死下臓器提供44例目を経験して
黒崎ヨシ子，中村恵，尾川洋

q，山正美，飯田行

脳死・脳蘇生

P9巻1号74
会議録

7 2006ρ5
心停止後腎臓提供時における家族ケアの必要性について一看護師

ﾆ移植コーディネーターの意識と役割から考える

大宮かおり，芦刈淳太郎，菊

r雅美，小野都，中村善保，浅

?ﾗ，玉置透，鹿野一

脳死・脳蘇生

P9巻1号P68
会議録

8 200603
脳死臓器提供におけるドナー家族の悲嘆心理と看護介入に関する

､究
白井太一，佐々木重幸

北海道医療大学看護福祉学部

w会誌
Q巻1号81－86

原著論文

9 2005．11
【臓器移植基礎・臨床研究の現状と将来展望】レシピエントコー

fィネーターの役割
添田英津子

日本臨床

U3巻11号1928－1934
解説／特集

10 2005．1 臓器移植院内コーディネーターとしての当院における取り組み
阿野こずえ，山下かおり，斉藤

ﾁ奈，西光雄

香川労災病院雑誌

P1号131－132
解説

闘 2005．1
医師による意思確認を院内システムに導入し，院内医師の移植医療

ﾉ関する意識の変化を調査して

米満ゆみ子，吉江美幸，佐々

ﾘ紀美，藤井和代

移植

S0巻総会臨時355
会議録

12 2005」
【臓器移植看護の現在】チーム医療としての臓器移植臓器移植

纓ﾃにおける移植コーディネーターの役割

井山なおみ，松本泉，籔中重 看護技術

T1巻12号1103一捌0
解説／特集

13 2005．09
臓器提供における倫理的課題院内移植コーディネーターの役割を

ﾊして見えてきたもの
佐藤真澄

日本救急看護学会雑誌

V巻1号66
会議録

14 2005ρ9
【心臓チームにおけるコメディカル・スペシャリストの役割】心臓移

Aレシピエントにかかわる移植コーディネーター
土屋美代子

ハートナーシング

P8巻9号935－940
解説／特集

15 2005．07
【救急患者と家族のための心のケア精神的援助の実際】心のケ

Aの実際脳死・臓器提供患者家族への対応
高橋ひとみ，山勢善江 EMERGENCY　CARE

Q005夏季増刊236－244
解説／特集

16 2005．04 院内コーディネーターとしての活動事例からの学び 島田直美
移植

S0巻2号169
会議録

17 2005．04 医療職を目指す学生による移植普及推進活動
藤井和代，宮崎徳子，月田佳

�

移植

S0巻2号166

　　　　　　　　r　、
?c録

18 2005．02 【レシピエント・コーディネーターの実際】腎移植 梅木恵理
移植

S0巻2号33－40
解説／特集

19 2005．02 【レシピエント・コーディネーターの実際】肺移植
斉藤美紀子，南正人，奥村明

V進，高原史郎，松田暉

移植

S0巻2号25－32
解説／特集

20 2005．02 【レシピエント・コーディネーターの実際】肝臓移植
野尻佳代，菅原寧彦，遠藤美

緕q幕内雅敏

移植

S0巻2号1H6
解説／特集

21 2004．12
高度先進医療と看護の役割肝移植におけるレシピエント移植コー

fィネーターの現状と役割
井山なおみ

日本看護医療学会雑誌

U巻2号64－67
解説

22 2004．11
【看護師のためのバイオエシックス】臨床における個別的課題臓

妤ﾚ植をめぐるバイオエシックス
箕岡真子

臨床看護

R0巻12号1861－1865
解説／特集

23 2004．11 肺移植看護At。Z肺移植におけるコーディネーターの役割 岡崎恵
呼吸器ケア

Q巻11号1139－1144
解説

24 2004．1
医療最前線肺移植看護At。Z肺移植におけるインフォームド・コン

Zント
岡崎恵

呼吸器ケア

Q巻10号1002－1008
解説

25 2004ρ7

o

膵腎同時移植におけるレシピエントコーディネーダ看護師の役割と

Nリニカルパス

江上拓哉，杉谷篤，本山健太

Y，山元啓文，大田守仁，吉田

~一，平方秀樹，田中雅夫

移植

R9巻総会臨時p250
会議録

26 2004．07
肝臓移植におけるレシピエント移植コーディネーターの関わりガイ

hブックを作成して

梅谷由美，薮中重美，井山な

ｨみ

移植

R9巻総会臨時248
会議録

27 2004ρ7
臓器移植医療におけるレシピエントコーディネーターの役割レシピ

Gント・コーディネータへの期待日米での2度の肝移植の経験から
若林正

移植

R9巻総会臨時180
会議録

28 2004．03
アメリカにおける臓器移植医療・看護の実際南カリフォルニア地区

ﾌ場合
古家明子

南九州看護研究誌

Q巻1号63－66
解説

29 2004．01

　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

ﾂのおもしろさ透析看護を経て，移植コーディネーターをしていま 小中節子
透析ケア

P0巻1号31－33
解説／特集

30 2003」2
当院における心臓移植後患者の管理におけるレシピエントコーディ

lーターの役割

斉藤美紀子，河野総江，福鳥

ｳ偉，松宮護郎，高島成二，堀

ｳ二，白倉良太松田暉

移植

R8巻6号P447
会議録

31 2003」2

【腎移植サポートブック「受けるまで」と「受けてから」の？に答える1】

ﾚ植コーディネーターと連携しよう1透析室スタッフと移植コーディ

lーターの連携

加藤治
透析ケア

Q003冬季増刊p212－217
解説／特集

32 2003．1 臓器提供病棟報告国内15例目の脳死下臓器提供を経験して 泉かよみ
ナースマネジャー

T巻7号80－85
解説

33 2003．09
北海道の臓器移植推進のために北海道での臓器提供推進の取り

gみ

嶋村剛，陳孟鳳鈴木友己，谷

拷?F，太田稔，萩原邦子，古

?飼V，藤堂省

低温医学

Q9巻3号P79
会議録

34 2003．08
【「成育医療」がめざす周産期のケア】移植コーディネートナースと

ﾍつ
佐々木祥子

助産雑誌

T7巻8号660－665
解説／特集

35 2003．08
なるほどわかるQOLアップの実践事例肝臓移植におけるレシピエ

塔g移植コーディネーターの役割
萩原邦子　　　　　「

ナースデータ

Q4巻8号68－71
解説

36 2003．02 子どもを亡くした母親の体験生体部分肝移植のドナーとして
三浦清世美，浅野みどり，石

附ﾊ子

　　　　　　鵬　　　　　　　　り』
?j　口 原著論文

37 2003β1
臓器移植を受ける患者・家族への身体・心理・社会的ケア日本の

ｻ状と海外の現状
添田英津子

日本集中治療医学会雑誌
P0巻Su　1．241

会議録

一一
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38 2003．01
肝臓移植における看護の特殊性とレシピエント移植コーディネー

^ーの役割り
萩原邦子

日本集中治療医学会雑誌

P0巻Sul．240
会議録

39 2002．1 レシピエントに対するコーディネーションへの取り組み 五十嵐貴子
移植

R7巻5号241
会議録

40 2002．06 小児腎移植例のコーディネーションサポート 岡部祥
移植

R7巻5号137
会議録

41 2002心5 臓器提供における看護師の役割 久米龍子
Quaiity　Nursing

W巻5号427－433
解説

42 200204 移植コーディネーターの役割とナースとの連携 河野優子
エマージェンシー・ナーシング

P5巻4号335－339
解説

43 2001．12 看護職としてのレシピエント移植コーディネーターの役割 萩原邦子
移植

R6巻6号388
会議録

44 2001．12 兼任レシピエントコーディネータの現状と問題点
中島節子，油谷和子，田中彰

q
移植

R6巻総会臨時255
会議録

45 2001．1
【生体肝移植の術前術後のケア】生体肝移植におけるレシピエント

ﾚ植コーディネータの役割
中島節子

消化器外科Nurshg

U巻10号906－912
解説／特集

46 2001．07 【わが国の心臓移植の現況】待機患者の実情 川合明彦
今日の移植

P4巻4号439－442
解説／特集

47 2001ρ5 救命救急センター手術室における臓器摘出の現状と問題
渡辺淑子，鈴木智絵，和田貴

q，田中秀治，崎修次
日本手術医学会誌

Q2巻2号129－131
解説／症例報告

48 2001．03
【脳死体からの臓器提供】コーディネーターの役割と医療従事者へ

ﾌ要望
菊地耕三，小中節子

1CUとCCU
Q5巻3号179－184

解説／特集

49 2000．12
当院における肝移植治療に対するシステムの確立レシピエント

Rーディネータの役割
中島節子

移植

R5巻6号371
会議録

50 2000．12

【脳死下臓器提供をめぐる諸問題提供施設におけるスムーズな対

桙ﾌために】脳死患者家族への対応とその周囲の問題移植コー
fィネーターの役割ナースとのかかわりについて

菊地耕三 救急医学4巻13号p1830－1832
解説／特集　　　1

51 2000．1 臓器提供における家族の悲嘆過程への関わり
江草延枝，日野幸，安田和広，

c中信一郎

移植

R5巻5号330
会議録

52 2000．09
生体肝移植における看護婦の役割移植過程における看護婦間の

A携について
萩原邦子

移植

R5巻総会臨時154
会議録

53 2000．09
移植医療における看護婦（士）の役割米国移植コーディネーター研

C体験から
桐澤明，布田伸一，中田寿寛

移植

R5巻総会臨時152
会議録

54 2000．08
【術前・術後のケアに活かす腎移植の基礎知識】臓器移植ネット

潤[クの役割脳死移植をとおして
菊地耕三

Uroiogical　Nursing

T巻8号696－701
解説／特集

55 2000．03
【透析看護におけるエキスパートナースを目指して】移植コーディ

lーターの役割を通してエキスパートナースの在り方を考える
小中節子 臨床透析6巻4号p645－649 解説／特集

56 2000．02
【ORナースのための脳死臓器移植の今】わが国の移植コーディ

lーター活動
小中節子

オペナーシング

P5巻2号127－131
解説／特集

57 1999．1
【はじめての脳死・臓器移植その時看護は】脳死による臓器提供

�Iんだ人への看護のかかわり
東洋子

看護学雑誌

U3巻10号900－905
解説／症例報告／特集

58 1999．1
【はじめての脳死・臓器移植その時看護は】腎臓移植を受ける人

ﾖの看護のかかわり献腎の経験を生かしプライバシーに配慮

川崎由紀子，鈴田美智子，白

?迪b子，伊達加代子

看護学雑誌

U3巻10号924－928
解説／症例報告／特集

59 1999つ9 アメリカで臓器移植を受けた体験から輝いてもっと輝いて 野村祐之
看護の研究

R1号41－73
解説

60 1999．01 生体肝移植におけるコーディネーターの役割
井山なおみ，川島真由美，猪

ﾒ’紀洋

日本集中治療医学会雑誌

U巻Sui，127
会議録

61 1997．09
脳死患者に看護としてできること一一臓器移植法成立移植コーディ

lーターの果たす役割とナースに期待すること
曽我明美 ナーシング17巻10号p76－80 解説／特集

62 1997ゆ6 腎移植の現況と看護上の諸問題移植コーディネーターの役割 玉置勲
小児看護

Q0巻6号783－787
解説／特集
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第2章一II

「臓器移植コーディネーター」に関する海外文献の動向

一一一一P997年から2007年までの10年間における海外文献一

【要旨】

　日本の看護の臓器移植コーディネーター役割への示唆を得ることを目的とし、すでにそ

の制度が確立しているアメリカの文献を中心とした海外の「移植コーディネーター」文献

を検討した。

　CINAHLで、キーワードを「transplant　or　transplantation」and「coordinator」とし

て検索を行い、Englishの制限をかけ1997年から2007年までの10年間で絞り込むと、

48件を抽出した。この48件を概観すると、「臓器移植コーディネーター役割」を研究目的

とした内容が27件（56．3％）と最も多く（コーディネーター役割としてのドナー管理やレシ

ピエント術前管理・術後フォローアップなどの実践的役割）、その他、臓器移植プロセス全

般（即ち、臓器獲得意識の啓蒙、システム・プログラム開発と評価、家族へのアプローチ、

患者コンプライアンスなど）で、研究目的は多岐に渡っていた。研究対象はドナー15件

（31．3％）（脳死・死体13件27．1％、生体2件4．2％）、移植コーディネーター10件（20．8％）（臓

器獲得3件62％、臨床7件14．6％）で、コーディネーター役割としてのドナー管理文献が

12件（25％）と最も多かった。研究論文に絞った文献15件（31．3％）の用語の定義によると、

臓器移植コーディネーターには臓器獲得移植コーディネーターと臨床臓器移植コーディネ

ーターがあり、臨床臓器移植コーディネーター役割は、高度実践看護師役割を包括する看

護臓器移植コーディネーターとほぼ同義であった。

　今後、日本における看護移植コーディネーター役割の模索には、移植看護における高度

実践看護師役割を包括する臨床臓器移植コーディネーター役割の検討や看護研究が必要と

いう示唆を得た。

【研究目的】

　末期臓器機能不全患者に対する治療としての臓器移植は、近年のさまざまな免疫抑制剤

の開発によりめざましく発展した。しかし移植臓器の不足もあいまって臓器移植に関わる

看護上の問題は、臓器移植プロセスを通じて混沌としており複雑さを増している。その中

で、臓器移植の自発的意思決定に関わる移植コーディネーターの役割が大きいのは言うま

でもない。たとえばレシピエントの家族もしくは近親者がドナーの場合、各々のあるいは

家族QOLへ向けてどのような看護が必要だろうか。移植医療が最も普及している欧米の

文献で移植コーディネーターの役割機能についての研究動向を確認することで、わが国の

看護としての移植コーディネーターの役割がどうあればよいかの示唆が得られると考えた。
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　日本では、1997年に死亡者（脳死者）からの移植に関する「臓器の移植に関する法律」（臓

器移植法）が定められた。日本臓器移植ネットワーク（JOT）の統計1）では2007年4月現

在待機者12，309人で、脳死状態からの移植は2006年度10件であり、死体からの移植102

件と合わせても、生体からの移植（2005年度の生体腎移植834件、生体肝移植561件な

ど）の方がはるかに多いという現状がある。一方、アメリカでは、全米臓器分配ネットワ

ーク（UNOS）の統計2）では、2007年4月現在約96，254人が、心、肝、腎などさまざまな

臓器移植のために待機しており、2006年度に現実に移植できた人は、死体（脳死）から

22，200件、生体から6，732件と、明らかに死体備死）からの移植が多い。しかし、深刻な

臓器不足のため近年生体からの移植が増加傾向にあるという。日本の移植コーディネータ

ーは、一般的には主に脳死移植に関わる者と、生体移植でレシピエントとドナーの両方に

関わる者の存在がある。欧米においてはこの役割区分がどのようになされているのか文献

で確認することとした。

　以上のことから、日本の看護移植コーディネ・・一…Lターの役割機能がどうあればよいかの示

唆を得ることを目的とし、日本で臓器移植法が制定された1997年からの10年間に焦点を

当て、同時期の欧米文献の検討を行うことにする。

【研究方法】

1．文献検索方法

　キーワードを、「transplant　or　transplantation」and「coordinator」とし、　CINA且L

で検索を行い、73件が該当した。Englishの制限をかけ、1997年から2007年までの10

年間で絞り込むと、48件を抽出した。

　抽出した48件は文献種類、研究目的、研究対象（対象者・対象臓器）を確認した後（表1・

2・3・4参照）、分析対象を研究論文のみとし、総説などは除外した。その結果15件の研

究論文が対象となった。

　分析の妥当性に関しては、研究者3名の分類を照合しながら検討した。

2．分析方法

　対象文献を、研究目的、研究対象（研究対象（者）・対象臓器）、研究デザイン、研究方法、

の視点から分類し、それぞれの内容について質的・量的に分析した。

1）研究目的は何か

2）研究対象は誰かあるいは何か

3）研究デザインの種類は何か

4）どのような方法（測定用具）で研究されたものか

5）研究者の所属の違いから得られるものは何か
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【結果】

1．移植コーディネーターの定義

　移植コーディネv－一・・ターは、大別すると、臨床移植コーディネーター（Clinical　Transplant

Coordinator）と臓器獲得移植コーディネv・・…ター（Procurement　Transplant　Coordinator）に

分けられる。

　臓器獲得移植コv－・・一ディネーターについては、北アメリカ移植コーディネーター組織

（North　American　Transplant　Coordinators　Organization），アメリカ移植コーディネータ

ー省（American　Board　of　Transplant　Coordinator），臓器獲得組織協会（Association　of

Organ　Prq　curement　Organizations），移植省（Department　of　Transplantation）などが関

わった研究で、その操作的定義を明示している文献が1件あった（文献5）。「次のひとっま

たはいくつかの組み合わせを行う構成員：ドナー家族との相互作用、ドナーの評価（と／ま

たは）マネジメント、臓器の配分／斡旋、公衆教育、専門家教育（と／または）開発」である。

その他、南アフリカの臓器移植研究文献では、「病院から指名された文化的感受性のあるス

タッフ移植コーディネーターによって、移植のための最初の臓器提供の要求がされる。」と

説明されている（文献7）。　なお、臓器提供の要請については移植コーディネーターではな

く、「病院でトレーニングを受け指名された臓器要請者（designated　requestors）が家族と接

触し臓器提供の要請を行う」というアメリカの臓器回復センターの文献もあった（文献12）。

しかし、この文献でも移植コーディネV・…一・ターは知識、冷静さ、経験、ドナー家族への専心

を持ち提供プロセスの組織化をはかるとし、要請プロセスにおける移植コーディネーター

の役割を奨励している。その他の2文献についてはいずれも定義としては述べられていな

かった。

　一方、臨床臓器移植コーディネーターにっいては、定義として明示されているものはな

かったが、メディカルセンター勤務の臨床臓器移植コーディネーターについて説明されて

いる文献が1件あった（文献4）。その内容は「看護過程の非常に優れた知識、臨床領域・

管理・研究・教育・コンサルテーションにおいての力量能力（個々のセンターによる）が

要求される。役割としてはその上に、内科医や他の専門スタッフとの協同の精神が要求さ

れる。学際的なチームの機能をまとめるのを助けるような機能が期待される。ケースマネ

ジメントシステムは、クリニカルパスとプロトコルとして構成されているので、コーディ

ネーターは、アセスメント技術と援助を結び付け、移植スタッフ看護師と補助スタッフに

とっての役割モデルであることを期待されている。実際的な患者ケアは移植スタッフ看護i

師が責任を持っが、コーディネーターと移植スタッフ看護師は等しい権限を持っという態

度での相互作用を期待されている。」である。また、この文献では、臨床臓器移植コー・一一・ディ

ネーターは入院患者対応と外来患者対応とに分かれていた。

　さらに、「家族コミュニケーションコーディネーター（The　Family　Communication

Coordinator：FCC）」に焦点を当てた文献がある（文献44）。　FCCプロトコルでは、臓器獲

得コーディネーターが家族に提供の要請をするが、その前に「病院牧師が家族に関わり脳

死の理解を深め、最終的な決断の手助けをする」ところに注目している。つまり、学際的

チームは、指名された病院牧師、医療スタッフ、クリティカルケア（救急看護）看護師、臓
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器獲得組織専門家からなるとするものである。ただし、このFCCの役割はコs・一・一一‘ディネー

ターではあるが看護師役割ではなかった。

　以上のことから、臓器獲得組織に所属する者が臓器獲得移植コーディネーター、病院や

メディカルセンターに所属する者が臨床移植コーディネーターであることがわかった。な

お、文献では病院の中に臓器獲得組織からの臓器獲得移植コーディネーターが物理的に入

っているケースも紹介されている（文献46）。看護師は、どちらの役割も担っているが、文

献からは、その役割として臨床臓器移植コ…一・ディネ・・一・…ターとしての役割期待が大きいこと

が伺えた。

2．研究目的と研究対象．

　対象文献48件の研究目的は、6つに大別された（表2参照）。最も多かった研究目的は、

「臓器移植コーディネーターの役割を明らかにする」で、27件（56．3％）であった。次いで

「システム・ガイドライン・クリニカルパス・プロトコル・アルゴリズムの開発評価」8

件（16．8％）、「臓器移植コーディネーターの特性を明らかにする」5件（10．4％）、「家族の同

意に影響する要因を明らかにする」4件（8．3％）、「移植・臓器提供に関する意識を明らかに

する」3件（6．3％）、「患者コンプライアンスを明らかにする」1件（2．1％）であった。

　研究対象で最も多かったのは、「ドナー」15件（31．5％）であった（表3参照）。次いで、「移

植コv・一一・ディネーター」10件（20．8％）、「システム・ガイドラインetc．」7件（14．6％）、「移植

候補者・レシピエント」6件（12．5％）、「家族」5件（10．4％）、「移植専門家・医療職」3件（6．3％）、

「その他」2件（4．2％）であった。なお、「ドナー」15件は、脳死ドナー一一　10件（20．8％）、死体

ドナー3件（6．3％）、生体ドナー2件（4．2％）であった。「移植コーディネーター」10件は、臓

器獲得移植コーディネーター－3件（6．3％）、臨床移植コーディネーター7件（14．6％）であった。

また、対象となった臓器は、一般28件、肝臓3件、心臓2件、肺4件、腎臓7件（含む生

体4件）、角膜1件、血液1件、その他（異種間移植片、同種移植）2件であった（表4参照）。

　研究目的と対象との関係では、「臓器移植コーディネーターの役割を明らかにする」を研

究目的とする27件で、「臓器獲得移植コーディネーター役割の脳死ドナーを対象とした移

植までのドナーの身体的管理についての文献」が12件と最も多かった（表5参照）。その他、

「移植候補者（レシピエント候補者）を対象とした移植までの家庭での身体管理」や、「移植

後のレシピエントを対象とした感染管理やDM管理」」などの臨床臓器移植コーディネー

ターの役割5件、「臨床臓器移植コーディネーターを対象とした心臓・肺・角膜・異種間

移植などにおける実践的役割」についての文献5件、「家族を対象とした同意決定」に関

するもの2件、その他「文献を使用しての血液遺伝子療法におけるコーディネーター役割」

についての文献1件があった。上述したものと重複するが臓器移植コーディネーターを対

象とした文献10件のうち、臨床臓器移植コーディネーターを対象とした文献7件を取り

上げてその研究目的を見てみると、「臓器移植コーディネーターの役割を明らかにする」4

件、「臓器移植コーディネーターの特性を明らかにする」2件、「システム・プログラムの

開発評価」1件であった。
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　さらに、「システム・プログラム・ガイドラインetc．の開発評価」を研究目的とするもの

8件と研究対象との関係では、「臓器獲得と手術のためのプログラム開発と評価」に関する

文献が最も多く6件であったが、その中には「生体腎提供後のドナーを長期継続管理する

ためのモデル診療所の設立と評価」という生体ドナーを対象とした臨床臓器移植コーディ

ネータs・一一一・（看護師）の文献1件を含んでいる（文献31）。

　以上のことから、臨床臓器移植コーディネ・一’・一一ターは、看護臓器移植コーディネーターと

ほぼ同義に用いられており、その研究は、臓器移植の前、中、後のプロセスを通じて、ド

ナV・・一・・、レシピエント、家族、システムについて多岐に渡っていることが分かった。

3．研究デザインの種類と測定用具

　分析対象研究論文15件の研究デザインは、量的記述研究デザイン10件（66．7％）、量的

比較研究デザイン4件（26．7％）、文献研究1件（6．7％）であった（表6参照）。量的比較研究デ

ザインは、予備的実験研究としての移植コーディネートプログラム開始前と3年後の比較

研究1件、2種類のビデオによる臓器提供意識比較実験質問紙調査研究1件、患者アドビ

アランス調査のための電子日誌と電話の比較研究1件、移植コーディネーターと移植スタ

ッフ看護師を対象とした質問紙比較調査研究を含んでいる。

　測定用具は、質問紙を用いた研究が7件（量的記述デザイン5件、量的比較研究2件）あ

った。その5件は既存の測定尺度を用いており、他の2件は研究者独自の質問紙であった。

また、使用された既存の尺度は全て異なっており同じ尺度はなかった。

　質問紙以外の調査方法は8件（量的記述デザイン6件と量的比較デザイン2件）あり、ガ

イドラインの分析1件、記録分析3件（無料電話サービス記録を含む）、記録分析とインタ

ビューの併用1件、診療録と研究者独自作成の質問紙の併用1件、電子日誌と電話記録の

併用1件、文献1件であった（表7参照）。

4．研究者の所属

　移植コーディネーターは、大別すると臨床臓器移植コーディネーター（Clinical

Transplant　Coordinator）と臓器獲得移植コーディネーター（Procurement　Transplant

Coordinator）に分けられた。これまでの分析から、看護師はどちらの役割も担っているこ

とが分かったが、移植コーディネーター研究はどこでされているのか研究者の所属を見た。

その結果、大学7件、研究所（メディカルセンター・臓器回復センター・アメリカ軍研究所）3

件、総合病院2件、国家移植組織2件、臓器配分ネットワーク1件であった（表8参照）。

　研究目的との関係では、大学で行っている研究7件は、「臓器移植コv・一一・一・ディネーターの特

性」2件、「家族の同意に影響する要因」2件、「移植・臓器提供に関する意識」2件、「ガ

イドライン・プロトコル評価」1件であった。研究所で行っている3件は、「臓器移植コ

ーディネーターの特性」1件、「患者コンプライアンス」1件、「家族の同意に影響する要

因」1件であった。総合病院で行っている2件は、「システム・ガイドライン・プログラム
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の開発評価」1件、「移植・臓器提供に関する意識」1件であった。また、国家移植組織の

所属で行われた研究は、いずれもベネズエラの場合の「システム・ガイドライン・プログ

ラムの開発評価」の2件であった。臓器配分ネットワーク所属で行われた研究1件は、「臓

器移植コーディネーターの特性」1件であった（表9参照）。

　大学所属の研究者からの研究報告が最も多くなされているが、研究の全体件数が15件

と少なく、研究者所属と研究目的との関連性は見出せなかった。

【考察】

　今回抽出した「移植コーディネーター」文献は、1997年から2007年の10年間にわた

る48件であるが、すでにその制度が確立しているアメリカの文献が中心であった。使用

したキーワードは「transplant　or　transplantation」and「coordinator」であるが、臨床

移植コーディネーター役割としては、たとえば救急看護プラクティショナーが肺移植後レ

シピエントの退院時にマネジメントするというような場合（文献10）も多くあると考えられ

る。このような実際的な「移植看護」における高度看護実践者としての看護コV－…ディネー

ター役割は、今回の文献抽出では、そのいくっかは抜け落ちている可能性がある。

　しかし、現在の日本では臓器移植コV・・一‘ディネーター制度が確立されていないため、臓器

移植コーディネーターは、日本臓器移植ネットワーク所属の者、ネットワークから委嘱を

受け各都道府県に所属する者、各施設で指名され施設に所属する者が活動しており、看護

としての臓器移植コーディネーター役割は希薄なまま議論がされている。

　混沌としている日本の看護臓器移植コーディネーター役割の指針と看護臓器移植コーデ

ィネーター研究の方向性を探るためには、移植医療が最も普及しすでに看護臓器移植コー

ディネーターが活躍する欧米の「臓器移植コーディネーター文献」から示唆が得られると

考えた。

1．研究目的と研究対象からの示唆

　最も多かった研究目的は「臓器移植コーディネーターの役割」で、研究対象で最も多か

ったのは「ドナーj15件であった。その内訳は「脳死ドナr　10件、「死体ドナr　3件、

「生体ドナー」2件である。このことから、臓器移植コーディネーターの役割は、全体と

しては「脳死または死体移植」中心であることが伺えた。

　また、その研究対象は臓器移植のプロセス全体を通じて、ドナー、レシピエント、家族、

システムと多岐に渡っており、臓器移植コーディネーターの役割範囲も同様に多岐である

が、臓器獲得組織のコーディネーターが「ドナー」、臨床の移植コーディネーターが「レシ

ピエントと」役割分担があることが示唆された。さらに、文献の用語の定義からは、臓器

移植コーディネーターのいずれも看護師が関わるが、特に臨床臓器移植コーディネーター

は看護臓器移植コーディネーターとほぼ同義であることが分かった。

2．生体移植コーディネーターの役割機能に関する示唆
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　生体臓器移植の文献は、いずれも生体腎移植に関する4件であった（表4参照）。この文

献の研究対象は、「ドナー」2件、「家族」1件、「レシピエント」1件である（表3参照）。

この「ドナー」2件のうち1件は、ニュv－一・・ジーランドの、生体腎移植数増加を目的とした

「病院プロトコルによる利他的生体腎提供」についてであった。病院に入った問い合わせ

連絡を受け対応する「レシピエント移植コーディネーター役割」である（文献33）。あとの

1件は、イギリスで、移植チームの臨床移植コーディネーター（看護師）主導で生体腎提供者

をフォローアップ診療所で継続管理するというものであった（文献31）。「家族」」1件は、

韓国の小児から親への生体腎移植に関する倫理的問題のケーススタディである（文献47）。

「レシピエント」1件は生体腎移植レシピエントのサイトメガロウイルスリスクに関する

ものである（文献42）。いずれも、臓器獲得コv－・一・ディネーターではなく臨床臓器移植コーデ

ィネータ∵役割であったが、それぞれの国や施設、民族背景に基づくコーディネーター役

割の実態報告であった。

　4件のうち3件はアメリカ以外の文献であるが、以上のことからは、生体臓器移植にか

かわる臨床臓器移植コーディネーターの役割範囲の広さが伺える。レシピエントを中心と

して、ドナーにも関わり、特に臓器提供の意思決定プロセスでの役割の重大性が伺われ、

脳死や死体移植よりさらに、ドナーのQOLや倫理的問題への対応が必要であることが示

唆された。

3．日本の看護移植コーディネーターの役割機能への示唆

　研究目的と研究対象との関係では、「臓器移植コーディネーターの役割」目的の「ドナー

管理」に関わる研究が最も多かった。その内容は、「血行動態モニター」（文献41）「検査

ガイドライン」（文献36）「人工呼吸器」（文献15）などで、臓器移植コーディネーターが身

体管理を担っていた。ただし、これらは臓器獲得移植コーディネーター役割であった。先

に述べたように脳死移植のレシピエント、また生体移植のドナーとレシピエントに関して

は、臨床臓器移植コーディネーター役割である。欧米では臓器移植コーディネーター、特

に臨床臓器移植コーディネーターが、高度実践看護師役割を包括する看護臓器移植コーデ

ィネーターとほぼ同義である（文献5）ことを考えると、その役割の日本の場合への示唆は、

高度臨床実践看護i師役割にあるといえよう。

　臓器移植のような複雑な健康管理環境における患者のニーズを満たすのは高度実践看護

師であり、その役割は、教育者、臨床医、コンサルタント、研究者、管理者に近い役割を

包括する。それを担うのは、臨床専門看護師、ナースプラクティショナー、助産師、看護

麻酔専門士かもしれない（文献23）。臓器移植コーディネーター役割を果たす臨床専門看護

師への期待に、日本の場合への示唆を得た。

4．今後の日本において必要とされる移植コーディネーターに関する研究は何か

　現在の日本の臓器移植は、脳死ドナーからの提供数は少なく、生体ドナーからの移植が

その数を上回っているが、看護臓器移植コーディネーターの存在は施設内で指定された数
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人に留まる。臓器移植は、末期臓器不全患者にとっては根治術ともなりうるが、特に臓器

不足の状況では様々な倫理的問題をはらみ、レシピエント、ドナー、家族などの当事者や

関係者の心理的葛藤を伴うことも多い。このことは、人権擁護者としての臓器移植コーデ

ィネーター一一の存在が移植チームに不可欠であることを意味する。今回、生体移植文献数は

少なかったが、欧米のどの臓器移植コーディネーター文献においても、有資格の臓器移植

コーディネーターの果たす役割が必要であることが強調されている（たとえば文献12，8）。

　移植コーディネーター体制が確立されていない日本では、まずは、欧米同様の臓器移植

に対する認識、公教育や啓蒙などの認識へのアプローチ、臓器獲得のためのシステムやプ

ログラム開発と評価、その結果としての移植手術への援助（ドナー・レシピエント・家族）

というように臓器移植プロセス全体を通しての研究、臓器移植コーディネーターに関する

研究への取り組みが必要である。特に、生体臓器移植は実態が先行しており、臨床臓器移

植コーディネーター役割や体制の研究は急務と考えられる。

　その際、人権擁護を中心とする看護の立場からの臨床臓器移植コv－一・ディネーター研究が、

臓器移植プロセス全体を通して必要であることは言うまでもない。

5．結論と本研究の限界

　日本の看護臓器移植コーディネーター役割への示唆を得るために、CINA且L検索により

過去10年間の海外文献を概観した。その結果、脳死移植関連文献27件、生体移植関連文

献4件であり、脳死移植では臓器獲得移植コーディネーターと臨床臓器移植コーディネv－一一一一

タV－一一一役割が、生体移植では臨床臓器移植コーディネーター役割が明らかにされていた。臨

床臓器移植コーディネーター役割は高度看護実践者役割を包括しており、今後、日本にお

いては、欧米の高度看護実践者役割に関する文献の検討は不可欠であると考えられた。

　ただし、今回の文献検索では、「患者コンプライアンス」の文献が1件であったことか

ら分かるように「移植看護」における高度看護実践者としての看護臓器移植コーディネー

ター役割は、そのいくつかは抜け落ちている可能性がある。特に、QOLや倫理に関する文

献は生体臓器移植関連文献で問題提起されてはいるが、移植看護としてのQOLや倫理関

連文献は抽出されていない。

　文献における「移植看護における高度看護実践者」を基盤とする「看護臓器移植コーデ

ィネーター」の役割検討は課題として残った。

【引用文献】

1）日本移植学会広報委員会企画編集，臓器移植ファクトブック2006，日本移植学会，

2006．日本臓器移植ネットワーク・ホームページ，http：／／www．jotnw．or．jp／

2）United　Network　for　Organ　Sharing（UNOS：ユノス），http：〃www．unos．org／
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表1．文献の種類（n＝48）

種類 論文数 （％）

研究

総説

ケーススタディ

プロトコルetc．

（プロトコル　1，アルゴリズム3，クリティカルパス1）

コメント

その他（会議録・記事）

51851

－↓8　1

31．2

2．1

16．7

10．4

2．1

37．5

十
一三口

48 100

表2．研究目的　（n＝48）

研究内容 論文数 （％）

コーディネーター役割

コV－・一一ディネーター特性

患者コンプライアンス

プログラム開発評価

家族の同意

移植・臓器提供意識

751843

2 56．3

10．4

2．1

16．7

8．3

6．3

計 48 100

表3．研究対象　（n＝48）

研究対象 文献数 （％）

移植コーディネーター

　（臓器獲得3，臨床7）

医療従事者

ドナー・提供見込み者

　　（脳死10，死体3，生体2＊）

レシピエント・移植候補者（含む生体1・）

システム・ガイドラインetc．

家族（含む生体1“）

その他

10

QUFO　1

6752

20．8

6．3

31．3

12．5

14．6

10．4

41．7

十
ニゴロ

48 100

＊生体臓器移植関連文献は計4件
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表4．対象となった移植臓器　（n＝48）

対象臓器 文献数 （％）

臓器全般

肝臓

心臓

肺

腎臓（含む生体4＊）

角膜

血液

その他

2 58．3

6．3

4．2

8．3

14．6

2．1

2．1

4．2

計 48 100

　★生体臓器移植関連文献は計4件

表5．海外臓器移植コーディネv－…ター文献の研究目的と研究対象　（n＝48）

目的

＼対象 移植コーデ　医療従　ドナー　レシピエント　ガイドライ　家族　　その他　　計

イネーター　　　事者　　　　　　　　　　　ンetc．

コーディネーター役割　　　　5

コーディネーター特性　　　　4

患者コンプライアンス　　　　0

プログラムetc．開発評価　0

家族同意影響要因　　　1

移植・臓器提供意識　　0

110001

12

0

0

2（2★）

0

1

5（1り

0

1

0

0

0

100600

2（1＊）

0

0

0

3

0

100001

7

十量口

10 3 15　　6 7 5 2 48

　＊生体臓器移植関連文献は計4件

表6．研究デザイン　（n＝15）

研究デザイン 文献数 （％）

量的記述

量的比較

文献

0411 66．7

26．7

6．7

計 15 100
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表7．調査方法　（n＝15）

調査方法 文献数 （％）

質問紙

（尺度5，質問紙2）

ガイドラインetc．分析

記録分析

その他

7

134

46．7

6．7

20．0

26．7

計 15 100

表8．研究者所属　（n＝15）

所属 文献数 （％）

大学

研究所

国組織

臓器獲得ネットワーク

病院

73212

46．7

20．0

13．3

6．7

13．3

計 15 100

表9．研究者所属と研究目的　（n＝15）

目的＼所属 大学 研究所 国組織 臓器獲得ネットワーク　病院 計

コーディネーター役割

コーディネ汐一特性

患者コンプライアンス

プログラムetc．開発評価

家族同意影響要因

移植・臓器提供意識

200122 011010 000200 010001 000101

計 7 3 2 2 2 15
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日本の移植医療における

クリ県カル移植コー・pt・ディネV・・一・・Lター

の役割と機能

一生体肝移植に焦点をあてて一

1．クリニカル移植コーディネーターの活動

II．クリニカル移植コーディネーターが抱える課題

皿．看護管理者が期待するクリニカル移植コーディネーター

　　の働きと移植実施施設における問題・課題

IV．クリニカル移植コーディネN・…一・・bターに対する他の移植

　チームメンバーの認識（外科医・内科医・精神科医）

V．クリニカル移植コーディネーターと

　　他職種（薬剤師，MSW，事務職）との関わり



　　　　　　　　第3章一1

クリニカル移植コーディネーターの活動

【研究目的】

　生体部分肝移植（以下、生体肝移植）において、看護職のクリニカル移植コーディネータ

ー（Clinical　Transplant　Coordinator、以下、　CTC）が、移植チームの一員としてドナーや

レシピエントをケアする過程において、どのような活動を行っているのか明らかにし、臓器

移植における看護の質向上への示唆を得る。

【研究方法】

1．研究デザイン：質的記述探索型デザイン

2．調査期間：平成16年3月～平成19年2月

3．研究対象

　1）研究施設：移植医療機関（大学病院）4施設

　2）研究対象者：対象施設に勤務するCTC6名

4．データ収集方法：半構成的質問項目を用いた面接法（約60～120分）を実施し、面接

　内容は対象者の同意を得て録音した。質問項目は、①属性、②臨床（病棟看護者との関

　連と分担、入院中のケアプランの計画、実行、折衝、全体的管理にけるチームメンバー

　と共同業務など具体的活動内容、コーディネート的役割、患者とその家族に対するイン

　フォ・一一一・ムドコンセントにおける具体的役割、アドボケーターとしての具体的役割、デー

　タベースの管理、勤務時間以外の対応に関する業務）、③教育、④研究、⑤管理面とし

　た。

5．分析方法：面接データを逐語化し、Atlas，　ti（Version5．2）で内容を整理、2名の質的

　　研究者で内容分析を行った後に、研究者5名でカテゴリーの妥当性を確認した。

6．倫理的配慮

　研究対象施設の施設長及び看護部長の了解を得た後、研究対象に、研究協力の依頼文（研

究目的及び意義、質問内容、面接を承諾後も撤回できること等）を配布すると共に、口頭

で説明し、研究参加の承諾が得られたら、同意書にサインをもらった。面接を始める際は、

途中で中止することもできることを伝え、静かで、かっプライバシーが保てる場所で行っ

た。本研究は、首都大学東京の研究安全倫理審査委員会の承認を受けている。

【結果】

1．対象施設の特徴

　対象4施設の病床数は約950床～1200床で、いずれも移植部を有し、成人の生体肝移植

を行っていた4施設のうち1施設は、臓器提供施設でありかつ移植実施施設であった。

　施設内のCTC数は1施設当たり1名～4名であった。1名が全ての移植に関与している

場合と、移植臓器毎に担当が決められている場合とに大別された。
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2．対象者の背景

　対象者の平均年齢は37．5±2．5歳，生体肝移植経験年数は3年～10年で平均5．53±2．7

年で、100例以上～約lOOO件の肝臓移植を経験し、対象者全員がドナーおよびレシヒ゜エン

トの両者に関わっていた。所属は看護部であるものが6名中4名（66．7％）、看護部以外で

あったものが6名中2名（33．3％）であった。職位は副看護師長が2名（33．3％）、スタッフが

2名（33．3％）、非常勤事務職は2名（33．3％）であった。

　給与体系では、看護職および職位による給与に加えてCTCとして加算された給与を受け

ている対象者は皆無であった。また、非常勤事務職として勤務している場合、看護師業務を

実践しながらも、雇用規定上事務職としての給与のみが支払われていた。

　CTCになるための事前教育は、対象者個々にゆだねられていた。教育内容としては、海

外研修（自費にて1年）、他施設での移植病棟での研修（出向として1年）、CTC関連の講習

会の参加であった。

3．CTC活動内容
　逐語録の分析結果より、48コードが見出され、20サブカテゴリーにまとめられ、最終的に

5カテゴリーが抽出された。

1．移植に関する的確なインフォームド・コンセント

　　1）移植に関する様々な質問への対応

　　　　①移植に関心のある患者からの問い合わせ

　　　　②他医療施設受診中の患者からの問い合わせ

　　　　③初診時の医師の説明に対する不消化部分への対応

　　2）初回受診時の厳しい情報提供

　　　　①現実的な医療費負担の内容

　　　　②移植が失敗に終わる可能性

　　　　③劇症肝炎患者に対する移植時のリスク内容

2．ドナーの移植に対する任意性の担保

　　1）安易なドナー検査への歯止め

　　　　①ドナー検査の自己負担制度の導入

　　　②ドナーへの検査同意書と自己点検シートの提示

　　　③ドナーの重要他者の検査実施承諾の確認

　　2）緊迫した状況下でのドナーの自由意思の尊重

　　　①劇症肝炎時のドナー検査の先送り

　　　②手術直前までドナーの意思の尊重

　　3）ドナー検査後のクーリングオフ期間の確保

　　　①ドナー検査直後の意思確認の回避
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　　　②断りやすい環境の担保

　　4）ドナーの疑問や不安を取り去るための時間と場の提供

　　　①ドナーの常日頃の質問への受け答え

　　　②類似状況にあるドナーとの情報交換の場の提供

3．移植への意思決定への介入

　　1）意思確認の場の確保

　　　①家族や重要他者を含めた話し合いの場の確保

　　2）家族間での話し合いの推奨

　　　　①家族内での問題は家族内で解決する関わり

　　．　②家族間の話し合いで生じる医学的質問への回答

　　3）ドナー拒否時の対応

　　　①家族へのドナー拒否の公言の奨励

　　　②該当ドナーがいない場合の脳死移植への移行

4．医療チームケアプランの計画調整

　　1）移植チームへの情報提供

　　　①移植関連会議への参加

　　　②レシピエントとドナーの情報把握

　　　③医師への移植の困難性を示す情報の提供

　　2）術前の検査スケジュール調整

　　　①検査データの管理

　　　②レシピエントの術前検査の調整

　　　③ドナー検査のスケジュール調整

　　3）移植前後の病棟看護師との連携

　　　①入院前の情報提供

　　　②入院中の服薬状況の確認と服薬指導

　　　③退院指導に関する相談窓口

　　4）服薬の詳細についての説明

　　　①薬剤師との服薬指導に関する調整

　　5）専門家による精神的サポート要請

　　　①必要時精神科医と連携

　　6）高額医療負担への対応協力

　　　①必要時事務やMSWの協力要請

　　7）退院直前、退院後の異常や将来的な見通しのへの対応

　　　①退院後の些細な疑問や質問に対しても対応

　　　②将来的見通しの明確化

　　　③24時間の患者対応システム
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5．専門職としての自律した独自の活動

　1）システムの改善と変更

　①同意書の素地を作成し承認を得て実用化

　②データ管理ファイル作成

　③ドナー点検シードの作成

　④適正なドナー検査実施のための自己負担制の導入

　⑤劇症肝炎時のドナー検査までの一定期間の確保

　2）移植に関する教育活動

　①院内での講義・研修・勉強会の実施（病院全体、移植病棟）

　②院内の他の専門看護師との意見交換

　③院外での講演（学校、患者、看護者）

3）コーディネータv・一一・としての自己研鑛

　①移植関連学会・研究会へ参加や学会発表

　②基本的な検査・薬品についての勉強会参加

　③書籍、文献、インターネット、他の医療スタッフからの情報収集

　④日々の症例の積み重ね

　⑤大学・大学院への進学

　以下、カテゴリー毎に内容を示す。尚、以下の記載方法として該当する逐語録の内容を「」、

文脈上の補足した情報を0で示す。

1．移植に関する的確なインフォームド・コンセント

　CTCは、　“移植の検討し始める以前の患者や家族”や“移植を検討しはじめた他施設

受診中の患者”に、電話相談という形で、移植に関する情報提供を行っていた。そして、移

植を検討する上で患者や家族が受診をした場合にも、医師の説明後に患者や家族がどの程度

説明を理解しているのか把握し、不消化な部分についてCTCは丁寧に説明を加えていた。

また、初回受診時に、“一生続く医療費負担”や“移植手術が失敗する可能性”、移植適応

としては状態が厳しい場合が多い劇症肝炎の患者に対しても“移植の限界”など、CTCは

移植を検討する初期の段階の患者や家族に的確に重要な情報を提供していた。

1）移植に関する様々な質問への対応

①移植に関心のある患者・家族からの問い合わせ

　慮孝さんの家族または本スβら、まノをなヂナー候赫乙蟹っでいで5ノ〈から、ネソみで1調べた

　　クしで、こちらの蓮諮発を調べで、コーディネータさん／こ、っで言っ蔦舟薄、交換のぼ

　」6、拶覆っτ言っτ〃りをら、らラ．4さんみた〃】な癖o蔦莇癬拶楓は．4さんみた〃、／ご僅

　諮が）蒋るノ。ノ
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吻診の裏る勝の囎から、鮭々翻なやっでぐるんでずち色んな、インターネツみとかで

調べ蔦そのfl＄／1、まずどラ〃、った風な、犬彦の移覆の嬬の詑49を求めら施る時がある

ので、訪男ナる8、受診ムでみょラかなといラこま！ごなク21　T。そのアレンジメンみから、

始まク占ξヲ㌧ノ

②他医療施設受診中の患者からの問い合わせ

　ズその憩孝さんなまだ移樹秤を受診∠／な〃、で、まだし勾揮の囎で、らちぢん／夕揮の褒

　　階で霞謝∫かかっでぐるこど風衡談のときなdあ6ノ。ノ

　ズ普遍Fぱ御談しなさいっで0’jfi＄！ごぱ、ノ紹介次をらラ書いちゃつでで、五病院にいついつ

　いらっ乙やいどか、行：っでらっしゃいどかのク葱じ／ごなるんでナグれどら。ノ

　ズレシど『エンみ夙移樹揮を受診ナるかどクか8いラ瀦が磁綴からノ，kるff＄らあ

　　クま先ノ

③初診時の医師の説明に対する不消化部分への対応

　ズ吻回受診畦騨どノー階嬬屍／で瀦男ナる、と〃、ラか、で医砺からの詑男のノその憂〆ご、

　毎かご騎ないでナか、といラ、醸どいグかたちで、雄耀をとるよラ〆こなしでいるんでナ

　〆力吃ど6。先杢の詑劣の憂。ぞ乙たら繕、本淳、といラか、そん雄、甥／ナなかったこま・と

　1）、よぐ言われる、インても15分力）ら30：／；vNぐら0、1）1＞っで乙／ま）1）な、彬の憩孝さ’ん。　Ct　e、oノ

2）初回受診時の厳しい情報提供

①現実的な医療費負担の内容

　　／褒初の拶覆の詑劣「の碍…〆ご、大傘は費房のことら群ぜで嚴か虎まナので、私が瀦劣「しで

　　いまナb大体のとごろな・、大き〃、ところな。こと紹か／ご、醐どラやっで疹っでがった

　　ら〃、い、とか、云々に衡℃でな一、こちら蔦ぐ中努〉β費の拶覆の碍…な、　ピコーデンネー

　　ターがン会クよラ〆こしでいまプbノ

4医囎のこと／ご欝しで／tt，よぐ、私、」騨を嚴かれまナので詑好を今なかなクナるよ

」〆こぱ乙で〃岐ナ〆力吃どら。外来8かの、手彷の翻のこ8ばっかク辞さんあの発のこ

8、‘チ縦’手縦ゆ乙療っで考えでいらっ乙やるので㍉≠茄の翻プラス、外芙がご

虎だ以かかクま沈ず一っ8一童、死ぬまで、らラ本」当／ご蕩額医舵贋ギノギグ遊の値

炭が、らラ毎万かかクまナよっ・（r。そラいった医療なんでナっでいラことを理解しでも

らラため／ご言っで〃、まブら／夕揮的～首療でちノ

②移植が失敗に終わる可能性

　　け「ごぐ、褒初こ、脅々餓て、悪〃、パターンら考えで乙でおかないと、授々一本当

　　／ご、よぐなった碍〆激らラ何でらいいんで凱やっぱク艮ぐなノzば盈受蓉できる6の
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なので少々のこど鵡悪ぐなった解ご受容できな〃せいクのが㍉一番ね、縮塗体が

っらぐなるので、ドナーさんら含め’（T。ノ

吻峡で0　｝1）〆こぞのパンチを効かぜでみんなが婆るかっでいラか、“tE7なた死ぬから

纏まぜん”とか、二会糖砺ら話乙∠．まナから。やっぱク、あ轟を甥〃てるから、そ

の鮭汐分が6拶覆！こ同爵ナbご8をノ選んだな一って卿得乙て～この虜みら溺えるっ

懲じで、みなA“ナーのスなβ己責をって形で、衰授は融得しで0、ぐっで〃」ラか。ノ

③劇症肝炎患者に対する移植時のリスク内容

　　朧麟のどきら繍きちっど詑男ぱ乙まナね。ノ

　　號麟／こなるど次態携悪〃、ので、らっ、と9多巌功孝ヲが7ツ∫るぱずなんでナね。

　　ぐ≠硲〉　劇症綴〆こなるま、次奮胴悪マってら乙から幽∫出で〃、る次拐でナから。

　　”po）とこ無乙から乙轟まぜん”っでいラStfiffまでしま先確か！こあの、誓遍の4rMFに

　戻物なかった入ないまナの蔦そういったことら含めで、充分考えてらだ）から、”らラ、

　筋い詑劣「ばっかクナる”っで言っでよぐ慈孝さレをが言って甥クま先でら、その遍クな

　んで先ぞ，aLz．でら乙た〃、、っでe）5Kだンプ6移覆を　齢討乙でららラノ。ノ

2．ドナーの移植に対する任意性の担保

　CTCは、ドナー検査実施前にドナー自身とドナーの重要他者が納得した上で移植を決

断できるよう働きかけていた。そして、ドナー検査後であっても、移植までには1ヶ月以上

の期間を設け、“本当にドナーとなりたいのか”を考える期間を担保していた。また、医師

にドナーとなることを断りにくい場合に、CTCがその意思を受け取るという役目を担って

おり、また、CTCはドナーの意思決定に必要な情報源をより具体的に得られる場を提供し

ていた。

1）安易なドナー検査への歯止め

①ドナー検査の自己負担制度の導入

　　ズピドナー撰査〆ごノお金がごんな勿ナ万のかかクまナよどか、いかな｛5理画があっでら、

　拶覆／こ至らなかったらあなた〆こ講r求さノ琵ξナからねっで言ラ、と、みんな坂クあえず纈っ

　でe、ラわ／プ／ごぱいかなぐなってきてらドナーのスが＼そこで翫蟹がないノk〆オ、“じ　Kbあや

　めまナ”とかっでいラふう〆こなるので、私たちとしでなかなク．無駄な麓査をしなぐでナ

　む。ノ

②ドナーへの検査同意書と自己点検シートの提示

　僧己点覆シ9・一・　A。A“ナー・候薇だヒ）で詳って詑男を甥き〆ご芙まナカ。で、一飾っで6ら

　うんで、その碍に、渡してら本…当に演査を受けで、笑ら轟たρ揚6・な、その羨査の局雷書
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と、β己点撰シー一一　Aを寿…って）帰っでららラ。で、家瑛のナインをス轟て～らラー廉で下

さのつで〃、ラ風に詑劣Fさ乙で6らつで〃、まプちノ

ズ僧己、点羨シーみの1勾容ノカ碁本的なごとで、‘㌔あなた！ごぱ顯！ごβ創∫あクまナか9”

から、　‘釜銭i授受なあクまぜんか”とか。ぞラいったことで‘1本当7ご臓器をノあゲた

O、とO、ラ　a／Xごβ身て『決めら轟ま乙たかとか”　“8“っかからのプレソシヤーなあクま

ぜん，か”とか、そラいったようなごとが書いであクまプおノ

③ドナーの重要他者の検査実施承諾の確認

fA“ナーのn7fiT淫vs’ある入っでのク4）ぱ、だわた〃吻鯉どかてr決まクまナよカ。でら・そ

　こでみ・ナー8Lで灘『ナるんじやなぐっ蔦まず諸乙だ〆ナ甥ぐ、どんな歯方でら甥き！ご芙

　で6らラんでナ〆プどその碍…にあの、雛さ轟でたら配1鍔者の入6くと’か。・家荻のスな必ず

　一一溜f／ご。み・ナーが1スだグ房7〃、で嫉〆反話乙朗かないで拶桓までぽい～ぎまぜんね・必ずそ

　の配偶孝とかご羅のノ）こもちやんと話しを甥ひでららっで一ア解を得るっでいラごと

　をまず乙でいるこ8。ノ

2）緊迫した状況下でのドナーの自由意思の尊重

①劇症肝炎時のドナー検査の先送り

　　fそ轟ぽ、本当！ご鱒の鮭ぐらいしか乙な〃、んでナ〆ナ・と㍉その一娩考えるっで〃、ラのが私

　ぱ凄ぐ、劇症鍛でちなんでら。鰹念倥があつで62、3・firv／ごやんなきや〃’ifな〃’スで

　も、Fナーの麓査を待ってへβ分が謹して頑『灘なヤβでできるっでい久やっぱク・

　謬ナるぼラが）颪膨τばできるこ、とだから。でら、夜㌍〆ご無理矢理撰査ナるんだったら・

　朝までね、次のffの動L番〆こ来でららえばいいことだから、その局1にやっぱ久家族で話し

　ナるっで凄〃、大孝りεから。ノ

②手術直前までドナーの意思の尊重

蝦・初はらク助グたいっでいラ想〃、で、らラー4＞で栗られるんでナ威やぱクいよいよβ

分がスみレソチヤーに棄つで、tCtE）つ、手伽　始まるんだ”乙影・不安踊久バー

　ッと出で、その碍ヲこ改めでごβ分の懇と〃、ラのが躍でぐるんだと想ラんでナよね・で

　ナから、その碍ら、一応まあ私たちが場終的〆こぱ、とる完塗といるんでナが・ただ1先

　童がρる確な凄ぐ餐震乙でで、　‘分かクま乙た。頑震クまナ”っで言ラグど％杢がい

　なぐなって、私が“0やあこれ6承諾害ジにかグますか”っで房7いたら・らうその蒔〆こ

　ガーソで泣か轟蔦劇症だったんで、ぞんな／こ1徽／ごぱ乙でら轟なかったんでナ〆プ（拭

　ちょっと先6ξに次拐話しで少乙、1時綴ぐら〃、あの時錐ったのかな。それで少し、だ

　からオ／ぐ左メ乙を申乙訳な〃、んでナがっで言っで、るラね、オ〈ご躍しを遅らナっでらの凄

　〃、こ、となんでナよ、手笏室ら。≦会部らラ準循万鰐でね、さfτでるので。私ら手薇室のぼ

　ラのスタソ7で〃、でいたので、次虎7ま凄〃、、らラ大変なご・とだっでいラの〆ま分かるんで
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ナグ島ぞ麗でらやっぱクご轟ぱまずい乙蟹った0蔦そje）」クースぱあクま乙た、

な〃㌔ノ

3）ドナー検査後のクv・一・・リングオフ期間の確保

①ドナー検査直後の意思確認の回避

　ズまずはひ“ナーの初回診察瑚｝、私たちらノ・°ンフレソみを（A“ナー！ごソ痔って甥っでら

　　らい、考えでららっでいるようなかたちで、決しで1圃でな、ピドナー麓査を受げるの

　　かの決走『なジ乙な〃、でナね。み“ナーさんが言っで〃、るっで言っでら、道い返乙で〃、るん

　　で先ぐ碗啓〉　一黄び“ナー麓査のゾ詑劣「を甥〃、で、β分がA“ナー候瀞と、その家瑛

　　！ご話を酸、A“クターから乙で6らって1私ら砺を乙．で、で、パンクレソみを寿っで

　帰っでるらっで、決まったら翻乙でぐださい、どいラ癖じでプち次の搬をした〆ナれ

　　ば遅幣ぐださい、と。だから、ぞfτてr無乙になる入らいまプらノ

ズβ病院ら麗｛じやなの破ク、1かガぐら〃、な必ず堤底でらあ！プまナぬ一。擢「の線が

出で、農低でららっと長いぽラが多いから乙力な儒で6、だ’e　）た〃、撮査媚1かガっで

〃、ラの、あんまク3かノヲど・か樫つと、乙ξた厚灘「っでいラご8〆こなクまナし。ノ

②断りやすい環境の担保

　ズひ“ナーをノやめたいっで詳った鮭／ご、主治医だ≧）たら言〃、やナいとか、でら主治医

　になね、あの、　1やっておいてシっで言われたの〆こ、毎か折声ここまでね、言っでぐ轟

　たの／ご働ないからっで言っτ、私／ご言って芙る．方らいらっ乙やるので、断クやナいψぐ

　冴らつぐるこ：8ii5クヒ勃かなって1／

　fA“ナーの惹源ぽ辮ならのでな！ガ乙なr〃》プないし、餓莇：っでら罪でな’なO、8、そ轟を

　あの、蕨蓬！ごおいで欲乙．いっでこどだけぽ店莞まプちノ

4）ドナーの疑問や不安を取り去るための時間と場の提供

①ドナーの常日頃の質問への受け答え

　ズよぐ私が襯かノz｛5の風どんな繕∩さ、とかで、あまなま“んな虜さどか、あとど物ぐら〃、辛い

　のとか、そラいラこ、と甥か也るんでナグど。そ虎ら私な、〃、まなぞの、緕ぐないっで浮わな

かったドナーが1スらいない乙、っでいク浮い方と、あ、とぱ、β分なゾごナー／ごなったこ8な

　〃、1）ら分汐コらな0、っでe㌧ラ言〃㌧2ケをナる、k、み1メンな、あっ、ぞ・ラカっで、とノか言っでぐ虎まプち

　ζ笏後〆ごノ例えな’笏後お御s虜ぐで、あっ、こ虎風Bピコーディネーターノが言ったこ8

だっで多分みんな、だナーのスな源ラみた〃、なんでナグどノ

　ズこんななずじやな〃りで〃、ラか、その話1しら〃喋ぽ衡／ご塗窃しまプヨノ

　ズそのあ、ぞfp71）あったら言っでぐだ唇r　o、カっでe㌧ラこ、とて「bやっな7安のあるノ～んオ∠／よっち

ゆラ編乙できな’クまプらヱ0年憂ぱドナーな1どラなクまナか一8か。ノ
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②類似状況にあるドナーとの情報交換の場の提供

ズik“ナーになら轟た方8お会〃、乙た〃りで〃、ラ方、芙際！ごおら轟るので、ぞラ〃、ラ拶浄な’

私たちがセソティングをさ乙でらら〃、まナね。鰺ら近ぐてお互いお子さ／V　60、らっ乙や

るよラな方、とか、ラん、そラ〃、ラ声ヲじμヲ置拷で、〃ヲじ立揚でみ“ナー〆こなる方の、房ダきたの

っでいラ方がいらっしゃるんでナ、みたいに。でら、讐そうでナよね。ノ

3．移植医療を選択するという意思決定への介入

　レシピエント、ドナーとなる家族や親族が“移植という治療”を選択するための意思決定

のプロセスにCTCは深く関与していた。特にレシピエントとドナーの両者とその家族を含

めた重要他者との話し合いの場を設け、全員が納得した上で移植医療を選択できるように関

わっていた。話し合いの中で医療的情報を必要とされればCTCは随時情報提供を行い、家

族内での問題は家族内で解決していけるように関わっていた。

1）意思確認の場の確保

①家族や重要他者を含めた話し合いの場の確保

　1％ずその憩孝／ご芙でららっで、レシどエンみ、A“ナー・－Aこなるよラな家荻の方／ご芙で6らっ

てらまず諸乙を乙τららラ。ドナーの聯猛があるノtっで〃疹のな、だかた〃嘘鯉まかで

決まクまナよね。でら、そこでドナーとしで搬ナるんじゃなぐってbまず諸しだγ力野ぐ、

8“2Vな滋方でら房ダき／ご来「でららラんでナグどその碍…〆こあの、締さ麗でたら配鍔着二のノ《6

くとか。家族のスな必ず一階！ご。ドナーが1スだ以甥いで家荻ぱ話乙朗かな〃、で移覆までぱい

きまぜんカ、必ずその配鍔孝まかご家荻のノし〆こらちやんと話乙．を甥〃、でららっで一。ア窮1を

得るっτ〃、ラことをまずしでるご、と。ノ

2）家族間での話し合いの推奨

①家族内での問題は家族内で解決する関わり

　ズこの局幡家荻で菜らカで、その蕨からあまクその、夫婦蘇がラ5ξぐいっでな〃、とか、ま

あその辺ぱあまク湊ぐ遁吸乙ないんでナケカと協。で、．憩孝さ’んが家族だ万て残っで話しを

甥ので欲乙．〃、と言わ轟で、意孝さんだVちよっど齢さカた碍〆こ、縮が凄ぐそクいラ．齢、

を言われてる　で、私ノをちのe、る彦ケで、憩孝さ、イノ〆プその毒7手／ご、0、ろメノなご、とを言ら〃りを0、って一

おっしやったんでナ〆九島ぐ9％啓〉その碍ぱラまいこ、と亮生ら表甥さノ乙で、“〃、やだっで詳

ラよク6、誇神的スみレスが凄ぐ大き・いから”っでいラことでお話しさノZて。表趾でぱそ

うe、ラふラ〆ご話乙〆でら、やっ∠ゾク家〆ご帰ったらお互〃、凄ぐ疏1面のこ、kを言∩0、着トって勾話乙・着ト

いま乙たっで0、ラこ8てちやっぱク、第三考rがスっで聯〆譲rえる／ノどら、本淳〃クところ話

ぜな〃、っで〃、ラところ〆2tあるので、やっぱクぞ物ぱらラ隷てr話乙で〃、ただいで、轍ナる

しかな〃、ん｛じやな〃、かなっでいラどこなあ｛5乙依ラんですらノ
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嵯多本的！ごぱ、医瀕『翔3適擬その貌介！こスるっでいラごどぱ、なかなかプライバシーのと

ころなんて：bまたお互いに戻しで、よぐ御談しでもらラっでところぱあるんでナ〆力吃どら。ノ

②家族間の話し合いで生じる医学的質問への回答

ズまず蒙瑛で鰍乙で〃リをだいて～その中でどラ乙τら家荻の諺らなれなかった碍…な、β

分たちの話乙を芹っできでららっで、その既京でさξノを考えまナっでいラふラ！ご乙たらどラ

でナかね一っでいラ赫じて「6ぞラいラアみツずイスなごラ、たぐさんの症切をみできでると、

お話ナることらでき6んでナ、いろんな窟週を見できでい｛5のでね。ノ

3）ドナー拒否時の対応

①家族へのドナー拒否の公言の奨励

　僧分（A“ナーノで決めな〃、、と〃、グな〃、次究だど〃、ラこ、とを、充分説男ナるご・とでナね。

　だから、A“ナー・さんだっで、100％じゃない、こラやつで、下半身不猶〆ごなつたスだつでも

　いるし。そのことを考える8、本当7こ、やクたぐない！プ、どやっでらいいやぐらいのレベノレ

　で決めでいいかどラか、と〃、ラことをしっかクカからぜであげる、と〃、ラことがレヒ事だと、蟹い

　5ξヲ㌔ノ

②該当ドナーがいない場合の脳死移植への移行

　ズ（A“ナーが決まらな〃、ときノ、A“ナーあっでの移覆なので、といラ風に。そのκわク、

やつぱク脳死を登録したいといラ方ら〃、らっ乙やるし。両方）ナプションを躍示しで、どち

　らか〆こナるか、また、くどちら6やめるか、ぞラ〃、ラ屍！ご甥いで〃、まず7。

4．医療チームとの連携

　CTCは移植を検討しはじめる相当初期の段階から外来でドナーおよびレシピエントに

関わり、検査や入院等のスケジュールアレンジを行っていた。レシピエントとドナN・・一・L両者の

情報を集約しているCTCは、移植チームの会議での情報提供、精神科への情報提供、移植

チーム外ではあるが、経済的な対応としては事務およびMSWとの連携、入院中の服薬指導

では薬剤師と、入院中は病棟の看護師との連携を行っていた。またCTCは、退院後のレシ

ピエントからの日常生活上の問題や些細な質問に随時対応し、健康上の問題に発展していな

か医学的判断を行っていた。

1）移植チームへの情報提供

①移植関連会議への参加

　　佛移爾燗轍メンバー〆轍豹療揮医、と、病理医、と、労危器殉秤医、と私（コーデイネー

　ターノで先でナ〆ノζ拭私ぽ一鰭誕の立揚でぽいますグζ献β分ら移覆チームの一責な・

　ので、一応撚、出霧：なナるっていラ。ノ
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／移覆の麓討会ら万！ご1画【、拶覆の謝会6万〆こ1画参吻y

η院ノタ移巌討会でぱ、雌器頭スるので、今の、彪辮の艦次冴8か、今愈強∠．で

おきたのこ8っで〃、ラのを。　願会で卿今これから拶覆を乙ようかとか、脳死の藤

を乙，よラかどのラノtの、謝、レシど転ンみ、また〆燗題のあるA“ナーさんを撰討乙でい

まT。ノ

②レシピエントとドナーの情報把握

　1その辺（A“ナ・一どレシピエンみの次捌js’7Mff＄！こ分かるので、タイミング老ツプ轟と協

　まだみ“ナーの準循が轡っでなO）8，か、難！ごみ“ナーの難『が轡っでいるグどら、、憩孝さ

　ん、～まら、鰯なオークイ〆ごなっでら意孝さんのffi4sまだまだ元気な拶否っで、み“ナー

　がオークイになった拶否でら、まだぞ轟から毎かガとかあぐ揚否つであクcilt’ナよね。ぞ

　乙たら、またそのノtが悪ぐなった鮭に、そのドナーさんがだいぶ嚇が樫でるので、6

　ラ1回囎！こ芙でららいまナとか〃、ラどころで、穿庁して爾方のこ、とが分かるので、メ

　ノソみと言莞な’メグソみでナ！プど。大変と言えな沃変でナカノ

③医師への移植の困難性を示す情報の提供

ろ憩孝さんでど“」乙でら淫潮〆ご無理ぞラな雰麟の話しが診察室の中で盛ク」flS’った。で

　ら、意孝さん〆燦意（闘隣の碍や重症の扉不…会のff＄？で、〃、ま直ぐ、鍔β〆ごら拶覆し

　な〃、と冥浄汎悪い、っでなった確／ご、なかなかその鰹潮な面が汐ヲでナからっでお断ク

　ナ6こ8〆tt）iiif乙．〃、でナね。しから憩孝さんが掴え5ξナっで言っちやっでる揚浄らあっで、

　そラのラ碍…な陰なかなかお断クナることが難：しい。でる、医孝な’命かかっでζ5んだわで、ぞ

　ラ〃、ラガンで言っftc　ff＄Eこ、本当7こぞの患孝（ilt／レにとっで、傑／ご・（とっで拶覆ナるこ8js’o　，

　いごどなのかつでいクのを、看護物／ご私がいぐら述べたこ8／こよつτら、1／4の看護翫が、

　コーディネーターが言っでら何スかの医孝〆ご言われたら。ガソ、と言わ沸た碍γご、奏ろ肩で、

　でら看誕ど乙．でこ㌧ラ、蟹〃、まナって看「護rの」会のン〈　IS’言画って一ぐ轟る麓会っでのCt、　iELE7な〃、Aノ

　でナよ。ノ

2）術前の検査スケジュール調整

①検査データの管理

　　喫営なデータであノ以跣塗／ご蝦苦をしたクとか、こご7アソクスで塗τやク坂クをナる

　ことが多ぐで、あ6〃、はお麓話で、そラのラので甥営なデLタであったクだとか、お謝が

　でたクまかナる8必ず発生に蝦苦を乙て’s亮童が1紹跣の病院にご灘をいただ〃、で、治

　療、移覆までのコンディションを盛之るため／こ治療〆こついでどか、いラのはお互い〆ごこラ、

　やク坂クぱ乙でま先ノ

　　ズ彦なカ、デLタ塗謝がやっでたんでナよ。ぐ9物多〉臨床工学士の子がスって護クまし

　た。ノ
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／厳しρでナね、まだ鯉乙鋤で〃、ないでナグどね。データベース、「添チャーみを

鯉乙で〃、まナ！ン物どら、そ轟〃外のデータベースな今、移覆のぼラで作クつつあっで、

そこにアクセスできるよラに、ここ最近さ’してもらっでいまナ！ナれどね。ノ

②レシピエントの術前検査の調整

　碗7を局悔！こ乙．たら〃、〃、のかなつで考えた礁／ご、塗でな’励…7！ごできな〃、乙、その辺ならラ

身分でこ轟どこカどこれまな今β一ββだげと㌦2珂β蕪た鮭〆ごぱこ轟どこ轟やるからっ

でいラふラに、るラfp7，か、β分でごラナるよっで言っで、　五あっ、ぞラかノつてヲ右童が言

っで、そのままそラいラスタイノレ！こなっでいぐっでいラ。ノ

③ドナー検査のスケジュール調整

　ズ遊方の方多〃、でナから、纈のβがンずラバラ〆ごなっで乙まっでなフヒ変享7しカグないので、

なるべぐこラ、　1∠穿でたぐさ、イノの描を受！ソ協るよラ！こ、ぞ・の辺6ク醸ン

　Ig－ffにできる、できなのっていラのらやっぱク、実彪刀ら分かっでないと、そうナるど

即、θ籍らあるから、靭8蒔判こ来でぐれれな『そノ乙〆こスノZ｛5グど、10碍3〆こ来たらるラな

　ぐなつちやラからつで言つのらあるから、鱒〆こ芙でららつで、その瑚！ごパーソまオーダ

ースノZでる局1〆ご、例えな協がアナムネ、とっで〃、で、細デテっで、練がど物ぐら〃、〆ごあが

つでつで〃、ラのをスれながら、スクジューノ〃ごラ、紐んでe｝ぐつでO、クふラな形もノ

3）移植前後の病棟看護師との連携

①入院前の情報提供

　　ズそカをまあ私が履1〃、で、外来での灘わクで翻猛がンを“ぜるよラなご、ととかなアノ“ン》

　　ス乙で、看1護響画を変えでららったク、とか。ノ

　　　ズタ継はらラ研ヱ戎なんでナよ。こちらで慈孝さんの次捉を、記銀を乙で〃、るノ男紐をコ

　ど゜一一しで病凍！こお痔ちしで、必要であれば阿えばらラ、メンタノレの面て嘱蜘ぶあるとか、

　ご家瑛轍で溜謄があるどか、ぞういラバソクグラクンA“〆ごfp7，か房纈がある時！こな必ず、

　え一8、砺長さんあ6e・Yge，病藻担当の党i塗〆ごきちっと々震でグ／き継ぐんでナ／ノ、どら、券〆こ

　一El　J　e、」フeきな局題がな0　）fSISN〆tt、〈ご一パーのグ櫛∫メインでナね。ノ

②入院中の服薬状況の確認と服薬指導

　嵯重本的に杖受〆力等ちが襯わっでるんだγ力紀ども、やっぱクそこでラまぐこう廼1らなかつ

た蒔／こ、やっぱク（コーディネーターノが出で寿ぐことが多儒」まぐ庁っでると、私（コ

ーデンネーターノ酢初らな〃、て『退院ナ6こ8らあるのて；bノ

③退院指導に関する相談窓口

　墨本的〆こ鹸的なクアぱ病葎看「護婦、iぎんでナよね。あの、手をぐだ乙で伽ゐをナるっで
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いラことノ亀ただ、雛的なところで言ラ8幽、彷後、彷前の碍…らそうだげど遺儲導』8

かぞラいラのな看護獅、鎌看護獅の仕親ノ

4遅脇皆導で、プライマノーナースが週騰導ナるんでナ！ナ（拭そこで莫あちょっ8熔ク

なさぞラまごら綴を受グたク、とか、ぞ、をな赫じで、一痂醗どっでる癖じでプbノ

嚇るff＄！こ、顯できるか、どグかつでいラどころとか、冥働／ご本当7こ、　fp7で言ラのかな、

冥働にその醗後をらっでがぐff＄の御1談受！カをクっでいラの〆ま、受〆力苧ち看護粥から私

〆ご御談があっでっ蔦いラふラな形でナることカ∫繍多いでナよね。ノ

／移総授の、まだ廼院できで〃、な〃、意孝さん〆こ欝しでな’、一り広、醗の、とき／こ、今まで

な、だクターが醗の詑劣’を乙τいたよクなんでナカ物どら、ぞごを、先塗が私／ごしでぼ

乙〃、き〃、クこど蔦5ξあ、塗房酬5塗なので｝そのndfiffを、その、ときの担当ヂの主治医、と一

譜‘に担当幽ナースピ8ノ。ノ

4）服薬の詳細についての説明

①薬剤師との服薬指導に関する調整

　　／病凍営駐の鱒こ私が声をかグるって懲裕てもチーム、と乙でぽまあ、房溝と乙でな’

　　動〃、でなのでナゲど三ノ

5）専門家による精神的サボ・一…一ト要請

①必要時精神科医と連携

　　1A“ナー〆こなる能力があるかとかのラの、ちょっま5ξあ何スかの騨ど私で話：乙を乙た確〆ご。まあ、

　　ちkっま窟男！ご赫｛じた確な、雛料！こかかっでららっでまプちノ‘

6）高額医療負担への対応依頼

①必要時事務やMSWの協力要請

　　探険のどきぽ、あの、坂ク立でτ何ら顯励無〃り翼クな、待／ご、酵〆辮〃で九ノ

　　僧費の拶糎の鮭ぱ、　侮辮のノ〈8ノ会ラよラ〆こLで〃嘆ナL。ノ

　　ズソーシヤノレクーノクーさんな、頚〆こスっで6らっ（0、るわ／プでなないのて“bノ

7）退院直前、退院後の異常や将来的な見通しのへの対応

①退院後の些細な疑問や質問に対しても対応

　　　鰯r／ご彦：ちなo、こまがあったら綴しでぐだと鞍、っでいラ形で、ずっど襯わ物るよラな

　　汐e態をつぐるσとラ〆ご乙．τるのて亀ノ

②将来的見通しの明確化

　　伊p7，か遼院っでいったらffi7，かごラ房機諺がまがって贋いた碍…〆こ、そのfp7でかっでいラの

　とか、その厚安まか〆ご看護娚なかなか分汐≧らな〃佑、医孝ら、その兜童方なかなかこ」、
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将葡なご、と言つでぐ轟ないのでつで〃、ラとこらへんの、話乙が児えないとなつた碍…に、

ク〃ア！ごLでいぐのが、私の仕事かな。」

③24時間の患者対応システム

　　灘臥示βの揚診な、鎌のぼラ／乙蹄をしでちらラんでナ、鱒の（ときな乙ノ

　　峙でるよラな次鋸であ轟斌　クイークデイ！こ露話乙τぐだ’SO、とe、ラ風〆ごLでるんで

　ナ〆プノz、どらノ

　　今～一ルやファソクスで嚇しでいるノ

　ズ編ピ011　0∂11ノを寿たぜでららえまナかっで浮ったらそノzな砿無理だわでいラ屍

　　！こ言われで、24嚇労勧な評：されないと言力也たの蔦評：さ轟なe、ご8を私ができるな「

　　ずら緬

5．移植医療をよりよくするための独自の活動

　今回、CTCのうち数名は、ドナ・一一一・死亡事故を踏まえての同意書原案の作成や、デv－一一一タ管

理のためのデータベース作成、ドナー点検シートやドナー検査の自己負担制度の導入、劇症

肝炎時であってもドナー検査の先送りをしながらドナーの意志の尊重に努めるなど、ドナ

ー・ 激Vピエントにとってよりよい移植医療を提供するためのシステムの改善を行っていた。

更に、移植に関して、院内だけではなく院外においても教育活動に参与しており、学会の参

加、文献等の活用など日々の自己研鎭に努めていた。

1）システムの改善と変更

①同意書の素地を作成し承認を得て実用化

　　　〃・°7レソみとあ、と同首叢がいまβ本坊『移翻究会のぼクで、1／t患孝さん亡ぐなつた

　　からっでいっで指野だ乙たので、それに否わぜて同，意諄変えたんでナよ。変えなきゃつ

　　で、先塗たちも変えなきやつで言いながらなかなか変えでr書いてフぐ虎なかったんで、

　　らラ私がぼまんど素地つぐっで、みな児ぜで、OKでで、ぞカを便っでるんでナノノ、ど、や

　　っぱ乙そラ〃㌧ラ8ころでちや、ん8鍛控まかを乙っかクこ」、識乙で、あどでら」1

　　垣1ゆっぐク諺み直ぜるよラな彪先塗rたちの話乙翫会でを羅乙で禦っでなPL、．齢

　　ちやラ護分らある乙、あ8、〃りぱい鍵っでら意孝さ「ん、就るので、誘んで分かるよラ

　　なものを作るっでのラこ（をな、看護職としでの替殻提葬どして、まあ、｝・カしでるとこ

　　ろでナね。ノ

②データ管理ファイルの作成

　　婆〃ゲLタベーヌ作っでたんでナよ。デ」タベーヌっτ言ラか、やっぱクー寛装を、

　ぞっからみんな勉の移覆医繍孫着ヲがズちょラだ〃、、ちょう／c“0ソつで言っで、β

　分とこの病院も、仁しい病院の」毎生とか〆こもデ」タね。葺分とこの病院勿ス、紹介された
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とか窓謙で、デLタあげたクとかしでたんんでナ／f8’b私がいま作っでるのぽ紹介憩

孝ので、ごラいク紹i介慈r孝勿ス芙で、ど゜ラいラ転帰があって～、ど，ク〃》ラ、勿ン（ドナーの

評i励匹で移穂！こなったか8かっで言久まあβ分らそラいラデLタ餅∠．いので、紛憩

孝のデーニタだノナな身分が5ξだ携っでますよね。ノ

③ドナー点検シードの作成

　似厳は読14ヴが）衣当7ごカしぐっででナね、A“ナーさんの囎を、そのままナぐ遊讐ぜるこ8

　が多かったでナ、来た雄∠暁ならので㍉あの搬の／彫彦諄らあったので1賓っ蔦褒近、，無

　かったクどか乙で〃、たんでナね。その辺、必ず、出乙たクとか、あど、β己点覆シー外っ

　で、ドナーさんβ身〆こちょっと考えで6らっで、本当にあの、β分を児つめ直乙でから来

　でらら」ための点覆シー一みら炸っで、今。ノ

④適正なドナー検査実施のための自己負担制の導入

　　幌初、詑男がカ『かったでナ、ここでら、褒初z暁芸あどにかぐ搬だンナでら受グで帰

　ら轟まナか、みた〃、な。そノz風脅革／ご出笑で乙まラのが＼架炭の描なんでナよ。で、

　歯祉めをか！カをかったので身費でらやっでみよラっで、、蟹えるぐらいのノ〈じゃな〃、とド

　ナーにななカないんじやな〃、かといラのらあったし、ぐ厚η啓〉　そカを、私がスっでか

　ら、　ぞ・ラでナね、　5年ちよっと、　ここの，辮のン丈とら話乙！iiSvっで、　ごラ0、ラ方法て『。　ノ

⑤劇症肝炎時のドナー検査までの一定期間の確保

　　1繁念の鮭ぐらいしかLないんでナけ猷その一廃考えるっでいうのが私ぽ凄ぐ、劇症

　麟でらなんでら。禦葱繧があっでら2、3β内〆こやんなきゃ〃、グないスでら、A“ナー

　の擢rを待っで、β分が謬乙て）質張物ばヱβでできるっでいラ、やっぱク。謬ナ6

　ぼラが）賑ればできるこ、とだ）1）ら、でら、夜中〆ご無理矢理灘『ナるんだわたら、朔占ξで

　ね、次のfiの動ワ番ノこ来てららえばいいごとだ〉から、その周／こやっぱク家荻で誘しナる

　つで凄〃ワヒ事だ口孟杢たちぱ夜まか夕方とかに話乙したら、らラ〃、まから灘で行つで

　纈した〃、っで望ラんだけど，だンプど私なそんなのβ分汐s謹ナるから劣方の耕テった

　っで、e　＞slFこカからデテったっでOZはできなPL、獅さん〃、るか分か、をなe、L、ぞんな

　ごどやったって窯理だ’し、劣悔の靭やっで撮藩）果があガ∫ノZば〃、いんt！．））やないのっ蔦

　そ力で何が丈句ある、いラ葱じで、やっぱク話しをしで、1番考えるっでρラことがど

　ノ乙だけンtr專なことかっで〃、ラのをやっばク、毎回、毎珂やっで〃、っでたら、　fp7て浮ラの

　かな、無理矢理oやあ患孝さん叡、ま決めでぐださ〃りで言っτ之憩孝さんら、乙まし

　よラっで言っで拶したらやっぱク拶覆乙まぜん、とかいラ例らあったク乙たんて：bノ

2）移植に関する教育活動

①院内での講義・研修・勉強会の実施（病院全体、移植病棟）

　　　ズここ1勿年かぽ、まあ、麗在しで1年β、2年βぐら〃、ぽ病院殉で、塗体で誰でら参勿
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できるっでいラいよラな惹二嫌で、07「0の殺罰1とか〃、」ラ癖じで、話したクぱ乙で”、る・ノ

移訥！ご縦ぱ妙ノキユラム2画まか3回とか確つで〃、ラふラな形でみんな〆ご句！プ

でやったクとかしでまナ』ノ

借ぱなかなかだったんでナグ己コーディネーターの役割っでいラのがやっぱク認初

されないと、ナースるやっぱク混寵しでしまっで、最初ならラニ会撚そ轟なコーディネー

ターの症葬～りやないわっ、みたいなの私ガ据～っでる、頭の中で溜いでるみたいなごどで

Pt／2’：’tzたク8かし蔦それをまあ、鱗か！プでいっで、こラだよ、ああだよっで言いな

がらよラやぐっで〃、ラ慈㍉じ矯ノ

②院内の他の専門看護師との意見交換

　　∠靭窺婿護窃の会っで〃、ラのがあっ蔦莫あ、メインな認冨護甑が聾認ぎ8か、

　磁染とかいっぱいいるので、その7kたち、看誕教育とかね、そのスたちが糞まっでプラ

　ス私みた〃、なコーデンネーターまか伍μのコーデンネーターて「bノ

③院外での講演（学校、患者、看護者）

　　吻えば憩細彦、とか6まあ、講でテテったクどかでブらノ

　　ズー鋤な、f・Zかちらしみたいなあの、毎力・学茂学塗かなんかのインタどユー受〆カを

　　こ8あク，ll’ナ

　　憐憂の憩孝さん紙〃護を受グておらノzる方らいらっしやるんでナね、で、催・

　　クアマネージャーさん！ご誘力轟でかな、その碍…に、その講さ乙で6らったこどぱあク

　　まナ〆力観どら、ちょっ8その患孝さんのこぞ滅得殊だったのらあった∠・、コーディネ

　　ータさんといラ巻事を甥きな彬なひから教えで欲しいと言っで、講をし〆ご行：ったこと

　　らあクま乙！た。ノ

3）コーディネーターとしての自己研鐙

①移植関連学会・研究会へ参加や学会発表

　　擁学会〆こな、鍍かガかぜでららっでいまナ僧費ノ。1のあいだ拶覆看謬学会／ご

　は2画1、秀表ざぜτららっでい5ξナレ磁強！こなクまナね。ノ

②基本的な検査・薬品についての勉強会参加

　「一鋤なその、、心融の動強とか、そラ言クのぱまあ、A“ナー一とLでな鎌『な・か翻

　の方、碁衣でその囎チェソクぐらOYtL～iξナから、そカでぞクのク彪強会とかぱ、β

　分で営に一痂繍しで6勉強しているノ。ノ

πお難さんがなとんと」孟催て勉強会たぐさんやっでまナよね。〈亭諮〉　なるべぐ勉

塑会がたぐさんあクまナので、そこで参勿したクどかでナね。ノ
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③書籍、文献、インターネット、他の医療スタッフからの情報収集

　五学会〆ごヲテっで、いろいろな停叛を汐分β身でと〃、ラこ8sあクまナ乙、あまならラ、イ

　ンターネソみだったク、本だbたク、て『酸ごラ、医学的なご88かVこつO（の蜘凝ぱ、

　ここのみ“クターだりた久〃、まナので、一番いろんなご、とを甥グる次冴でぽある乙蟹〃、ま

　ナ、っで言ラ形て勉強なしで〃、ま先ノ

④日々の症例の積み重ね

　ズそラ〃、ラアみツ寸イスぱこ」、たぐさんの症創をみできでると、お話ナるこ86できる

　んでナ、いろんな蟹を児できでいるのでカ。ノ

⑤大学・大学院への進学

　樋信大・学行ったク、大学撹行ったク。ノ

【考　察】

　前述した5つのカテゴリーの結果を踏まえ、以下、日本におけるCTCの活動の実態、日

本のCTCの役割、生体移植システムが整備されている米国のCTCとの比較について考察

を深める。

1．日本のCTCの活動の実態

　今回の対象者となったCTCは移植医療のプロセスの全般に関与していたが、主たる活動

の場は外来であった。生体肝移植の場合、CTCの活動は、“移植に関する問い合わせ”と

いう形で、移植に関心のある患者やドナーになる可能性のある家族に対して情報提供すると

いう“移植医療の相当初期の段階”から関わり始め、その終結は、生涯続く免疫抑制剤治療

と生活を両立していくための“退院後の健康管理”としてレシピエントの一生涯という長期

に及んでいた。具体的には、初回受診時の厳しい情報提供を含めた“移植に関する的確な

インフォームド・コンセント”、移植を受ける本人と家族およびドナーを含めた“移植へ

の意思決定への介入”、継続的なケアを実施する上で移植チームや病棟看護師、薬剤師、

MSW、事務職との調整を行う“医療チームとの連携”をCTCは行っていた。野尻ら1）

は、レシピエント・コーディネータv－・一・が初回外来時から、患者の退院後まで、また退院後も

生涯にわたり継続的な看護を提供していること、そして、継続的な看護を提供するため、全

体的な状況を客観的に判断する必要性を述べている。

　加えて生体肝移植の場合、レシピエントだけではなくCTCはドナーとも関わっており、

そのなかで、“生体ドナーの任意性の担保”のために重要な役割を担っていた。具体的に

は、安易なドナー検査への歯止めやドナーのドナー検査の自己負担制度の導入、ドナーの検

査同意書と自己点検シートの提示、緊急時下のドナーの意思決定の時間の確保、手術直前ま
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でドナーの意思の尊重、ドナー検査後のクーリングオフ期間の確保としてドナ・一一一・検査直後の

意思確認の回避や断りやすい環境を担保である。また、ドナーの疑問であることを明確にす

るためにドナーからの質問へ対応し、必要となれば、ドナー一・と類似状況にあったドナーとの

情報交換の場の提供を行っていた。このようにドナーに対するCTCの働きかけについては、

井山ら2）3）野尻ら4）里美ら5）も同様にその重要性を述べている。

　また、移植医療の中で、医療にも精通し、日常の生活にも精通している看護職であるCT

Cは、レシピエントのQOLのみならず、ドナーQOLを高めるために移植システムの改善

や変更、移植に他職種や一般人への教育活動など移植に関して病院内外での教育活動や自己

研鎭に励んでいた。

　その一方で、脳死の場合と違い、生体肝移植の場合、CTCは一つの移植手術にレシピエ

ントとドナ…一・・の2人の調整を同時に行うため、一般の手術時の2倍の業務量を行っていた。

加えて、移植手術件数が増加すればするほど、退院後に長期フォローを必要とするレシピエ

ント数は増加・蓄積されていた。これは、施設内のCTCの配置が1名から4名であることは

変わらないが、年々移植件数が増えるほど、CTCのケア対象者が増加・蓄積し、業務量が

増大していく現状を示していた。

2．日本のCTCの役割

第一に、レシピエントやその家族が“移植”を“治療”として選択するために、必要に応

じて噛み砕いた移植に関する情報提供、移植がうまくいかない場合の想定、移植後に付きま

とう終わりなき外来通院医療費負担など、より移植という治療方法を現実的に受け止める

ための情報提供者としての役割を担っていた。中島6は、移植適応から手術決断までの時期

に、治療に必要な情報をレシピエント・ドナー・家族に提供することはCTCの役割の一つ

としている。

第二に、生体肝移植の特徴であるドナーの権利擁護者としての役割である。安易なドナ

v・一・一一一 沚ｸへの歯止めやドナー検査前のドナーと重要他者との協議の場の確保、検査後1ヶ月以

上におよぶクーリングオフの期間の確保など、ドナーやドナーの家族が納得した上で移植に

臨むことができるようにCTCは多くのか関わりを持っていた。

　第三に、CTCは、レシピエントが移植を検討する初期の段階から、移植治療選択の意思

決定、術前検査の調整、退院後の服薬指導・生活指導という長期的・継続的に関わっていた。

加えて、移植後生涯付きまとうレシピエント個々の細かな身体的変化、異常の早期発見につ

いて、情報を管理し、医学的視点および生活的視点の両視点からCTCはレシピエントの支

えとなっていた。っまり、レシピエントの移植治療に向けて適応した生活が営めるように、

レシピエントのQOLの向上のための長期的ケアの提供者としての役割をCTCは担って

いた。移植患者に対するQOLについては、萩原（2003）7）は、レシピエント・コーディネ

ーターの役割として、レシピエントのQOLアップのための長期に渡る継続したフォローア

ップの必要性を述べている。
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　その他、レシピエントおよびドナーの情報が集中するCTCは、その情報を踏まえて移

植チーム内のケアの全体をマネージメントするコーディネーターとしての役割と、移植チ

一ム以外の他職種である薬剤師、MSW、事務職情に対して、また病棟の看護スタッフに対

して、個別性のケア提供のためのコンサルテーティとしての役割も同時に担っていた。ま

た、施設内外への「移植」関する理解を深めるため機会を提供し、病棟看護師やその他の

医療関係者から一般市民に至る対象者への教育者としての役割を担っていた。これらの役

割については、習田8）の移植医療チームが捕らえているCTCの役割とほぼ同様の結果を得

ている。

3．生体移植システムが整備されている米国のCTCとの比較

　米国と日本を比較した場合、大きな相違点は2点挙げられる。

　第一に、施設におけるCTCの絶対数である。日本では、生体肝移植を実施している施設

で働くCTCは1名または多くても4名であった。一方、生体移植システムの整備されてい

る米国では、CTCの上司であるシニアコーディネーター，そしてCTC自身も、小児、成

人、Pre－Transplant　CoordinatorとPost－Transplant　Coordinatorなどケアの対象や特性に

よって担当を分けている9）。活動の範囲も、日本でのCTCは外来を主として活動していた

が、米国では移植病棟のクリニカルケアを含めてCTCがケアの実践者となっている。つま

り、日本で移植システムを整備する上で、CTCの配置を今後どのように行うのか検討をし

ていくのか、米国のCTC職位規定と同様に日本のCTCの職務規定を明確にしていく、と

いう課題が示された。

　第二に、「レシピエント」「ドナー」のCTC担当制度である。生体肝移植において、日

本では、CTCはレシピエント・ドナーの両者に同時に関わりながら、ドナーの移植への任

意性を担保するために相当の労力を投じていた。レシピエントとドナーの両者を受け持つこ

とは、利点としてレシピエントとドナーの状況を把握できるため移植準備や手術前後の調整

を行い易い点が挙げられた。その一方で、レシピエントの思いを知りながらも、ドナーの移

植への自発性、臓器移植を求める外部や家族の圧力との均衡を保つ関わりをするという、一

見矛盾した両者の立場を守る状況に置かれていた。米国では、特に成人生体肝移植プログラ

ム1°）において「ドナー支援チーム（lndependent　Donor　Advocate　Team）」を独立させ、ド

ナーが説明を受けた後で決定し、臓器移植を求める外部や家族の圧力との均衡を保つことに

役立っような独立したドナー支援チーム設置している。そしてレシピエントの支援チームと

連絡を密にとりながら移植への調製を行っている。

　日本の家族との関係を重んじる風土、言葉を変えれば、臓器移植を暗黙の内に求める外部

圧力の影響が大きさll）、加えて、レシピエントとドナーの両者の思いを知りお互いの間に

板ばさみになる状況を回避する上でも、CTCがレシピエントとドナーをどのように担当し

ていくのか、これはCTCだけではなく、移植チームのなかでレシピエントとドナーの権利

をどのように担保していくか検討していく必要があろう。
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　　　　　　　　　　第3章一皿

クリニカル移植コーディネV・・一…ターが抱える課題

【研究目的】

　生体肝移植において、看護職のクリニカル移植コーディネv－一・一ター（以下、CTCとする）

が、移植チv－一一ムの一員としてドナーやレシピエントをケアする過程において、どのような

課題を抱えているかを明らかにし、移植における看護の質向上への示唆を得る。

【研究方法】

1．研究デザイン：質的探索型デザイン

2．調査期間：平成16年3月～平成19年2月

3．研究対象

　1）研究施設：先駆的臓器移植医療機関（大学病院）4施設

　2）研究対象者：研究施設に勤務するCTC6名

4．データ収集方法：半構…成的質問紙を用いた面接法（約60～120分）を実施し、面接

　内容は対象者の同意を得て録音した。質問項目は、移植医療についての認識、これま

　でに抱いたジレンマや葛藤、葛藤やジレンマに対する対応、レシピエントの治療（移

　植を含む）選択時のかかわり、ドナーや家族へのインフォームド・コンセント、ドナ

　ー候補が自由な意志決定を行っていると判断する基準、ドナーの自由な自己決定を支

　える方法等である。

5．分析方法：面接データを逐語化し、2名の質的研究者で内容分析を行った後に、研

　究者5名でカテゴリーの妥当性を確認した。

6．倫理的配慮

　研究対象施設の施設長及び看護部長の了解を得た後、研究対象に、研究協力の依頼文

　（研究目的及び意義、質問内容、面接を承諾後も撤回できること等）を配布すると共に、

口頭で説明し、研究参加の承諾が得られたら、同意書にサインをもらった。面接を始め

る際は、途中で中止することもできることを伝え、静かなプライバシーが保てる場所で

行った。本研究は、首都大学東京の研究安全倫理審査委員会の承認を受けている。

【結果】

1．対象施設の特徴

　対象4施設の病床数は約950床～1200床で、いずれも移植医療部を有し、成人の生体肝

移植を行っていた4施設のうち1施設は、臓器提供施設でありかつ移植実施施設でもあっ

た。

　施設内のCTC数は1施設当たり1名～4名であった。1名が全ての移植に関与してい

る場合と、移植臓器毎に担当が決められている場合とに大別された。

2．対象者の背景

対象者の平均年齢は37．5±2，5歳，生体肝移植経験年数は3年～10年で平均5．53±2．7
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年で、100例以上～約1000件の肝臓移植を経験し、対象者全員がドナーおよびレシピエン

トの両者に関わっていた。所属は看護部であるものが6名中4名（66．7％）、看護部以外で

あったものが6名中2名（33．3％）であった。職位は副看護師長が2名（33．3％）、スタッフ

が2名（33．3％）、非常勤事務職は2名（33．3％）であった。

3．CTCが抱える課題
　逐語録の分析の結果、6つのカテゴリーと、13のサブカテゴリ・・一・・が抽出された。

　カテゴリー1）「労働環境に関する課題」は、（1）雇用形態（非常勤もある）、（2）

少ない人数、（3）膨大な業務量、（4）休日の患者への対応、の4っのサブカテゴリーか

ら構成された。

　カテゴリー2）　「ドナー決定過程の支援の難しさ」は、　（1）ドナー一・一一の意思の見極め、

（2）ドナーヘプレッシャーを与えない介入方法、（3）家族内ダイナミックスへの介入、

の3つのサブカテゴリーから構成された。

　カテゴリー3）　「精神的サボ・一　5の少なさ」は、　（1）レシピエントおよびドナーの不

安や苦しみへのケアというサブカテゴリーから構成された。

　カテゴリー4）　「不十分な継続看護」は、　（1）病棟看護師との連携、　（2）コミュニ

ケーション不足）の2つのサブカテゴリーから構成された。

　カテゴリー5）　「生体臓器移植のジレンマ」は、　（1）看護職としてのつらさ、　（2）

ドナーの過重な身体的および精神的負荷、の2っのサブカテゴリーから構成された。

　カテゴリー6）　「責任の重さ」は、　（1）各ケースの多様な葛藤へのケア、　（2）レシ

ピエントへの終わりのないケア、の2つのサブカテゴリ　・一から構成された。

　以下、その内容を示す。

1）　労働環境に関する課題

①雇用形態（非常勤もある）

　　看護部所属でないCTCの中には、看護師という専門職としての機能を果たしなが

　らも、事務補助として勤務しており、雇用上は専門職として認められていないという

不安定なCTCの位置づけであった。

／看謙でら葎がなぐっで㌍逮半艦な、業務的！ごな必難’以物どら・9θ私らスρで

5年！ごなる、をでナ以物どら、ずつと募務襯佐つでパーみ、彪の痴院殉の翔の非糊

とノ冨じ得…遡でずっと勧のでいるの蔦ノ

②少ない人数

　移植のすべてのプロセスでCTCはドナー・レシピエントを含めた家族とかかわり

を持ち、社会心理的側面の情報収集を行い、ケアをしている。しかし、CTCの人数

が少ないと、十分なかかわりをもてない状況であった。

ズ6彷後のレシピエンみがンやっなρク多ぐな力な汝るぽど、梓、仔！ごなっで〃、ぐのて「bで、

やっぱク私たちが酸ズ、どラでナかゾっで麓諸：で～凱5ス数0やな〃㌔ぞ轟だグでち凄ぐ僻
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閉がかかっで乙まラんでプら求めでごらノZる方〆こぱいぐらでる赫できる！メノZどら、励

！こ疎歯になっでいる方！ごこちらから手を差乙僻べ｛5っでこどがなかなかできでいないの

で、その辺が、ね、．カスれないと〃》プないって想〃、まナ乙。ノ

③膨大な業務量

　CTCは移植前のドナーだけでなく、移植後のドナー・レシピエント、その家族と

いった多くの対象者をケアしていた。外来での対応だけでなく、電話対応もCTCの

業務に含まれるため、Eメールを利用するなどの工夫をしながら、患者ケアのために

多くの時間を費やしていた。

fA“ナv，　のスo一ジューノ〃謹と、ψ）な塗護やクま先　・σ・倦院憂の翻覆談！こ灘乙てフ

（Jレシピエンみノ300／tプラスドナ“一　6e、るのて：bあんま久難じやないとき！こはEメー

ノレ迭…っでららラごと！ご乙でいで、次の診禁ぎで滑男ごβ・クことな診察のとき！こAg70’でちらラよ

ラκしでいま先ノ

④休日の患者への対応

　移植件数が増加するにしたがって、担当するドナー・レシピエントの数も増加する。

しかし、CTCの人数は増えず、業務量は年々増加し、休日や夜間も電話対応や緊急

移植に対応している状況であった。

豚みのβら翻かかっできまナL、弊念じゃなぐでら。外笑のfi212で欲しい8か。ノ

ズ6憩着二さんからノ夜中ぱ当直の班孟〆こ汐≧かっできで、先塗∩がわからな！プノzば私の拷静

！ごこんな！をでかかっできでるtt　8“っで、かかっでぐるのてもノ

2）ドナー決定に関する課題

①ドナーの意思の見極め

　生体臓器移植では、ドナーの利他的で自発的な臓器提供かどうかの判断が重要であ

る。CTCは、ドナーの意思を見極めるために、移植に関する情報提供とドナーへの

教育を行い、本当に圧力のない、自発的な意思決定ができるプロセスを作成していた。

ズレシど転ンみの弄畝　礎群のノ惹i意を言っでいるスらのるので、　ピレシど転ンんとノ

ー譜κ笑でれなζまた及／のβ！こドナーの話をナるこ、と〆ご乙で、医爾反医・学的なご8を、

辮！こみ“ナーの浄彪、とか、鍛助な話を乙で私が蒙撚轍とか、祉会労な葬慌を、

会社をjci）t’めるか8か、ぞラ〃、ラこま〆ごついで話をしま先　99・一一互％1　Lで、パン7レ

ソん諾んで本当』！ご，颪蟹のある．方ぱ、こご！こ翻乙でぐだ“go）っでいラ形にし蔦ノ

んゲンフォームドコンセンAを受グでららった（と～郵こ、み“ナー！こなるかどラかっでいラお

お返專ないただかなρよラにしでるんで先　・一お話朗いで〃リをだ〃、て、一．互、凄ぐぜ

ぐ気持ちがある蒙族らあるん・でナ！プ，z‘’bとクあえず一．互甥っでいただいで、6ラー度よぐ

話乙浄っで、それでらβ分な、A“ナ‘一一と　Lで灘rを遼めでぐださいっで気痔ちがあ轟な『盾
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話を一本ぐだ’90、っで〃、クごとて「bノ

②　ドナーヘプレッシャーを与えない介入方法

　ドナー・一・候補者を家族内で話し合う段階から、CTCはドナー候補者にプレッシャー

を与えないように、さまざまなアドバイスや、ドナーと直接コミュニケーションを取

り、他の家族からプレッシャー・・Lを排除するような介入をしていた。

Lやっぱクまずなクke、、　A“ナー！ごな海る、β分がなろラっで言ラ鋳ちら凄ぐ大事だ8

．蟹ラ、をでナっでのラきころでお話し蔦　…　ぞラ〃、ラア六バイスなζラ、たぐざんの症

」例をEできでるとお話しナるこ、とらできるんでナ、いろんな務週をEできでいるのでね。ノ

塚族の方ψミ手伽まいつ頃でナかつで言つでこら轟ると、怠子さんから～勲をご灘いた

だいで〃、いでナか9っでいラ癖じて「b必ずドナーさんから、最衡的な纈をしなきやいグ

な〃、、とか〃、ラ1蛙ち、翻をかグでるらラよラ！こ乙でい5ξプbノ

　また、劇症肝炎患者への移植のような緊急性が高い場合、ドナー候補が決まって移

植までに24時間程度しか猶予がないことがある。このような短時間でも、CTCはド

ナーの自由意志を確保する介入がなされていた。

ズβ珀，意．志恥をちやんとナる！こ！ま、やなク考える碍ヲZ7を。と！こ1》ぐ話を甥〃、で、そのままな

だ物込むご8だグ！こなならないよ列ご、一互家！ご帰るな久齪ば家！こ変える嚇ガゴな

かつた8Lでら繊rだ1ゲて『話∠．を、ざぜ噂る嚇を、そこ！こぽスニタソ7！旋会ぐスらず〆ご、、と！ご

かぐS？BFの㌍で1スキーパーノン、窮三諭な落ち音いた，方ら〃、らっ乙やった士で、と！ご

かぐ話をLでららラつでPラのぽ必ずつぐっで〃りをだぐよラ！こ乙まナね。ノ

③家族内ダイナミクスへの介入

　ドナv－一・・が臓器提供を断る場合でも、CTCによって家族関係への影響を最小限にす

るための介入が行われていた。

ズ（A“ナーの躍【浜を断った方〉例えな㌦こう、A“ナーの方！ご伽辮死がちょっとあった

クナる《と、そこをメインの理岳！こLで、こういクグスクがあクまナよっでのラこ8を、ち

ラ「壁グスクの紛で、ご縮だったクレシt°エンみだbたクお話を乙たクだまか。あと

は友ガ〆ご、レシど゜xンみのぼラがかなク撚態が、まあ、悪ぐなっで〃、るので今6ク瑚点でこ

のノ（に移覆ナるぼラが返っでデメグソ〃ごなるんじやないでナかっでのラ風なお話を、ら

クー厘しでみたク、そこで簾の方句！こ痔っで〃、かず！ご、必ずらラー痩『イン7オームみ“コ

ンセンA、先塗交莞た落できちんと乙で、獄が諸乙否ラ欝会みたe、なのな設！プる。kラAこ

しでららっていま先ノ

優欝1柳ごな、でら家荻でその、まあ、隠し動ぶある士でな、奏々ね、そ也を抱逮でいぐ

のぽ蒙瑛〆ごなるので、8！こかぐ家荻でこラ、話乙否いを乙でららラよラ！ごっでことを言
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ρ5ξプちノ

3）精神的サポートの少なさ

①レシピエントおよびドナーの不安や苦しみへのケア

　　CTCは・臓器移植のプロセスを通じてドナー、レシピエントとその家族の不安や

苦しみを聴き、共感しながらも、精神的サポートが十分でないことに悩んでいた。

値接・憩孝ど営！ご瀦を坂る3〃、ラごど！≠蜥ぱ乙なo、ので搬のやク坂クの砂で

その憂宛かあったらいっでぐださいねっでいラごとて「bやっ榔安のある入ぱ乙よっちゆ

ラ麓話乙τきま先10年憂な幽A“ナーぱどラなクまナか、、kか。一σ褒初・！こ詑卿乙でらや

っな’グあの、朗〃｝でぐる6クて氏　そク0、ラ方、やっぽク不亥r》∫多0、んだどし蟹ってらノ

ズナベでのドナーさんが擶ゆ揮受診ナるわ！ナではないでナ∠．…　　そのぼラが理潔だとな・

・蟹ラんでナグど。やっぱク翻的なナポーみっで、カクンセラーどかスっで欲しいねっで

いラのな、営づぬ私たちる言っでるんでナ！プど、私たちら汐クンセラーの」騨グでななe、の

で、憩孝さんの彫みどかずっま甥いでいる！力吃どる、やっぱク．カクンセ〃ングの専愕の分

野でそラいラ不安くkかね、搦1いであげらカるどかね、やっぱク移覆！こ欝しでは繕対、不可

次ねっで〃、ラ話ぱ乙で〃）るんでナ！プ〈？’）。ノ

4）不十分な継続看護

①病棟看護師との連携

　　CTCは外来や移植医療部での業務を中心に活動しており、ドナー・レシピエント

の入院中は病棟看護師がケアを行う。しかし、入院中も、手術前のインフォームドコ

　ンセント時や、患者の希望によりCTCが介入する場面があるが、　CTCは病棟スタ

　ッフとの情報共有や連携に不十分さを感じていた。

夙院しでいる憩孝さんがこっち麗医瀦甑）！ごこらカで痴談ナるっでいラ懲裕なので、

f”71）／b－一チンクーク8Lで鎌ノご〃｝っτっでO｝ラこ』どぱな〃、んでナ尻手赫の勝のイン

7zF・一ムドコンをンみ　8　n）、要所要所でぽ必ず、病凍の主治医8－～酵！こスっでっでこと

なんでプらノ

f，本…当ぱ翻彫κね、病擬のナースの方とカンファレンスと〃、ラ形ができたら”、のんでナ

グど、なかなか、そラ〃、ラ嚇がないので9σθ侍！ごこのスぱ、っでいラこまな1娠さ

ん！こ疲えで、必要であればプライマノーナース！ごち底えで、ある〃、な殉ごラからグクエ

ヌみがあった6、そのまき！こやク坂クナる。計画吻〆こななかな、かできて一〃、な〃｝のて『、房

擬のスタソフの方！ごら砂し訳ないんでナ跳ノ

　ズ粥ぱちク概1夜なんでナよ。こちらで慈孝さんの撚冴を、講を乙でo、る儲を

コピ・一して鎌！ごお寿ち乙で、必要であ轟ば測えばらラ、メンタノレの面で局題がある

、とか、ご嫉轍で溜蜘∫ある8か、そラ0、ラバソクグラクン輝ご1笏か房蜘∫ある鮭〆こ
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ぽ必ず、え　・－8、賑さんある〃、ぽ繍按当の完4詫きちっと々震で引き継ぐんでナグ

どら、仔〆こぞラいク大きな房蜘∫な〃、揚否な、ペーパーのダ継がメインでナね。ノ

②コミュニケー…ション不足

　CTCと病棟看護師とが情報交換する機会や手段が設けられていないため、コミュ

ニケーションが不足している状況であった。

fあの、．カンクァレンヌとか看護締まのコミュニクーシerンがさ彪でいなのの蔦fp7A）あ

ったら看護窃協コーディネーターの8こ！こ庁っでっでいラ癖じ蔦ノ

5）生体臓器移植のジレンマ

　①ドナーの過重な身体的・精神的負担

　ドナー候補者が、ドナーになることを引き受けても、断っても、大きな精神的な負担

がかかる状況があり、臓器提供後は、身体的な負担があった。

吻えば憩孝羨マレシど『エンAノがお母藻て『、ご主入6渤齢で匹“ナーにな轟な〃｝、で毎ff

怠子〆ごみ“ナーκなっでぐ轟、なっでぐ轟っで言っで、綴の方る。あなたしかいないっでい

わ轟たら示ン〃こ断クづらいでナよね。仕方なぐ、勇気を出しで援ク絞っで断ったら、みん

なからるっと責めら．aPZ，で、といグ男次！ごなっで∠．　jeってb家Zβをしでしまった方ちいら乙た

んですとノ

吻盆ぱ笏後勘蜘嚇マで、こ協なコーディネーター！ご甥いノを肇だうで多分みんな、ドナー

のひど腐蟹ラみたいなんでナグど　…　　あなた死ぬからし拠乙ξぜん、ととか、塗訊医廠ら話

しまナから。やっぱクあれを房ダ〃、でるから、その僻、β分が選んだルだ冶一ど、蟹って粥得乙

て～この蒜み耐究る勝かって懲ナじで㍉〃タなみ“ナーのスな飢ヨ責在って形で浸後な筋響乙でい

ぐっで〃、ラ1）。ノ

を告砺7移覆が一鋤な医顔『！ごなク週ぎでいで、架険診癖になったため！ご、ドナーの危鍵麓

8かそク〃、ラのちょっ8、あの、あま久重んじら也でいな〃、っでいうか、樫潔さ轟でいるよ

ラな厚壊が、まあ、つ麗的な祉会にあるかなつでいラふラ〆こなtoノ

6）責任の重さ

　①各ケースの多様な葛藤へのケア

生体肝移植後の経過や結果はケースによって大ぎく異なる。それぞれのケースが抱え

る多様な葛藤に対し、CTCは状況に合わせたケアを考え、実践していた。

ズ亡ぐなつた方のこ蒙瑛への勧きか！プぽなかなか、できでいないの蔦岸な6ラ何β、－as

ごカぐら〃、鰹ったらっでごとで、お手厩を送っでたク乙たんでナグど1ちっくと〃、6ξ、正麟

が壇盆たク乙ででぞ」　pjのらできなぐ蔦本当左申乙訳な0㌧蟹〃、でいっなrいなんでナグ乙

kだ、ぞんな中でらどラ乙で6こごぱちク、吻えばらラレシピエンみの方が亡ぐなっで、
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1ノ《きク！どなつで乙まつた方ら弓如こなのらっしやるのて氏増元！ご房つた！プど㌔増元！こは居揚

所iがな〃、っで、またこっち〆こ辮癖乙塚垂っでこら轟た方るいらっ乙や〃、まナ乙、　σ99お

医孝さんっでいっでら変わっでたクナるこど6あるのでぞラいラどき・！ごぱコーディネータ

ーが〃、で、その辺6フ才々一できるよラ！ご。そラいラ方ぱ、6）ず一っと篇的！ごやク坂ク

乙でいるんでナグど。ノ

　②レシピエントへの終わりのないケア

　移植後のレシピエントは、身体面のチェックや免疫抑制剤の服用等を一生継続してい

かなければならない。少ない人数のCTCでは、レシピエントの生涯を支援するには困

難があった。

襯なある齪、2グ万とか、3グガ、まあ長ぐでら半年ぐらいでナttft　8“ら、その奏

のぼラが辞さん、ら）圧鮒！ご蚕いでナよね。だから本当7こエンA“レスなんでT。だから

塗撚できでないんでナね。患孝さんたち〆ごしたら、ぜっかぐコーディネーターがいでらそ

のン（数が1少ないため！こちっとる、その辺滅ひと家瑛ひま家瑛！ご、とっでぽらの凄〃、説求不

満がいっぱの募っでるって裾～クんでナ！プ（揮2。ノ

【考　察】

1．クリニカル移植コーディネーターが直面する課題

　看護職のCTCは、膨大な業務量の中で、レシピエントやドナーに対して、できるだけ

のケアを行っているが、十分なケアが提供できていないと感じていた。その理由として、

CTCの人数が少ないことや多忙であることの他に、病棟の看護師との連携不足、レシピ

エントやドナー候補者にはメンタルのケアの専門家が必要であるが現状は得られていない

こと、などである。特に、ドナーが誰からも強制されず、自由に、かっ自発的に意志決定

をするよう支援したいと思っていても、現実には家族間で話し合うように勧めることが多

く、家族関係の悪化や崩壊を招くという経験をしており、この問題については、心を砕い

ていることが示唆された。それでも、何とかドナーの意向を尊重するために、家族や医師

等を含めて、話し合いをもち、身体的理由を用いて臓器提供を中止へ導くなど、細心の配

慮と最大の努力をしているCTCの姿が推察された。

　米国では、生体ドナーの安全と自己決定を保障するために、多職種から構成される独立

したドナー支援チームが、それぞれの立場で医学的側面及び精神社会的側面から評価を行

うことが規定されている1）。複数の医療・福祉の専門職がかかわることで、ドナー候補が、

他者から強制されていないかどうか、金銭の授受がないかどうか等の問題が浮かび上がり

やすいという。また、独立したドナー支援チームは、レシピエントと接しないため、情緒

的にもドナーのケアに専念できるし、時間をかけてインフォームド・チョイスを実践して

いる。米国では、倫理的課題が潜む生体肝移植において、ドナー候補者の安全を守るため

に、この独立したドナー支援チームの役割は重要であると認識され、ケアの質の改善のた

めにチv－一‘ムの活動の在り方が議論されている2）。
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　一方、日本では、移植チームという形態が明確ではなく、さらに各施設の一人のCTC

しか配置されていない現状では、ドナーとレシピエントに対して、それぞれ別のCTCが

かかわるということは不可能である。一人のCTCが、一手に引き受けてドナー候補の支

援を行い、かつレシピエントや他の家族にもかかわっているのが実清である。誰がドナー

となるかは、深刻な問題であり、決定を家族にまかされている現状では、ドナー候補者に

かかるプレッシャーは大きい。このような複雑な家族内の葛藤に対して、各移植施設に一

人のCTCが十分な支援やかかわりができないのは当然であろう。さらに、一生懸命努力

してもうまくいかず家族関係が悪化した場合などは無力感を抱くことも考えられ、日本の

CTCが抱える課題は大きい。

2．課題を解決するための今後の対応

　数多くの（脳死者かたの）移植が行われ、移植医療が大きな収益を生む米国と単純に比

較はできないが、国あるいは州として、生体肝移植におけるドナーの安全を重視し、公的

なガイドラインやプロココールを策定し、臨床現場がそれらを活用し、生体肝移植の質向

上に取り組んでいる姿勢に学ぶことは多い。

　日本では、生体肝移植が大多数を占めていることから、ドナー候補が誰からも強制され

ず自由に、自発的に、臓器を提供するかしないかを決定できるシステムを構築すべきと考

える。そのためには、移植の現場が使える実践可能なガイドラインやプロトコールを策定

し、明示することが必要である。

　これらのことを行うには、まず日本の現状に応じた移植チームの在り方を検討すると共

に、移植チームにおける移植コーディネーターの役割を明確にすることが必要である。今

回の調査では、CTCはドナー候補者や家族の葛藤や苦しみにもっと深くかかわる専門家

の必要性を感じており、移植チームに、精神科医の存在が重要であることが示唆された。

精神医学的側面からのみでなく、メンタルケアという観点からのケアとして、精神看護専

門看護師等の活用も有効と考える。

　CTCの数が少ないため、十分なケアができていないことはが明らかにされているが、

移植そのもの数が少ないため、採算を考えると人数のみを単純に増やすことは難しい。こ

れまでのCTCの働き方をみると、人数と共に、　CTCの資質や能力が重要であることは

言うまでもない。米国のマウントサイナイ病院におけるクリニカル移植コーディネーター

の職務規程には、業務上の責任として、臨床業務（看護業務の遂行能力を含む）、教育、

及び研究の3つが挙げられている。移植チ・一…ムの中で、患者のQOLを視野にいれたケアを

提供でき、かつアドボケータとして機能できる高度な専門性を備えたCTCの育成や資格

条件について検討し、制度化することが求められていると考える。

【文献】

1）New　York　State　Co㎜ittee　on　Quality　Improvement　in　Living　Liver　Donation：

　AReport　to：New　York　State　Transplant　Council　and　New　York　State　Department　of

　Health．　（htt　：／／www．　health．　state．　n　．　us／n　sdoh／liver＿donation／advocate．　htm）

2）LaPointe　Rudow　D，　Brom　RS　Jr：Roleof　independent　donor　advocacy　team　in　ethical

　decision　making，　　Progress　in　Transplantation，　15（3），　1－5，，2005．
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第3章一皿

看護管理者が期待するクリニカル移植コーディネーターの働きと

移植実施施設における問題・課題

【研究目的】

　看護管理者が移植医療看護及びクリニカル移植コv－…ディネーター（Clinical　Transplant

Coordinator：以下　CTCと略す）に関して、どのような考えをもち、管理を行っている

かを明らかにする。

【研究方法】

12

34

5．

6．

研究デザイン：質的記述デザイン

研究対象施設：生体肝移植を行っている大学病院で、本調査内容の趣旨に同意を得

られた5施設。

対象者：研究対象施設の看護部長5名。

データ収集方法：半構成的な面接法によりデータを収集した。面接内容は、移植医

療に対する考え、管理上の困難な点や配慮している点、CTCの役割や雇用形態、

移植医療に対する考え等についてである。またあわせて基本的な属性についてイン

タビュv・一・・を行った。

　面接内容は対象者の同意を得て録音し、逐語録を作成した。面i接には30～60分

を要した。

データ分析方法：作成した逐語録を整理し、分類を行った。内容の分類に関しては、

5名の研究者間で確認を行った。

倫理的配慮：本研究は、研究者代表者が所属する大学の研究倫理審査委員会より研

究実施の承認を得た。研究対象者に対しては、研究目的、協力内容、面接所要時間、

研究参加の自由意思、面接の辞退・中断の権利、プライバシーの確保に関して、口

頭および文書を用いて研究者が説明を行った。研究協力の了解を得られた後、同意

書に署名を得た。

【研究結果】

1．　データ収集期間：2005年3月～2007年2月

2． 対象者の背景：対象者は50～60歳代の5名。看護師としての経験年数は35．25±

3．6年（不明1名）、看護部長としての経験年数は2．88±8．8年（不明1名）、看護

部長として臓器移植医療に関わった年数は、2．38±5．5年（不明1名）であった。

所属病院の背景：いずれも特定機能病院。
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CTC：各施設のCTCの人数は、1～4名でありいずれも看護師であった。　CT

Cの所属は、看護部所属が3施設、移植医療部に所属が1施設、医事部門に所属が

1施設であった。看護部所属のCTCのうち、2施設、2名が副看護師長め職位に

あり、次年度よりCTCを副看護師長に昇格予定の施設も1施設あった。

3．　移植医療実施に対する考え（資料1参照）

　移植医療の実施に対する考えは、1）大学病院の使命、2）病院の一つの売り、3）唯

一の治療手段、に分類された。

1）大学病院の使命

　対象者全員は、高度な医療を提供する特定機能病院に所属していた。そのため全員が移

植の実施は「大学病院としての使命」として捉えていた。移植医療の実施は、経営的な側

面では収益とはならないことが多く、むしろ赤字に転じることが多い。しかし病院の収益

以上に、高度な医療の提供という使命が重視されていた。

　乃元学病院でナから、駿完醗旛療と〃、ラのな便紛でナよね、鮒な病院、と乙蔦だか

ら多分お金がかかるからっでいラこ8でね、r拶覆を籍しなe、、と〃、ラノ選次ぽできなのど，蟹

いま先やっぱクやっていかなグれなrならなo、。ノ

　姓蕨移穂ぱ私が笑たff＄．点でらまだ〃、わゆる硯といラか、新しい鹸ましで確立乙τ〃、

る囎でしたから。樫潮なご8とか、澄1営的なご8、とか考えたことななので先だっで、そ

れぱ必要、そんなこと考えでいたら新しい医療なん1》できないでナよ。…　　新しい医療あ創

る、漁／クまげで、一疲の医療として渤ク1ゲでいぐ8いラのが、大擶院の役割なので、お金

がかかっでら当ヂたク前

　伏学病院だ）から、8“こらかしごらやっで0、るよラな鹸を捲葬ナるのな厨るのでカノ

　2）病院の一つの売り

　また、移植実施機関が限られている生体肝移植の実施は、患者を集められる「病院の一

つの売り」、病院の付加価値でもあるとしていた。

　ズ0クヒ病院7ごどっでぽ、今な、生断移覆な’やっぱク0大病院の一つの笏ク／ごなっでいまナ

から。9θ・6壱クといラ惹咲なソ隷孝さ、んが棄まっでぐるどのラこ、と。乙から、（手茄のノ戎

窺がいいから。ぞラいラ，点でぱやつぱクあの、憩孝さ’んを糞めらn6一つの0フヒ病院の傍クノノ

　π拶擁療実苑の糊なソやるこ、と／ごよっτ、00伏学培ノの吻疵値がど物だγプ±が

るか、、とかどいクごまら含めた糊をナる形／こな6ノ

3）唯一の治療手段

　ズζ臓器拶桓はノ医学の中ではやっぱクね、一つの簾としでやっぱク患孝さんがそノτしか

方法がな〃、っでいラ。9ρ・4＞癬〆こしでら、そラいラらのっで数、」9ffffっでいラのか、0」ろい
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ろあク～iξ先　でらぞご！こぜざるを得な〃、つでいラところでぱ…　ノ

4． CTCの役割（資料1参照）

　看護管理者の考えるCTCの役割は、1）意思決定の支援者、2）その人の生活を描い

た上でのアドバイサー、3）ドナーのアドボケーター、4）最先端医療における看護の役

割の啓発者、に分類された。

　さらに1）意志決定の支援者は、（1）メリット・デメリットを含めた情報提供、（2）（患者・

家族の）思いを支える、（3）ドナー・レシピエント家族全体の調整、から構成された。

1）意志決定の支援者

　移植という治療法を選択する過程において、その意思決定のプロセスを支える存在とし

てのCTCの役割がある。このプロセスには、（1）メリット・デメリットを含めた情報提供、

（2）思いを支える、（3）ドナー・レシピエント家族全体の調整、が含まれていた。

（1）メリット・デメリットを含めた十分な情報提供

　ズ6憩孝／こノデメ∫／ソみな護分ら乙っかク店えで、正し〃、っでいラか、きちっとした≠糊：乙

でもらラ部分の殺頷1っでいラのな、医孝と違った立拶の役割な、どラしでも必要ですよねノ

　石医砺の主導で修勧5ン行rわれでいること〆ごよっででナね、そラいラ何て言ラか、チ分な

詑劣1がな9ikLで〃、なぐっで受グでしまラと。あ8で、毎かある8e）」こ乙がな〃、よラ〆ご、・・θ

ということなナごぐ想いまナねノ

　／移覆に1野乙でなね、ぞご（L＊．ガテイブな．点ノは言わな！プればいグなb、のだけれま～底艇会

殻〆ごみでカ、ネ，ガテイブ）女ごとんオ言』〃、たがらなのよね。そラいラ風蕩1なあるノ

移植という治療法を選択するか否かに関わる説明の場では、移植の実施によるネガティ

ブな部分は説明されにくい現状があった。そのため移植実施に関する意思決定のために必

要な情報が十分に説明されているとは言い難い。看護管理者はこれを補完する役割をCT

Cに求めていた。

（2）思いを支える

　慮孝さんのでナカ、いわゆる想いであるどか、考えであるまか、そ虎からご嫉がどのよ

ラ〆ご考えておらカるとか。その辺の、章志決定』を支援ナるど〃、ラ999ノ

（3）ドナー・レシピエントの家族全体の調整

　ズA“ナーが励得されτ、レシkeエンみら納得さカで、家茨会体が湧得さ轟で、やつばクやつ

でいかないと。それこそ示ンみに移覆っで、童激劣移覆なんで侍にいろんなしこクが残るので、

その謹浸がコーディネーターでしょラ、っでのラ風に．療ラカグなんでナグどン
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2）その人の生活を描いた上でのアドバイサー

　f（コーデンネーター測なるべぐ客鋤癬こ医学ナイみ“だ’tt、憩孝ナイA“だγカこ立っんじやな

ぐf，でき轟な慈孝ナイA“に立つτ、そ轟らある齪、医学労な蕊ぎのeijで、どクのラノ（、こ

の沃ぽ塗蕎を乙でのぐかっで、∠生房を拷いたところでのアみツ零イヌだとか・・9ノ

3）ドナーのアドボケ・・一一・ター

　嵯ξ本的にコーディネーターどLて認躍ナるどいラこと〆こ欝乙でな、やな・クA“ナーのノLd髪を

どラ守るか・2いラこどが｝塑置さノ乙τ、配置乙たつらクでいまナし9θ9ノ

4）最先端医療における看護の役割の啓発者

　また特定機能病院の使命として先進的な医療を実施することに対し、とくに治療の結果、

患者の状態が思わしくないと、看護師には移植を実施したことが果たして、患者にとって

ベストな選択であったのか、というジレンマが生じる。そこで、CTCに、この最先端医

療における看護の役割の啓発者としての役割を期待する声もあった。

　肪凍の看護師！ご、・どラ弊乙でららラっでいグか、銑端1鹸／ごおノプる看誕の役割をらラ

ちょっと理雍できるよラに毎か、蕃き胚むことができないかな、ってら蕃ぎ込むよラな涯動を

・4さんピコーデンネーターノ2S’LTぐ虎るまの〃、のでなな〃、か乙蛋ラ4）でナグどノ

5．CTCに求めるもの（資料1参照）

　看護管理者がCTCに求めるものとしては、1）看護の視点、2）医師から脱却した自

立性、3）倫理的な感受性、の3つに分類された。

1）看護の視点

看護管理者がCTCに求めるものは、「看護の視点」を基盤とした活動であった。

　ズコーデイネーターら勲た、看護i鷹っでいラか、やなク飾た資質どいうか、諾労窃苧っ

ていないど、コーディネーターな癬理だ乙蟹ラんでナよ。だから看誕の蕩．点が次彦ナると、や

っぱ医鰯／こ硬〃、でLsejので、やっぱク看誕の裾点といラか、その辺をでナカ、磨いτ6ら

わないといグなo、だろラとノ

　看護の視点を基盤とした活動を可能とするためには、看護職としての優れた資質・能力

1とゼネラリストとしての経験が必要となる。

　ズやはク塞本的κ・ぞごだ朔きでそこだグやっでいたっで乙ようがないでナよ。看護娚ま

乙τ∠暁やっぱクゼネラノスみど乙でのある齪のベースがあった」をでやっτららカないまカ。
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変な医者のミニドクターみたいになっでる、やなクそノ乙な望ま乙いことでな齢ないのでソ

　2）医師から脱却した自立性

看護の視点に立脚した活動は、医師サイドの立場から脱却した独自の役割も求められてい

た。

　ズまラしてらβ分d医劇！ご8っで動きやナ〃、よラなコーデンネーターであっでぼし〃、っで

想〃、まナよね。・・9あぐまでら医砺ナイA“の励γご秘害じやないわグだからコーデンネーター

！暁そラじゃな〃、役割があっで〃、いなずでナよねノ

3）倫理的な感受性

　4憩孝さん本遊とい〃、まナ1かね。紛珊な8ごろから外轟る8ころを、やっぱク、こラ、赫

じら轟るどいラか、その辺がないと、コーデンネーターな辮理だと想ラんでナよね。その辺を

磨いでいかない8い！プないとノ

6．移植実施施設における問題・課題（資料1参照）

　看護管理者がとらえている移植実施施設における問題点として、　1）CTCの人員配

置上の困難、2）CTCの労働環境の不備、3）CTCと看護師の連携不足、4）CTC
の活動が把握困難、5）一般病棟で移植を実施することの困難性、6）病院経営への圧迫、

の5つに分類された。

　さらに1）CTCの人員配置上の困難については、（1）人員捻出の困難、（2）後継者不足、

に分類され、2）CTCの労働環境の不備については、（1）過酷な勤務への憂慮、（2）CTC

のキャリアの不確実性、に分類された。

1）CTCの人員配置上の困難i

　　（1）人員捻出の困難

　CTCが看護部に所属している場合、看護職員の定員の1名と換算されるため、看護部

の中の人員調整で人員を捻出している状況があった。

　ズコーデイネーターのため／ごで看誕窃殉のソスを浮かナごどができるかとつかっでいラのが、

男鋤／こぽまあ、大変でナよカノ

　ズそれぱらラ、ピコーディネーターがン必要乙蟹えば入が壇えなぐでらやっぱクピ看誕窃

内のス頁をノ動かしででらやるしかないでナノ

（2）後継者不足

ズコーディネーターを淳でで〃、ごク乙蟹っで〃届のでナ仇どら、やぱク、なク手がのなので
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ナ。ζね。肴望孝がいないんでナよ。ρ99なかなか、四六碍㌍、365βいつら休みなぐ劇かなき

やならなρこ88か…　ノ

　ズー亦、2年ぐらい公募しでいるのでナグど誰ら出でこない。みんな疏っで浮ラんでナよ

ね。できなのっで〃、ラか、したぐないっで言クんでナよ。大変だからノ

2）CTCの労働環境の不備

　（1）過酷な勤務への憂慮

CTCの過酷な勤務状況に対し、「最も心配」と憂慮する管理者もいた。

　慮孝さんどこラ深ぐ襯わっていぐのなよいのでナ〆九ど、ただ労務鯉まで9σρらラ24

嚇なん・でナぬ。私のところでな6憩孝からノメーノfrlsスっでぐる、とか、露話ら結縫スクまナ

から。θ9θでナから、らラヲ曽当なんでいラんでしよラ。縛ら轟でいるといラか、ぞノzぱある

と、昼～ラんでナねノ

　　（2）CTCのキャリアの不確実性

　研究対象施設におけるCTCの雇用形態は、常勤職員以外にも時間で雇用されている非

常勤職員も含まれていた。またCTC固有の給与体系はなく、看護部に所属し副看護師長

の職位にある場合は、副看護師長の給与となり、それ以外の場合は経験年数を加味した看

護師の給与となっていた。さらに看護部の一員であるため、移植関連部署以外の部署に異

動する可能性や、副看護師長から看護師長への昇格に関しても課題が残されていた。・

　ズ6馴署護i砺蚕から看誕砺蚕／ご昇勢ナる可能荏なソあクまナ！プ、？bただずっ、と拶覆だンナしか

やっでいないといラ、コーディネーターだけで甑長！こナることがあるかどラか分かクまぜんね。

鉢的／ごはやっぱクいぐつかの診囎、いぐつかの部署を樫凝乙で砺長〆ごなるっで〃、ラの汐も

だ）から、一孟コーディネーターで〃、るといラか、看護部のぞカこそ一買でナから。そラナる8、

一全コーディネーターで〃、ると〃ゆこどな考えら彬な〃呵能控6あクまナよねノ

3）CTCと看護師の連携不足

　ズ病覆〆こぱプライマグーナースら、やっぱク0、るわグでナよね。でナから、プライマグーナ

ースと、よぐ話乙否っで、患孝さんの所／ご寿ぐっでいラのなとっでら大募なごどて：bue入U9／こ

ぱっぱっど行か也でら、力之。そのあ8フ才ローナるのがンヒ変だっ／C　8汐）、まいラこどらあ6

の蔦99・βえることら大葬だと想ラんでナよね。で、コーディネーターからら、β分が憩

孝さんと話し否つた線ごラだつたから、どいラようなことをフィー六バソグさrzないと、だ

めでナねノ

4）CTCの活動が把握困難i

　CTCが看護部に所属していない施設では、　CTCがどのような活動をしているのか、

どのような問題が生じているのかを把握することが困難であるとする管理者もいた。
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　1（コーディネーターなソ00謝’に励舅乙でρ～芝ナから臼99あまク聡はこちら〆こな笑

なo　’／る・でナね。でナから、そこは房鍛があるっでいラか・・9ノ

ズコーデイネーターぱ00謝物靖『理しで〃噺ので、私らそラな言っでらカ、看誕、同じ医療

を」婬群しでいる孝くξしでやっぱク気が）かクなので・σσノ

　5）一般病棟で移植を実施することの困難性

　移植の実施を移植を専門とする移植外科病棟ではなく一般外科の病棟で実施している

施設では、ドナーとレシピエント双方の看護を担う移植医療を行うことの困難さが示され

た。

　ズ誓遍／ご一劒（揮の㌍の一謝と乙でやっで〃、まナのでカ、やっぱクそラいラ惹：嫌でな非営

〆ご大変でナよカ。の99やっぱク拶覆な拶楓雍営〆ご、こラ、普遍の医療と逮ラ。やっぱク5〃

のスの体、例えば脳死ぱまた創なんでナノブれど～杢昌体（移覆ノなんかだつたらまたらラーノt、

鱒な入ら意孝さん必乙てスっでぐるわグでナよね。・9㌧衣入ひ8クだグでぱない、やっぱ

クそこの，e誓Lどヒっで凄ぐあクまナよ。　雛、ざ匿）あク3をナ．txねノ

　6）病院経営への圧迫

　全ての対象者は移植の実施は、病院の収益にはならず、未収納金等も高額となるため、

病院経営上、赤字になることがほとんどであると述べていた。

　流願整済の面でなね、辞さん艮ぐ知っでおられるよラに、診療r叛醗の購と〃、ラのぱカ、

やつば久抱えでいで、非営7ご治頻「ン勾溶がン幕額／こなるつでいラね。そしで、今、憩「孝さんつでの

ラのな、樫済を含めたイン7zF一ムA“’コンをンみをやった8き〆ご、患孝がそれだけかかるなら、

ちよつ8、といラこ8らある乙。それとらラーつな、潔勘（な次冴／ごなつた8～ま／こ、らのナご

ぐ6医囎がン跳ね士がるまいラ9σ・6隷孝がン話が違ラっで、そカで％わないっで言の出

してヨそ麗でら坂るっで〃、ラなら、訴訟ち辞、さないっでいラ位の話／ごな6の。…　　あ8らラ

ーつカ、大学病院でやな’クここまでやつできた碍…にな、勇ξ湧ヲこ∠亙雑な症例をやるよ．ラ／こなつで

ぐるでしょラ。その碍〆ごぱ、やなクe、ぐら深険の一勃翻があっで6…　　。で6／ま、とんどは

やっでいて、病院の樫営を∠五酋しで0、るのな轟ξノ

　研究協力施設の大部分は、国立大学病院の法人化に伴い、経営面が一層重要視される状

況にあった。そのため、赤字を生み出す移植医療の実施は、移植医療の継続をも危ぶむ状

況を生みかねないと懸念する対象者もいた。

「らラ法ス危乙まナどどこ6やっぱク鰹営っτρラのぽ差営／ご大きなをでナので㍉そク〃疹惹

咲でぽ億孝から医療費のノ坂ク淺ノZとかがらのナご0、ことになっちゃったら顔かできますよ

ラね。　ナる、と、　したぐでら∠ガ笑なぐなクまナよk～、移櫃んち．逆／こe、つたらノ
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【考察】

1　看護管理者が考えるCTCの役割

　今回の調査において、何名もの看護管理者が移植医療における倫理的アドボケーターと

しての役割を看護職やCTCに期待するとしていた。日本においては、肝移植のうち脳死

移植はまだ少数であり、生体肝移植が肝移植の大部分を占めている現状がある。生体肝移

植の実施では、生体ドナーが存在する点が脳死移植との大きな違いである。

　生体ドナーへのサポートは、脳死移植と異なった倫理的問題を含んでいる。ドナーの中

には、家族の生命を救うために、誰かが生体ドナーとならざるをえない状況の中で、プレ

ッシャーを感じドナーとなること選択する人もいることが指摘されている。したがって、

CTCには移植の全過程において、倫理的な問題はないか、否かを察知する倫理的な感受

性が求められる。そしてその倫理的な問題に対しても、ドナー・レシピエントのアドボケ

ーターとしてのCTCの役割があると考えられる。

　また今回の調査では、看護管理者が考えるCTCの役割は、移植に関する意志決定等、

移植実施前までの役割が多く抽出された。CTCの役割は、移植前のコーディネーション

から始まり移植手術後の患者の病棟訪問、退院指導、退院後のフォロー等、多岐にわたる。

しかし看護管理者が特に移植前のコーディネーションをCTCの役割としてより強く認識

しているのは、生体肝移植が大部分を占める本邦における特徴を現しているといえる。

2　移植実施施設における問題と今後の課題

　CTCとは「移植医療に対する最新の多様な専門的知識と高度なスキルを備え、移植の

全過程において対象となる人々が最良の移植医療を受けられるように調整する役割を自律

的に遂行する看護師」であると定義されている。

　CTCの存在は、人々が最良の移植医療が受けられるためには、不可欠な存在である。

しかし、日本においては看護職の専任コーディネーターはまだまだ少なく、資格認定制度

もなく職種として確立できていない現状がある。そのため医療施設においても、CTCを

一つの専門的な職種として雇用するという基盤が未整備な状況にある。

　また、CTCの雇用形態や職位、給与等も施設問でばらつきがあり、　CTCのキャリア

が、職位や給与に反映されにくい。さらに、CTCの人員も施設によっては1名という場

合もあり、レシピエントのQOL向上のため長期にわたる継続したケアを提供できる体制

を確立するために、CTCには過酷な労働が求められることとなる。また、過酷な労働環

境は、後継者輩出にも影響を及ぼしている。したがって、移植の対象となる人々が最良の

移植医療を受けられるためにも、CTCの資格認定制度や雇用体制などを整備していくこ

とが必要である。

　全ての看護管理者は移植医療の実施は、特定機能病院の使命としながらも、病院経営を

圧迫する大きな要因となっていると指摘している。

　2004年1月、生体肝移植の保険適応疾患の枠が拡大され、一部の肝癌を除くほとんどの

疾患に対して、保険診療が適用となった。このことは、保険診療の枠を広げ、患者負担を
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軽減するとともに、医療施設においても医療費の未収納金を減少する効果があったといえ

る。しかし移植医療は、治療の一選択肢としてみればまだ歴史は浅く、発展途上の医療で

あるが故、保険適応外の検査や特殊な薬剤の投与を必要とすることがある。これにより保

険外（自費）の支払いが生じ、保険適応疾患であっても支払い能力のない患者の場合は、

医療費の支払いが困難となり、各医療施設の損失へとつながる。生体肝移植は保険制度と

いう点においてもまだ発展途上にあり、患者への負担、移植実施施設への経営的負担とい

う両側面から考慮をしても、医療現場で起きている問題点を踏まえた、保険制度の整備・

改正が望まれる。

【研究の限界】

本研究は、生体肝移植実施施設のうち5施設の5名の看護管理者という限られた対象に

よるものであり、研究結果を一般化することには限界がある。今後更に多くの施設におけ

る看護管理者の調査が求められる。
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1．植医療実施に対する考え

1）大学病院の使命

2）病院の一つの売り

3）唯一の治療手段

2．CTCの役割

1）意思決定の支援者

　　（1）メリット・デメリットを含めた情報提供

　　（2）思いを支える

　　（3）ドナー・レシピエント家族全体の調整

2）その人の生活を描いた上でのアドバイサー・・－

3）ドナーのアドボケーター

4）最先端医療における看護の役割の啓発者

3．CTCに求めるもの

1）看護の視点

2）医師から脱却した自立性

3）倫理的な感受性

4．移植実施施設における問題・課題

1）CTCの人員配置上の困難
　　（1）人員捻出の困難

　　（2）後継者不足

2）CTCの労働環境の不備
　　（1）過酷な勤務への憂慮

　　（2）CTCのキャリアの不確実性

3）CTCと看護師の連携不足

4）CTCの活動が把握困難i

5）一般病棟で移植を実施することの困難性

6）病院経営への圧迫
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　　　　　　　　　　　　　　　第3章一IV

　　　　　　クリニカル移植コーディネーターに対する

他の移植チームメンバーの認識（内科医・外科医・精神科医）

【研究目的】

　移植にかかわる他職種として、医師（内科医、外科医、精神科医）が認知しているクリ

ニカル移植コーディネーターの役割・機能を明らかにし、生体肝移植の医療チームにおけ

るクリニカル移植コV－・一・・ディネーターの役割・機能の示唆を得ることを目的とする。

【研究方法】

1．研究デザイン：質的記述デザイン

2．研究対象施設：

　1）対象施設：生体肝移植を行っている大学病院で、本調査内容の主旨に同意を得られ

　　　　　　　た大学病院4ヵ所。

　2）研究対象者：上記大学病院で移植医療に携わっており、本研究に同意の得られた外

　　　　　　　科医4名、移植医療チームとしてレシピエント・ドナーに関わっている

　　　　　　　内科医3名、精神科医1名。

3．データ収集方法：

　半構成式質問を用いた個人面接法によりデータを収集した。なお同意を得て面接内容を

録音し、逐語録を作成した。

4．面接内容（インタビューガイド）

　1）移植医療に携わった経験から

　（1）移植医療の特異性（具体的事例をもとに）

　（2）クリニカル移植コーディネーター（Clinical　Transplant　Coordinator、以下、

　　　CTC）との関わり
　（3）ドナーとレシピエントを治療を進める上でのジレンマ
　　①ドナー（レシピエント）からレシピエント（ドナー）に対するネガティブ感情表

　　　出
　　②ドナー（レシピエント）の家族からレシピエント（ドナー）に対するネガティブ
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　な感情表出

③移植前後でドナーとレシピエントの関係性が悪化

（4）ドナーとレシピエントが治療選択にあたって迷っている（悩んでいる）エピソー

　ド
　①その時の対応されましたか

　②情報の提供内容

　③最終的な決断理由

　④退院時の移植関する決断の後悔

（5）治療選択に関すること以外のドナーまたはレシピエントが悩み

　①具体的な迷い

　②その時の対応

（6）上記以外で医師として「難しいと感じていること」、または「葛藤を感じたこと」

　の内容

（7）移植医療を通しての喜びややりがい

2）CTCについて
（1）CTCの業務、役割、機能にっいて

（2）CTCとの関係性の中で業務遂行上困難を感じたり悩んだこと

（3）CTCがいることで、ドナー（レシピエント）へのメリット

（4）CTCに今後望むことがあったら、お聞かせください。

3）レシピエント（ドナ・一・・一・L）への他職種の関わりについて

4）臓器移植全般に関する考え
（1）臓器移植医療に対する考え

（2）移植医療が対象にとってよりよいものとなるための措置

5．分析方法：

　1）テープに録音した面接内容を、全て逐語的に記述した。

　2）逐語録を分析し、CTCが移植チームでどのような役割・機能を担っているかについ

　　て、医師らの認識毎にコ…一…ド化した。

　3）コード化した内容について、「質の高い移植医療提供のためにどのような役割・機能

　　を果たしているか」、を判断基準とし、サブカテゴリーにまとめ、最終的なカテゴリー

　　を抽出して結果を示した。

　また、「生体肝移植移植に実際に関わっている医師としての経験から得られた、臓器移

植に内在する問題・課題」については、項目毎の整理を行い、結果に示した

6．倫理的配慮：

　研究代表者が所属する機関の研究倫理審査を受け、承認を得た。またそれぞれの外科医、

内科医、精神科医の所属する施設長の了解を得た後、研究対象者に対して、研究目的、研

究内容、面接所要時間、さらに研究への参加が自由意志に基づくこと、面接を中断・辞退
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する権利があること、プライバシーの確保には最善を尽くすことを口頭及び書面にて研究

者が説明した。研究の了解が得られた場合には、同意書に署名を得て行った。

【研究結果】

1．調査期間：2004年12月～2007年3月

2．対象者の背景

　対象者は外科医師4名、内科医師3名、精神科医師1名の合計8名。平均年齢：44．3

　±8．0歳で、全員男性である。

　外科医4名（平均年齢：46．3±6．4歳）の移植経験年数は15．0±7．3年間であり、レ

シピエントへの手術件数は約40～110件、ドナーへの手術件数は約20～110件であった。

また内科医3名、精神科医師1名（平均年齢：42．3±9．8歳）の移植に関する経験年数

は10．0±9．8年間であった。

3．生体肝移植が抱える問題・課題について

　外科医、内科医、精神科医らは、移植チームとして生体肝移植に携わる中で、移植医

療に対して多くの問題意識をもち、課題を感じていた。

　それらの考えは、1）ドナーに対する移植医療の過酷さ、2）外科医としての責務、

3）保険適応の功罪、4）情報提供の難しさ、5）意思決定を支える難しさ、6）決し

て理想的な治療でないがやらざるを得ない治療、に分類された。

1）『ドナーに対する移植医療の過酷さ』

　多くの医師が生体肝移植の最大の問題として、ドナーに対する移植医療の過酷さを

挙げていた。

ズドナーな病気じやない、よク鰹な赫が皇1まノZる・・9ノ

ズA“ナーの方が6つ無言のプレソシャーを低訪と乙てフ感じるこどがある…　　ノ

／迷っでいる揚≦トな’ttやめた方がのい”、と動めるが、その鮭既ノこぞの選蝦なドナー〆ごな

o、こまが多o．・り

rドナーになることで、その憂の生涯〆ごマイナスになるなずだが、それでも羅理をしでA“

ナー／こなる戻，章をナる。その拶浄な本スの券御次態／こ1野乙で、話をチ分〆ご甥ぐ。家荻を呼1

び　らラー厘厚考しで6らラこ8らある。ノ

fA“ナー／こなることに家荻が緕烈／ご反対しでら、，本スな㈱窺を救わなぐでな・9・fと

のラ、蟹いて弼クが児えないことちある。ノ

ズドナーを決めるご、とで、家荻襯孫が悪危ナるこ、とら多〃、。ノ

伊ナー候繍拶覆を瘡否乙た揚釦こ、家薦灘孫あ悪危さぜなρため／こメディ．カノ〃ノーズ

ンをつ〆プて「詑舅ナる拶否らある。ノ
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ズみ“ナーな一児乙でわ、からな〃リ彫みを抱P盆で〃、ζ5ご、と、がある。ノ

雄1嬬0灘ぱ、み“ナーどレシど゜エンみで男らか／ご秘益ど不秘益の鰐があク、そノZが

ジレンマを童じさぜて〃、る。ノ

周協1のプレソシヤー〆ご費グでA“ナー－8なるこ8を承誇ナるごどがある・・9ノ

槻から子への拶覆よク6、域ス傍の移覆の方が、ドナー一一／Stジレンマを童0るノ

／移覆憂み“ナーの方ぱ元気がないことらある・・9レシど転ンM2t侮痩どいク、彦嫌でジ

」を！こしか〃、グないが、A“ナー健庚な身体を傷つ！プる8言ラ，章咲てジk！こな’〃、げな〃、。ノ

ズドナーがレシピエンみとど比だグ勿縁欝孫が深いかと〃、ラ脚ま躾／こぽある。ノ

乃架険麟〆こなっで6生僻移繊溶憩孝のノ移楓彫ソま多ぐなったが、拶糎手彷5ξで至

ったクースなぞノzぼど多ぐない9θ・っまク深麗溶が獄さノZでら編碓数ぱ変わらな

い。このこどな、樫潮な馳よクら、み“ナーになることの営傷がいかに大変なことであ

るか・・θドナー〆ごな虎る入が身内〆こいたら、（fp7ヂ万巧といラ多嚢のお二金ですらノそれ

ぼど購1じやない…　　ノ

　ズ硝影物彰医がン顕瀦i移覆γこガナるA“ナーの斎蟹zl∫β秀労な、惹岩～／ごよるちのか評脅乙

〃、τ〃、る。　～1た・∠〉の老i彰鷹をノ5rち勇！ノ、房懸窮多ををナるよラな勘わクを乙で〃、る。た・だ’

微のドナー〆こ脚乙でぽ、微の否彪〆こ脚乙て寡揮がフオrr一乙て適ぢク、＃〆こ腿

がな〃り嬰ク、θ簿賃輝の灘わクと乙τ緬渤／こノブ．」d－tr・一一Lでいな嬬ノ

2）『外科医としての責務』

　一方外科医らは、ドナーの抱える身体的・精神的負荷に対して、レシピエントの

関わりの中で医師としての責務を果そうとしている姿勢がみられた。また移植とい

　う選択肢が対象者にとって遅くならないような内科医との連携活動を行っていた。

ズドナー享重ピの姿勢1が塞本的であることな揺るがな〃、が、ただ移擁と乙でなレ

シピヱンみの立揚こ立つことが多い…　ノ

／（ACfYtsと∠．てフレシピエンみを童かナこまが、　A“ナー／ごガナる黄i在ま考えでいる。ノ

弥揮医の揚浄な催澱の一つ8Lてジ礫を擢示乙たい夙ノ勾揮医の拶否ぽ硬ク

なぐ選澱がな〃・次捌ごなっτ初めて移穂を々〆こナる。ピその線、ノ54XYへの卿が

遅〃、ごとが多ぐ、1勾揮医との遍鯵の鰹を乙τ〃｝ぐ必要》∫ある…　　5ξ鰍鯛辺の

勾揮医〆ご啓縮動を乙でo、る。ノ

3）『保険適応の功罪』

　保険適応となったことを治療の一つとして認められたと肯定的に捉えていた。

乃架麗溶になるということな一搬の願と乙での遊1置づゲを得たこと／こなる。ノ

燦険）臨が拡元ざ海、1つの治療の選撒となった。ノ

一方多くの医師がその運用、特に保険適応となる判断基準に関して問題意識をも
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っていた。

嫉険謝の拡元の非借さ’を癖0るθθρミラノクライテ〃アの轍で、f”7ヂ万ノワと

いラお塗を対蒙孝〆ご責わぜで乙まラθρ・ノ

嫉険謝の鰍と蘇線との耀〆こ大きな稲を癖じる。ノ
嫉険画応の塞肇が）勾秤的／ごら外揮労／ごら境堺妨であク、その遍％こが羅しいσθρノ

ズ6生齢移穂がン医学的陥でなぐ、疾∠鎗砂ン閉題と懲㍉じでLjtjごとがあるθθ9ノ

嫉麗涼の基鞠S）広い乙、慶蕨・・ρ撮燭〆こよつで移楓医療の選撒／こ照がある

よラ／ご葱じる。ノ

松・的なガイドラインをつぐるべき彪彦欝や地媚、勾揮医・外秤贋の籔を潔え

たノ…　ノ

4）『情報提供の難しさ』

　　医師は治療の危険性や予後に関する説明を、シビアーな面も含めかなり詳細に対象

者に対して行っていた。しかし一部の対象者は、治療や予後のネガティブな面につい

てはあまり関心や理解を示さない実態が聞かれた。

ズA“ナー・レシどエン〃こガ乙て一bl　LO、インフt－Aド・コンセンみピ2～3割の方

な亡ぐなる可諾盤があるノを行っでe、るが、対豪孝／こな確率80％／ご乙かβ汐∫〃、かな0、

こ、とが多い・・9ノ

匹生紹覆につ〃、で慶嫌な卸識・左〃、繍をらっτぐる対蒙孝ら少なぐな〃ソ

　移植が治療的な最終手段という側面から、どの時期に対象者に情報提供を行ったら

いいか悩んでいる内科医の実態があった。また情報提供の内容が、内科と外科の治療

に対するスタンスの違いから微妙に異なることを感じている医師もいた。

／移覆の可能荏がある対蒙孝／こな、必ず俘潔捲群を乙でいるが、拓鰍憩な非営／こ優

荏的な経週をたどるため、重症感ら低二ぐ、移総痂卿ごなるまで移櫃γこ対ナる謙が

低いことらあク、移覆の擶叛をいつ病え轟ばい〃、6クか、そのタイミングが難乙〃ソ

／移覆謝である、と苦／ゾることなXある惹：易ξ予憂を病えるごとと房じρθ・ノ

ん〆ンフォームA“・コンセンみのあ久方が、殉揮と外揮でぽ塞本的に翼なるよラな気

がナるρρ9ノ

　またドナーへの詳細な情報提供が、一方で移植に向けて恣意的にドナーの意思を向け

させていると感じている医師もいた。

ズ擶潮捲葬が逆に（A“ナーヲこ対ナるノ移覆の彊綴〆こつながっでいる、と癖0ることがあ

る。ノ

fA“ナー候薇／こ対乙，でナーベイを行〃、遍1席が絞らカでぐると、　A“ナーの惹源がレシ
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ど゜エンみの生紛を左看ナるよラ！こなる…　だ〉からこぞドナー一〆こな強緻／ごならないよ

ラ〆こ詑男乙でいる風　乙かし詑男を壇！ごナるごとが移覆をナナめるごとにナながつで

〃、るよラな二気寿ち〆こなるご8らあるθθθノ

5）『意思決定を支える難しさ』

　生体肝移植を進めていく上で、対象者の意思決定を移植チーム全体として支えてい

　く必要性を感じていた。それは従来の書面に示された「同意」という意思決定の表明

だけでは、最悪レシピエントが亡くなった場合、ドナーや家族の抱く後悔や医療者へ

の不信感をぬぐえるものでないということばに象徴されていた。

／移覆の疾険臨拡元な、本当の、煮易ξでの、齢蟹決定蓼を謬ナる必要猛が盟在よクら

壇ナピグスクを理燦したまでρ捲タ絶含むク。よっでよク多ぐのスタソフが、惹溜決定

の拶面）から参画∠．でいぐ必要がある・99ノ

ズレシe°エンみが死亡した拶否、A“ナーを含めた縮が推営〆こ癖鮒！ごなる。そラ乙

た拶否、衡の緬1の何章だンナでなチ分とな言えな〃㌔6本当』の、章嫌での、煮療決焔が

必要となるノノ

6）『決して理想的な治療でないがやらざるを得ない治療』

　肝臓移植を選択しなければ「死」という代償を払わなければならない、理想的な治

療でないが、やらざるを得ない（選択肢がない）治療であると述べていた。ただその

治療までたどり着くケースも極めて稀である奇跡の治療であるとも述べていた。

協臓んオ彪／こピ鞭のよラ／ご透祈といラノ選1獺がない・ρσやらな「！プ物なi死冗、で∠．

まラ…　ノ

／移覆を希望乙で勿診を受〆ナるラち、2割乙、か鍵できない～糠…　　多ぐの、章咲で

、非営〆こ徽な鹸・・リ

ズ6蔓衡／ごらみ“ナーがみつかる8言』ラ、点／こおいでちノ捌の医療だ）os’、夢・99釜費

が助かク、否彪がなぐ、ごfτで瀕が）終わる、と’o、ラ医療でなな〃ソ

　また脳死移植を移植医療の理想としながらも、慢性的なドナー（臓器）不足から、

生体問での移植の必要性も感じていた。

励死移勧s進んでら：生鯛の移覆は減らない一ρ童彦移覆のナる・乙ないぱ、本

ノい家荻の颪療以外〆ご左看さカな〃吻）ら…　　碓一の翔陽塞準な、いわゆる／移横

応の翔陽塞鞠だγ力

脳死の灘ぽ社会嚇産と〃、ラ、レシどし〔ンみ・A“ナーの、煮蟹ま〆捌の伽離が

あク、祉会的公平・公正の缶値が銑さカる…　　ノ
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4．CTCの役割・機能に関する認識

　逐語録を分析した結果、60のコードが見出され、それが12つのサブカテゴリーにま

　とめられ、最終的に下記の4カテゴリーが抽出された。

　　1）移植医療を推進していくファシリテータv・一・・

　　2）移植医療に関わる人全てをつなぐコーディネーター

　　3）レシピエント・ドナーに対するアドボケーター

　　4）移植医療に関する専門知識と技術提供（プラクティショナー）

　　　匝三］→12サブカテゴリー→4カテゴリー

　各カテゴリーについて、サブカテゴリー及びコードについては、下記の通りである。

　　1）移植医療を推進していくファシリテーター

　　　（1）移植医療チームのパフォーマンスの促進

　　　（2）縦断的かつ継続的関わり

　　2）移植医療に関わる人全てをつなぐコーディネーター

　　　（1）対象者に常時開放された相談窓口

　　　（2）ドナー・レシピエント・家族、移植医療チームをっなぐ

　　3）レシピエント・ドナーに対するアドボケーター

　　　（1）意思決定を支える関わり

　　　（2）ドナー主導型の意思決定への支援

　　　（3）情報提供への関わり

　　4）移植医療に関する専門知識と技術提供（プラクティショナー）

　　（1）疾患・病態生理を理解した上でのクリニカルな判断

　　（2）生活者の視点に立った継続的なメンタルフォロー

　　（3）円滑な外来診療のための関わり

　　（4）死に対する受容

　　（5）経済的なマネージメント
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5．CTCの役割・機能に関する各サブカテゴリーの認識（一部抜粋）

1）移植医療を推進していくファシリテーター

（1）移植医療チームのパフォーマンスの促進

ズ（拶楓医療なノ医砺ら474＞だし、憩孝さんら　ip・心なんだグどら、どちらかといクとコ

ーディネーターがかなク9冤・になる乙蟹っでる。ノ

ズ窃多楓露チームのノフヒ勢の方／ご．纈い乙で、で、こラ守「循翻をあ！ゾでいぐ。ノ

ズコーデンネーターがいるごとで、ナごぐ低療ジチームのノウオーマンスま乙でなte）o、

ど想いまずン

f（チーム溜で慈孝の膏報を兵存ナるどき〆愛ソ、紐介蠣みたいなやク坂クで行ラが、手

紐でな、やっぱク原帰7がうまんなo、こまが務輝あク、その療嘱7を型めでぐれる・ρ・ノ

た会での撰童・θθソーシヤノ〃クーづクーから嚢灘から、6ちうん家族、あるいは本入

まかコンタクみをちやんどどってぐ轟で〃、まナ…　　そラpj、章嫌でな／移覆チームの

業務をノ中ノム的〆ごやっでいる。ノ

ズ低療チームま乙でのノ8クあえず褒初忽’々や櫛談な～どラ乙で6コーディネーター

の方にお疲いしたい。ノ

〃ワ滑〆ご、移楓医療が進む，章嫌でぱ、らラ、キー〆こなっでPる。ノ

ズ00拶鹸討委費会の募務的セソAアソプからいろいろ乙でぐカでいる。ノ

（2）縦断的かっ継続的関わり

1手茄授ずっ8レシピエンみと付きβっでいかなきやいグない。ある〃、なみ“ナーら≠彷

が）終わった授なずっど付き診っで〃、かなきゃ〃、グない。ノ

f－Akftf　gt否ラ80）ラ，彦嫌で、・θ・病凍っでいラのなやっなρク手祷憂しばらぐの御っ

でいラのがあク、ρまプライマグナースどかあっで、その患孝担当っでいラのがある程

鰍ま’っでいる時拷でナグとb＼ぞノZでらやっぱクそのノtのス潜塗諮をずっ8…　　二生

涯rみて一b、ぐっでe、」よラなごくと・〆こんオ、なzラ｝な汐）なク／ごぐe、。ノ

rドナーが6藏器をノ提葬した憂で、今奏レシe°エンみ8ドナーの嚴孫っでご8で㍉ま

たO、ろいちな葛鷹が出でぐるので、その辺彪分1野わるこ、とが多い…　　その購のク『・一

スを選び出ナ疫割としでコーディネータ・一が襯わっτいる。ノ

2）移植医療に関わる人全てをつなぐコーディネーター

（1）対象者に常時開放された相談窓口

医孝が瀦男する浸坂クをしで、詑男を甥いた髪〆こまた手彷を受〆プるかどラか、まあ家

族の㌍で椥談される、その時／ごコーディネーターがρろいろ囎を受〆カをクとかする。ノ

佑け蒙孝なフみ“ナーの選択、2か、いろ〃、ろ泌みがあク、営にそ虎／ごガナるナポーみら
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乙／でぐ轟でe、る。ノ

ズ（＞ff＃孝、とノ乙rつぐクζξ・お話を乙〆たク鷹7〃、たクあ、イノまク、灘なが∫ら，坂虎な〃、のでσρ9

S／1〆こ拶覆コーデンネーターの方／ごメーノレをしたクどかされでいる。ノ

備な移覆手彷をナる詑男を甥いでららラ、またぱ読149を朗ぐまでの娚の・σ9憩孝

さんとのまず揚点となる．／

ズび“ナーさんとかレシピエンみさんのノごラ泌んでらつ乙やる話どかを、コーディネ

ー：ターさん・の方が甥いであゲる…　　ノ

（2）ドナー・レシピエント・家族、移植医療チームをつなぐ

峻初ぱコーディネーターがご嫉〆ご直接瀦乙で、やク坂クをナる。詑男のβ坂クを

決めたク、、どういラ方がドナーを肴望されでいる8か房7いで、じやあそのスら一譜γこ笑

でぐださいどか・・σみ“ナー候瀞の方が、雛さノτでいれば配鍔孝ら一階〆こ芙でぐださ

いどか99・ノ

乙憩着二さんと…そのご家族’と99σまあ、医砺の潤をつなぐこと7ヒきな愛鋤

ズひ“ナー・レシピエンみとのコミュニクー一ションのGinてジ房題があることを、こラA“

クターの方にあゲるよラな瀦忽2々的な機譜が階薩ある。ノ

ズ6橡孝ヘノこちらから蹄ナるこ、と6多ぐ、（そラe、つた広1達の依衡をノ纈いをナ

6乙ノ、b71ラノから樫7談ら受〆プで0、ただ’ぐま0、ラこ8／ご6なる。ノ

塚携族衡孫』とか、どちらかと言えばそうい」ラ家荻の殉部ア事停をちやん・と雛で～圭

朗き出ぜる。ノ

rθ雛揮医、とLでレシe°zンAやA“ナーの迷〃、が塗じた、ときの評癒〆まノ、コーデイネー

ターと謬乙な、がら、、どラいったふラに／A／．スナζ5か御談しでいまナ99・ノ

3）レシピエント・ドナーに対するアドボケーター

（1）意思決定を支える関わり

慮孝ナイドに立で｛tiil、と〃、ラ惹二咲でな1番患孝〆こ近い所にいで、まあ、意孝の惹舅をre

ヲ斧ナる、という、ぞラいった浸翻／を乙でぐれでまナbノ

塚族のナイドに立っで、示ン〃ごその　A“ナーの、斎蟹が韓さ彬でるかまか、A“ナーの

立揚〆こら立たなO、8レ》プないし、レシピエンみ卿の立拶〆ごら立たなきゃ0　’ifない。そラ

いったスタンヌで頑震っでぐ．aPZ，でまナ…　　ノ

慮孝さん灘に立ち週ぎるといラか、まあ我々にしたらでナよ。／房こラなぞノZで艮〃’と

、蟹ラ。ノ

r一互分折しでいぐとピコーディネーターとしで掬立乙でいぐとノやはクある務銘対

一立1野孫7こなる・ρσそカなぞfτだグその職業が換立したって〃ゆこどになる・・°ノ

ろ承齢惣ぎが本当にごラ望んで臓器を捲葬したいっでいラふラにきちんと惹君～決定が

超笑でるかどうかっでのラのを児極めるのなやなク拶桓コーディネーターさんがρな

いどなかなか難しいっでいラ揚否もあるノ
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／褒終的に億i、蟹決定をノ児極めるのな、拐≒神押！ごお顔』い乙でいたが9σ9ナポーみっ

でのラか、ぞク〃、ラの〆ごごぎっ〆）t．6、芙際そこ〆ごたどク者7プるきこの援笏・っでいラか、

そラいラとこを契たナ殺割なかなク大き〃、と，蟹いま先ノ・

確気療決定θσ9その辺を児極めるどいラ惹：咲でな’コーデイネーニターが＼なぐでななら

なo、。ノ

／アβ己決定の劔ノとナ彬なζどちらか、と言ラと、fコーディネーター・ナースと誇神

揮創，対ノ移櫃医ノっでいラ劔！こなるこ8らあるθθθノ

（2）ドナー主導型の意思決定への支援

ズドナーの方が児えたら医学的なお話をナるんでナが、コーディネーターの方からのβ

発的な、蕊吉の確認です、とか、まあ例えばお医孝さん！こな話乙にぐい話でナとかね、家

麟クな・葬1停でナ8か、そラいラらのを轍乙でららったク999ノ

び“ナーのβ己決定！ごついτな、本当7ごよぐやっでぐれでのるノ

η夕揮から拶覆を勧めた方で、6ラドナー一　6言めで勧めた方〆ごら、コーディネーター8

の話乙で、A“ナー、が契rわる8いラごまな漣ぐあるθ9θノ

鷹庚なスをA“ナーとしで、登録さぜでいぐその濯程、そのプμセス6野わるこどがフ

移覆コーディネーターの大きな症葬だと感oる。ノ

聯騎霧1医であっでら、その鱗グのインタど』一だ’iプでそこまでび“ナーの本当の惹：

、望2ダ／き出ナのぽ大変・9σノ

（3）情報提供への関わり

暖蘇られたどき〆ごピレシど『エンみやみ“ナーノ〆こぱっきク拶覆した拶否でら2罰！は死

ぬ可諾荏があると厳しい詑男をナるが、その憂のフオ々一きいラか9一コーデイネー

ターさん8こへ庁か虎る方が多いでナカ。ノ

〃夕揮と外揮で以憩孝さんへの詑男勾溶ガ∫医学的／こな同0葬を葺おラと乙でら、（手笏

を筋礎1にナる揚否と、選朔段の一つ、としで扱ラ揚着ト、とで〆あ》ガ蒙孝／こ8っで翼なるよラ

〆ご甥こえるごどがある9ρ9ぞノτぽ詑劣「の悉力が複数あるといラこともあで5が・9・そ

ラいラ、とき〆ごな、詑49の艘をナるように外揮〆こ底えでぐカるよラ／ご（ffmaコ　一一ディネ

ーター〆ご傭ナる…　　ノノ

4）移植医療に関する専門知識と技術提供（プラクティショナー）

（1）疾患・病態生理を理解した上でのクリニカルな判断

／移覆の揚否〆娩紳糊を一塗緻むっτe、5のが鮪で、その勇疫初鋤をちゃん
、と飲んでるかどラかまか、ちやん、とレベノ〃が架た虎でのる1）81）、非営に大事なご、とで

、医孝だグでぱやつばク手が珂らな〃、離分が’多0、。ぞラ〃、つた惹咲で、ピそこ／こ灘わつ

でぐカるのてツあクがたい。ノ

／移穂な否搾症が購・σ・ぞラ〃、ラ知競を痔っτρるからこぞ、翻磁7測を受グ
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でぐカた久あ6　e・Yge：ちらが6糠孝へのノ齢を纈いできる。ノ

L今この辮が出でるのなθ9σ感契症！ごかかっでいる、をじやないかとか、そラいクご8

をこラ憩孝さんの話の中からひろっでい！プる㈱があ｛5ノ。ノ

五拶桓に灘ナるいろんな否葬症ら当ト撚だ矛∫、・σσ鱒の悪い方が塞本的！ごらつグス

ク9σ9どんなことが遭こクラるζとかぞラいラベースの知識が翼。ノ

鑑）局θσ9スが遊クないからフオ々一アソプが不朧〆ごなっで、ある入ぱらラ辮譜
」をがっでるの／こぼったらかし／こさ物たどか、そラいラことがまあ遭きで乙まク・θ9だ

からこそコーディネーターな非営〆ご大專な産事〆こなるわグで先ノ

（2）生活者の視点に立った継続的なメンタルフォロー

励後のらちうん身体的な謂分6そラでナ乙、潟7勉的なこまらずっとフオローしでρ

る。ノ

／笏後な幽赫授で、まあ、ぞクいった券神的な面でのクアをナる。ノ

勝にメンタノ〃ステイタスの方で、コーディネーターの方が契たしでららっτ〃、る段割

っでのラのがンヒきいと、蟹ラ。ノ

／医学的〆こただ撹御ならのじやないとこが拶覆低劇大きい待徴ρ9・じやあこの

スが移桓乙．たら、誰がその耀、颪御みるの、とか、杢房どラなるの、とか、この嫉が一9

∠葛蛎はそこまで話乙甥かない999ぞラいラ祉会的、家荻の彦費とか、ぞう〃、ラこ8を、

あの、z緬1ンかぐみ・で、腿i据逡7乙でぐftる。ノ

嚇神勇〆こちよつ8不亥ヲこなっでまナ、どかρラ循報をぐカるのな、必ずコーデイネー

ターの∫洗私たち低∠勿ぱ気ノ～fかな〃、こ、と汐∫多い、正直㌔99ノ

（3）円滑な外来診療のための関わり

勝憂の外笑フォローで、外笑／ごいつ〆ご来るどか、麓査をいつ〆ごスれるどか、それぞ物

都’否を房郷、であ！ゾで6訪墜乙でいるノ。我㌧々低1甑♪のtた葬をかなク肩「！eカクしでららっ

で5ξ先ノ

倣疫囎やCTな8“ピー蓮のノκ程謹を6対蒙拶勿次蕩／ご否わぜでノやっでぐカで

のる。ノ

（4）死に対する受容

fそ虎こそ移総奏からずっど塗きれば〃、いでナグど、・99％禦〆こ亡ぐなっで〃、ぐ姿

をみる、そノτをみで0、なグノZば〃》プない…　お窟迭…クを乙な0、80、dfない。ぞ虎を言

めて寿蒙孝／こ農Zわつてぐノ乙で01る・σσノ

L，死を看坂彪るのな’やっばクドクター8看護砺だげなんで、そ虎ができるのんか99や

っぱクそ轟（看護糊以外のノtがスっでぐるのぽ券営／こ雑し〃職揚だま想いまプ訂
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（5）経済的なマネージメント

ズ6け蒙孝のノ樫潮な專擶8から　雁調あク～iξプらノ

願の樫潮〆こ抱える房掛まフヒき〃Dθσぞ・轟！こ看1誕っでのラかその灘わクぱフヒき〃ソ

ろ医着ヲこな房7き／こぐいグノZど～コー一デンネーター6ク方〆ごな脅・々お金のこととか、なん・や

かんや塗鰐きまナよね。お医孝さんとか、その卿グ分穿の8ごろ！こら脅々甥いで、拷

弁、とかでナ1ねσ99、どラ乙で6医孝／こ／涛甥き〆こぐいでナよね。ぞラいラ、章41ξでら、券営

！こ重要なポジションだ乙蟹〃、まナカ。ノ

僕ち6、このスの鰹潮なことノなどうなっでいるかいラのがあったら、コーデン

ネータ・一の方〆ご甥いたクナるノ

表1）CTCの役割・機能に関する認識（コード～サブカテゴリー～カテゴリー）

カテゴリー サブカテゴリー コード

○非常に多岐にわたり、幅の広い活動

（1）移植医療チー ○コーディネーター中心の医療

ムのパフォーマ ○パフォーマンスが上がる

1）移植医療 ンスの促進 ○中心であり、キー

を推進し ○意思決定を促進し前進する

ていくフ ○他職種との連携窓口

アシリテ ○各種委員会等の事務的窓口

一ター
○（外来～入院中から～外来）継続的な関わり

（2）縦断的かつ継
○あらゆる職種・対象者の接点の関わり

続的関わり
○（レシピエント・ドナーを含めた）家族の継続的な関わり

（1）対象者に常時 ○家族に向けられた一番の相談窓口

開放された相談 ○メールを使った相談窓口の設置

窓口 ○電話やメールによる相談窓口

○患者・家族・医師をっなぐ
2）移植医療

○家族やドナー、レシピエントをつなぐ架け橋
に関わる

○精神科医と対象者の調整役
人全てを （2）ドナー・レシピ

○術後精神科医フォローの必要性を見極め、外科医に精神科医への
っなぐコ エント・家族、

診療依頼を依頼
一ディネ 移植医療チーム

○医師間の連絡調整（紹介状・依頼状では伝わらない部分の補填）
一ター をつなぐ

○外科医・内科医とのミーティング（手術適応、時期）を設定し、

参加

○他機関（病院）との（事務的）調整

O他病院への本院の移植システムを説明
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（1）意思決定

@を支える関

@わり

○精神科医と連携し、移植医と対立

寤緕tに話しにくい相談の引き受け

O自発的な意志の確認

寰ｩ己決定への支援

寃hナーやレシピエントの立場に立ち、治療の進行を止められる存在

寢ｳ者に一番近いサイドにいて、意見を代弁するアドボケーター的役割

寃hナーやレシピエントの権利擁護者3）レシピェ

@ント・ドナ

[に対す
@るアドボ
@ケーター

（2）ドナー主

ｱ型の意思

?閧ﾖの支

○レシピエントとドナーの葛藤に関わっていく

寃hナー選択に関わる部分が一番

寃hナーの自由意思を担保する

專ｭきかけでドナーがかわる

（3）情報提供

ﾖの関わり

○インフォームド・コンセント及びそのフォロー（アドボケーター的な

@関わり）

寤緕tからされたインフォームド・コンセントの追加情報提供と相談

寃hナーへのリスクに関するインフォームド・コンセントのフォロー

將�氓ｳれた情報内容の齪酷に関する橋渡し（外科医と内科医の間で）

（1）疾患・病態

ｶ理を理解

@した上での

@クリニカル

@な判断

○医学的・病理学的知識をもって対象者に関われる

寤繩w的視点からのアセスメント

寢ﾌ疾患に関する生理学的知識を有する

寞草笏ｽ応に対するフオロー

尓椁�Aドピアランスに対する関わり

寢ｴ染症に対する対応

寤繩w的専門性（合併症・感染症等の知識）が高い

寥ｻ疾患に至ったレシピエントの背景を探る

4）移植医療

@に関する

齧蜥m識
@と技術提
氈iプラク

@テイショ
iー）

（2）生活者の

挙_に立っ

ｽ継続的な

@メンタルフ

@オロー

○メンタルステイタスの確保

尅ﾎ象者の心理・社会面に目がいく

尅ﾎ象者の生活・家族背景等を細かく看れる

寰ﾐ会的、生活者としての視点が生かされる

寞C兼ねなくいろいろなことを相談でき、情報についても聞きける存在

寥p続的なメンタルフォロー

（3）円滑な外

?f療のた

@めの関わり

○医師の一部の業務を担う

寢O来受診日の調整（事務的関わり）

寢O来にて他科紹介の事務的手続き

寥沚ｸ予定のプランニング

（4）死を看取

@れる

○レシピエントの死を含めた関わり

寃hナー（家族も含め）と共に死を看取れる存在

（5）経済的な

}ネージメ

@ント

○治療・医療費に関するフォロー

寤緕tには言えない医療費の相談窓口

實ﾆ庭的な事情への関わり

寥o済的な事象
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5．CTCの今後の課題

　CTCの現状に対して、医師らが今後の課題として挙げた内容を以下にまとめた。それら

は、「マンパワーの絶対的不足」、「他職種との兼ね合いの問題」、「診療報酬加算の課題」に

まとめられた。

1）マンパワーの絶対的不足

　CTCのマンパワーの絶対的不足を殆どの医師が述べていた。特に現状で行えている

のは、コN・一・一・・ディネーターの過剰な負担が前提にあって、今後益々移植を受けたレシピ

エント・ドナV・一一・が増えていく過程で、現状の体制ではコーディネーターが倒れてしま

　うのではないかという危惧すら持っていた。

塊次／こおいでな、何とかやっでないるらののρρ9ま〆こかぐノt数が邊クな〃㌔ノ

ノス数が邊クな〃D・・この5ξまでぽ移桓コーデンネーターが雌糊で餓るから

乙力な〃、・・の一／

1－一一ノtのコーディネーターが、病院で移覆を受〆プたス頚をみで0、るθ99そ轟／こな

当撚鯉ガ∫ある9θ9ノ

2）他職種との兼ね合いの問題

　我が国においては、移植チーム体制が確立されておらず、その意味においてCTC

の役割・機能も明確にされていないため、他職種間での役割・機能をどのように分担

　し、住み分けを行っていくかの課題が示された。

ズζ24嚇のフオμ一鵜、割かなクの紛で医鋤な耀を委ねτ乙まっで〃、る

ところがあクの9・そラいった0雲学的ブ≠繊Fの裁資灌のノ賜暫らある・9のノ

／臨床・君理士をチーム／ご紐みスカたいと考えで〃、る。その㌍で拶覆コーディネーター

との段翻1を雛〆ご乙たい。ノ

ズ6美函1とβ本の看護號の体系な大きぐ巽1なるので、ノ舅次γごおいで看護職が7イジ〉ク

ノレな画h／こスつでぐるのな雌でなtないか9／

fff本の鹸の軒グ分危が遼み、医厩会体がボんムアソプナる㌍で移覆コーデイネー

ターの専アグ荏・役割・麓譜ら変わっでぐるのでぽな〃、、か…　　ノ

3）診療報酬加算の課題

　　現状の診療報酬体系には、CTCの配置に関する加算は認められていないが、その役

割・機能及び専門性に鑑み、適正な評価を与えるべきとの意見が多く出された。

ズコーデンネーターの居動ちきちんと認め謎会残的な疾証を診療潮醗ら乙てのぐべ

きてV2tないか9ノ

んiタ愕荏6初誠ジを擢葬しでいるわグだ〉からきちん8乙た評脅を架便でら行ラべき

で・9・ぞラでないま暫9荏ぱ／房ま乙な〃ソ
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【考察】

1．医師らが抱える生体肝移植の抱える問題点・課題

1）過酷な治療

　生体肝移植に携わる医師らは、この治療に対して多くの問題意識を持ち、また課題を

有していた。特に『ドナーに対する移植医療の過酷さ』では、生体肝移植の最大の問題

として、ドナーという一方的に身体を傷つけられる存在があることに、悩みや葛藤を感

じていた。一方ドナーの抱える身体的・精神的な負担、損失に『外科医としての責務』

として、レシピエントの関わりの中でその責務を果そうとしている姿勢がみられた。

　一方大多数の医師が『保険適応の功罪』として、保険適応の拡大に関する問題意識を

有していた。特に2004年1月から保険が適応されるようになり、多くのケースが保険

適応となったことを、「治療の一つとして位置づけられた」と肯定的に捉えている反面、

実際の臨床揚面においては保険適応の基準をどう捉えるか、その際にジレンマに陥ると

いう内容であった。これにっいては厚生労働省が、他の治療法によって癌を治療した場

合には、ミラノ基準内であっても保険適応を認めないという方向性に動いているが、医

学的根拠に乏しい見解であるとの話が、外科医・内科医双方から聞かれており、この治

療が医学的問題ではなく、保険（経済）的問題として捉えられていることに憤りすら感

じている医師もいた。

　こうした多くの課題や問題を抱えながらも、その治療法を選択しなければ「死」とい

う代償を払わなければならない。『決して理想的な治療でないがやらざるを得ない治療』

に多くの課題・困難を医師らは感じていた。また脳死移植を移植医療の理想としながら

も、慢性的なドナー（臓器）不足から、生体間での移植の必要性も感じていた。

2）情報提供と意思決定

　また生体肝移植に関する情報については、マスコミやインターネット、また闘病記録

等様々な媒体を通して一般の方々に提供されているため、知識としては徐々に広がり、

治療の一つとして一般に浸透してきたと感じていた。一方レシピエントサイドとしては

「藁をもすがる最後の手段」としての治療であり、そのメリットのみに着目する傾向が

ある。よっていかにその治療のネガティブな面を含め対象者に理解してもらうかについ

て課題を抱えていた。またそれを伝えるタイミングをどうするかにっいても多くの内科

医が試行錯誤していることが示された。さらにドナーに対する情報提供について、詳細

に時間をかけて伝える情報が、逆にドナーになることへの同意（コンセンサス）を強制

しているのではないかと悩んでいる医師すらいた。こうした『情報提供の難しさ』を克

服してくため、例えば詳細に書かれたわかりやすいパンフレットの配布等を行っている

病院もあった。しかし一方で、移植医療チーム全体が情報提供に関わり、責任を担って

いくような情報提供に関する一連のプロトコールのようなものが今後求められること

が示唆された。

　一方、ドナー・レシピエントの治療選択に関わる場面では、第三者的な関わりとして

精神科医や心療内科のフォローの重要性を感じながらも、術後に関して殆どフォローさ
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れていないドナーの心理面について疑問を感じていた。また今後治療の選択肢として

（保険適応という形で）国からお墨付きを与えられた医療だからこそ、その意思決定に

移植チームとして関わっていく必要性を述べていた。こうした『意思決定を支える難し

さ』を克服していくには、単に書面上だけの同意では、最悪レシピエントが亡くなった

際にドナーや家族の抱く後悔や医療者への不信感を断ち切れないと感じている医師の

言葉からも推察される。

2．CTCの役割・機能に関する医師らの認識

1）移植医療を推進していくファシリテーター

（1）移植医療チームのパフォーマンスの促進

　移植医療チームは病院毎に編成や人数は様々であり、本調査においても内科医・

外科医は常時移植チーム内に位置づけられていたが、精神科医については必ずしも

移植チームメンバーでなく、薬剤師についてはチーム内に位置づけていない病院の

方が多った。しかし移植を推進していく移植医療チームは、様々な医療職種や多人

数から構成されていることが多く2）、チームがよりポジティブにかつダイナミック

にパフォーマンスを発揮していくためには、チームをファシリテートする職種の存

在が必要であり、本調査の結果から、CTCをその推進者として捉えている医師が多

いことが明らかになった。具体的には、「コ…一一・・ディネーター中心の医療」、「コーディ

ネーターがいることで、移植医療のパフォーマンスが上がる」、「移植医療の中心で

あり、キー」、「移植チームとして意思決定、前進する」といった内容に示されてお

り、その活動を「非常に多岐にわたり、幅の広い活動」と認識していた。

（2）縦断的かつ継続的関わり

　移植を受けたレシピエント、臓器を提供したドナー双方とも、移植を治療の一つ

として提示された時点から、入院、手術、退院後、そして現在に至っても継続的に

様々な課題を抱えていることが明らかにされている1）～4）。そうした対象者に対し

て縦断的に関われ、かつ継続的にケアが提供されることは極めて重要なことと言え

る2）。そのため欧米では、CTCが人数的に確保され、社会的にもその地位が確立さ

れている2）。本調査対象施設においても、CTCのマンパワーそのものは欧米の比で

はないものの、「継続的な関わり（初診から外来、入院中、体位後の外来フォロー）」、

　「レシピエント・ドナーを含めた家族の継続的な関わり」、「接点の関わり」として、

長期にわたる身体と生活のコントロールに耐えていけるような質の高いケア提供者

としてCTCの活動が不可欠であると認識されていた。
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2）移植医療に関わる人全てをつなぐコーディネv－一・・ター

（1）対象者に常時開放された相談窓口

　移植医療を推進していく中で、ドナーもレシピエントも多くのことに悩み、疑問

を持ち、しかしそれが治療進行上妨げとなることを危惧し、なかなか医療者に言え

ないことが明らかにされている1～2）。本調査においてもそういった対象者の気持ち

を推し量りつっ、くみ取りながら移植医療を進めていきたいとの話が多くの医師か

ら聞かれる一方、そのための時間的確保が極めて難しいと話し、また日本独特の医

師一患者関係というヒエラルキv－一・・‘の中で、なかなか本音を言えない対象者もいるの

ではないかと感じていた。そうした中「家族にとって一番の相談窓口」としてCTC

の役割を捉え、その重要性を語っていた。

（2）ドナー・レシピエント・家族、移植医療チームをっなぐ

　近親者が生体ドナーとなることを決める過程において、義務や責任感、家族関係

の調和、同情など必ずしもレシピエントに対する愛他的な動機でない場合がある2）。

こうした家族関係への配慮が動機となる場合、回りのプレッシャーが強く、候補者

自身の意思よりも家族の意向が先行している可能性がある2）。さらにドナー候補に

なりながら何らかの理由によってドナーにならなかったノンドナーの場合、レシピ

エントやドナーになった人に対して、後ろめたさや罪悪感を抱く可能性もある。

　このようなレシピエントとドナー、家族の関係性を調整し、つなぐ架け橋をCTC

の役割として認識していた。

3）レシピエント・ドナーに対するアドボケーター

（1）意思決定を支える関わり

　前述の通り多忙な業務から対象者の意思決定を支える関わりに限界を感じている

医師が多く、一方CTCに対して「患者に一番近いサイドにいて、意見を代弁する

　（アドボケーター的）役割」と認識していることが明らかになった。特に「自発的

な意志の確認」については、回りの人に対してドナーやレシピエントがもつ無言の

プレッシャーや「医師に話しにくい相談」を受け止めてくれる第三者の中立的な関

わりが重要であると述べていた。

　また意思の確認について精神科医を導入している病院もあり、「問題発生時には

CTCと精神科医が組み、移植医と対立する構図」やrCTCは治療を遂行していく上

で、移植医と対立することもある」のコードから伺えるように、移植を行う側と対

岸にある職種の存在意義としてCTCを捉えており、こうした一連の活動を「権利擁i

護」と捉えている医師もいた。

（2）ドナー主導型の意思決定への支援

　生体ドナー候補者には、ドナーになることを拒否する権利とその自由性を含む選
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択のプロセスを保証していくことが重要である5）。それを支える専門職者として関

わりをCTCの役割・機能として認識していた。つまり「コーディネーターの1番

の関わりは、ドナー選択に関わる部分」と捉え、また「ドナーの自由意思の担保し

ていく」ことをCTCの大きな仕事であると認識していた。また実際に「CTCの働

きかけでドナーがかわることもある」と述べており、「現疾患に至ったレシピエン

トの背景、レシピエントとドナー間の葛藤に対して介入」し、ドナーが何の強制力

も受けず、その自由性が担保されるCTCの関わりの重要性を述べていた。

（3）情報提供への関わり

　対象者は移植医療に関する全体像を理解できる情報を早期から望み、経済的側面

などを含めて、説明し、納得できる選択をできることを望んでいる2）。しかし提供

される情報は、移植という医学的にも極めて専門性が高い知識が要求されるだけで

なく、説明される内容一っ一っが手術のリスクという極めて生命に直結するような

内容である。また「ドナーに対するリスク」という他の治療にない情報提供の側面

があること、さらに手術後一生続く免疫抑制剤のことや易感染の問題など、手術後

一生に渡って自分の身体を左右する重要な情報が提供される3）。よって情報提供に

関して対象者がどのようなニーズがあるのカ＼情報提供を阻んでいる要因は何かを

探求し、本当に理解し納得していくことを支える必要があり、「医師からのインフ

ォームド・コンセント後の追加情報提供と相談」をCTCの重要な役割・機能として

捉えている医師が多かった。

　また移植を前提に推進していく外科医と、それを客観的にフォロー・アドバイス

していく内科医の情報には、仮に医学的には同じ事を言っていても対象者にとって

は「齪歯吾」があると聞こえる可能性があり、そのフォローをCTCに期待する話も聞

かれた。

4）移植医療に関する専門知識と技術提供（プラクティショナー）

（1）疾患・病態生理を理解した上でのフィジカルな判断

　レシピエントは移植後も医療的管理が必須であり、内服管理や生活上の制限など

多くの医療的管理を理解した上で移植に臨むことが基本である。しかし移植後にノ

ンコンプライアンスとなったり、生活上の制限が守れなくなったり、移植が成功し

たにも関わらず死を早めたケースも報告されている3）。特に拒絶反応に対する免疫

抑制剤の使用や感染に対する日常生活の制限などについては、医学的な見地から適

切な指導やアドバイスが求められる。こうした「医学的視点をもって対象者に関わ

れる」存在としてCTCを認識している医師が多かった。具体的に求める能力として

　「肝臓疾患に関する生理学的知識」、「感染症等に関する対応」、「合併症に関する知

識」、「拒絶反応に対するフォロー」、「服薬アドビアランス」等を挙げていた。
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（2）生活者の視点に立った継続的なメンタルフォロー

　レシピエントが移植を決める過程においては、死への恐怖、苦痛からの解放など

が移植を受ける動機となるが、同時にドナー…や家族に対する罪悪感・負債感により、

多大な葛藤が生じ苦悩することが明らかにされている3）。移植前に表出されなかっ

た不安や葛藤、迷いの感情は、移植後に顕在化することがあり、さらに免疫抑制剤

などの厳しい服薬管理や多大な経済的負担など、移植後の制限された生活の中で、

自己の存在価値に疑問をもつことも少なくない3）4）。こうしたレシピエントの有す

る様々な課題に対してはホリスティックな視点が重要であり、CTCの機能として、

　「対象者の心理・社会面に目がいく」、「対象者の生活・家族背景等を細かくみられ

る」、「社会的、生活者としての視点が生かされる」を挙げられており、「気兼ねな

くいろいろなことを相談できるし、情報についても聞きやすい」等の看護的立場に

立った存在として、その役割・機能を認識していた。

（3）円滑な外来診療のための関わり

　移植外来において、レシピエントには十分な医学的フォローアップが必要である

が、多忙な外来業務においてはいかに効率的に業務を遂行し、レシピエントの身体

に関する医師の診療時間を確保するかが重要な課題といえる。CTCは対象者と医師

の問を仲介する機能として、医師の外来診療の効率化をサポートする存在としても

認識されていた。

（4）死に対する受容

　様々な困難を乗り越え生体肝移植にっながったケースにおいても、その約2割の

レシピエントが術後亡くなるという極めて厳しい医療である。そうした「死jの看

取りを含めたレシピエントの関わりをCTCの重要な役割と認識しており、それゆえ

看護職がCTCであることの意義を述べていた。さらにレシピエントが不幸にして亡

くなった場合、ドナーを含めた家族のフォローアップにっいてもCTCの重要な役割

と認識していた。

（5）経済的なマネージメント

　2004年1月からの生体肝移植移植に関する保険適応拡大し、明らかに以前より経

済的負担は軽減した。しかし一生続く免疫抑制剤や外来受診を続けていくことの長

期的経済的負担がなくなったわけではない。こうしたレシピエント・ドナーを含め

た家族の経済的な負担に関わっていく役割をCTCの重要な役割・機能として認識し

ていた。

　以上、移植外科医・内科医・精神科医らは、CTCは移植医療チームのメンバーとして

不可欠であり、レシピエントやドナー及びその家族に対して重要な役割・機能を担って

いると認識していることが明らかになった。

　しかし臓器移植施設にCTCを設置している施設は未だ少なく、専任となるとさらに少

ないのが現状である。今後も能力を備えたCTCの育成することが求められている。
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　　　　　　　　　　第3章一V

　　　クリニカル移植コーディネーターと

他職種（薬剤師，MSW，事務職）との関わり

【研究目的】

　移植チームの構成員とはされていないが、移植に関与している他職種である「薬剤師」

「メディカルソーシャルワーカー（以下「MSW」とする）および事務職」の活動とクリ

ニカル移植コV－一・ディネーターとの連携、およびそれらの職種のクリニカル移植コーディネ

ーター…一（Clinical　Transplant　Coordinator、以下、　C　T　C）に関する認識を明らかにする。

【研究方法】

1．研究デザイン：質的記述探索型デザイン

2．調査期間：平成16年3月～平成19年2月

3．研究対象

　1）研究施設：移植医療機関（大学病院）4施設

　2）研究対象者：対象施設に勤務する薬剤師4名，MSW2名，事務職3名

4．データ収集方法：半構成的質問紙を用いた面接（約60分）を実施し、面接内容は対

　象者の同意を得て録音した5

5．分析方法：面接データを逐語化し、以下の質問項目毎に内容を分析・整理した。

　　　1）薬剤師：①一般病棟での薬剤師活動、②移植チームと薬剤師との関わり、③

　　　　　　　　　移植における薬剤師の活動、④薬剤師がレシピエントと接する時期、

　　　　　　　　　⑤一般患者と移植患者の異なる点、⑥生体肝移植の患者や家族との

　　　　　　　　　関わりで難しいと感じた出来事とその対応、⑦服薬指導に関するC

　　　　　　　　　TC・医師との連携、⑧薬剤師から見たCTCの役割について、⑨

　　　　　　　　　保険適応外薬物投与時の自費負担に関する相談、⑩保険適応疾患拡

　　　　　　　　　大により医療現場での影響

　　　2）MSW：①活動内容、②CTCとの連携、③CTCの役割についての認識

　　　3）事務職：①移植に関連する事務の活動、②CTCとの連携、③CTCの役割

　　　　　　　　　　にっいての認識

6．倫理的配慮

　研究対象施設の施設長及び看護部長の了解を得た後、研究参加候補者の推薦を受けた。

その後研究者が研究協力の依頼文（研究目的及び意義、質問内容、面接を承諾後も撤回

できること等）を配布すると共に、口頭で説明し、研究参加の承諾が得られたら、同意

書にサインを得た。面接を開始する前には、途中で中止することもできることを伝え、

静かで、かっプライバシーが保てる場所で行った。本研究は、首都大学東京の研究安全

倫理審査委員会の承認を受けている。
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【結果】

1．対象者の背景

　薬剤師4名の性別は全員女性で、平均年齢は36±11．34歳、薬剤師勤務年数は平均12±

11．81年、生体肝移植病棟での勤続年数は6±1．41年であった。MSW2名の性別は女性1

名男性1名、平均年齢は29．5歳で、MSWとしての経験は3～5年、移植に関わって8ヶ

月～1年であった。事務職3名（うち1名は不明）は40～50歳代、移植に関与して3～9

年であった。

2．他職種の活動内容

（1）一般病棟での薬剤師活動

　　薬剤師は診療科の受け持ちがあって、担当病棟の患者に服薬指導、病棟の薬品管理を

行っていた。

　保険点数で、入院患者への服薬指導で1回350点、週1回で最大月4回まで換算可能と

なっている。

（2）移植チームと薬剤師との関わり

　対象者4人全員が、服薬指導の病棟配属が移植病棟であったという経緯から移植チー

ムに関わるようになっていた。

　薬剤師への依頼元は、①移植チームの医師（回診参加の依頼）、②病棟看護者（服薬

指導依頼）、③CTC（病棟での患者対応の要請）であった。

（3）移植における薬剤師の活動

　①レシピエントへの服薬指導

　　／移覆奏、茄奏の角飾鋤どかで、その磁な翻療法で癖簗の予縢であるどか、浄搾

　症のため〆こ便わノZる雰ぎ、とか、繍が多いので、短ぐでら3かノ7ぐらい続グで0、で、半年、

　ヱ年、発疫翔鋤の拶β・な一全続グるっでいラこまがあるので、薬を何のため／ご飲むのか

　っていラの8、どラいラ停徴の薬か、、どラいゑ副締があるのか言ラのを、薦ぐ勿っとい

　でららわな〃、、とだめなので、その辺クのこ、と気7こ乙ながら患着二さ’ん／こ分かっで6らラまで、

　詑男孝r一覧表で、名磁と餅み方と何の発かを：孝o）た6の？作っで渡ナt8をLでいる。ノ

　　んレシど『エン〃ごぱ1珂ずつ、朔の薬と言って輿を渡乙でe、るが、誓遡だったら拶覆しで

　からチβとか2輝局7ぐらい樫ったら、ちjA“ンドンβ己鯉といラ形で本入ざん／ご薬、1

　螺昆分なク2置獄分な久痩’乙τ、β二分で～”／N／ノで、β分て藪「んでぐだ90）って一〃》ラふラ／こな

　る。そのタイミングを児計ら」のな病擬の看護甑ただ1この惹孝さんだど飢ヨ鯉がで

　きるのかなっでいラのを看護窃さんが潴っでいクか、どラか8、蟹っでドクター〆こズ〃、い

　でナよカノっで浮ラま、まあ嬬島躰な膠み“クターのナイン6らっで、獺ぐる80、ラ1）た

　ち。ノ

　　僧己鰹房／ごわかクやナぐ1～2友ぐらいのシー一みを渡乙τいるノ

　悔外の葵、とか、まあ翻界の薬〆ごつ0、で6、分かる翻で詑49さぜτいただ0、で0、るん

　　でナよね一。ノ
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②薬価説明

廃窟！こ露乙でなコーディネーターからら謝筋∫いっでいるが顯膓から，fiffiffを更！ごナるノ

屡伽ご欝しま∠・でなコーディネーターの方からら少しな甥かれでいるんでナ！プど冥葡

にぽやぱク嘉翻紐ρラこまでごのβの労〆ご児之でo｝るこの鄭即｝ぐらっτいラよクな形

て：bノ

屍童のぼラでち、まあ、侍に例えばβ本での翻寡の薬の揚…｝な、私のぼラ〆こ金欝いで

きたク8から乙たク乙ますのて臥まあ憩孝さんにらオープン／こなしでますグれどら、ない。ノ

③医師・CTCからの薬品に関する問い合わせ

　房笑での澱鞘導な庁っτいな〃、が医訪やコーディネータニからの屑7〃帰わぜで、鰻

　譜が下がっで〃、る揚俘・の嘉暦、ffE）男』i蕉翻の影響や確謬があれ〆試それ／ごつので〉勧応しでい

　る．ノ

　健務院外期から病院に屑7い否力ぜが∫あつた鮭！ご、ス院ηウの1夕溶をお広えしで“この方

　なごクこラこラいラ灼蓉で、緻んでましたのでお疲い乙まナ”って形で、拶勃（の痴毎ど

　のLljgBfつで〃、ラのがあつたクナる。ス院9％ご伽塚ぎでアレノレギーがあつたよラな拶診〆ご、

　礫手媛まいラのがある齢の蒔／ごお疫rしナるよラ〆こ乙でいるノので、醗のfl＄！こその

　患孝さんの薬の翅方殉溶きか、アレルギーがあ轟ば書いで、院外の嘉局でチェソクできる

　よラ！こ役立ででのただンプるよラ〆ごしで～iξナb院外から／z9い否わぜを、．奨蕨膨物　s児ておかし

　かったら、多分その蹴（の嘉獅、藤み“クター／ご周〃、否わぜで、Ag70、でいる。私の方～iξ

　でぐるこどぱなe　）／tiでナグどら。移み動（揮以外の揮から6らった嚢とか、1蕨の薬とか婬

庚食湯きか、毎か殖おラ乙蟹った解こ気になるこどがあるみたρで、その解こコーディネ

　ー一一タ　・一　9／鐸ご、房％、否諺フぜがぐるみた〃｝なんでナね。コーデンネーターさんが契…御のぼ

　ラに翻かグできで、　5憩孝さんがこういラことを、この雰ぎζとこの薬を飲むっで言つでる

　んでナグと適、局題ないでナか”っで言っτこらfτ／aのが、勿回かあクま先ノ

（4）薬剤師がレシピエントと接する時期

①評価入院時

　移植前後で全く薬が変わってしまうことや、肝臓移植を受ける場合、意識レベルが低

下しているために薬剤師が関与していた。実際には移植の評価中に指導がうまくいかな

いこともある。

②病棟回診

　朝9時からの回診に週3回参加、回診につけないときも医師等と蜜に連絡をしている。

　＊面接対象者によっては、連絡を取り合っているが回診やカンフォレンスには特に参加はしていない

　　場合もあった。

③臓器移植全患者の服薬指導（移植前、移植後の自己管理開始時、退院前）

　免疫抑制剤等の薬の薬効と用法、用量の説明、副作用の説明を行う。移植薬剤管理指

　導業務として保険点数が算定されるには、少なくとも週に1回面談して、薬の説明を

　行う。

④指導時間

　面接対象者によって指導時間には開きがあった。初回20分それ以後3分という場合

もあれば、初回1時間程度指導を行っている場合もあった。
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城スの拶否、初回がちょっどまだ20分ぐらいかグでいて’、その次ぎぐらいからは1週

彫の薬を嘉辮が渡し！こ行ぐ。域スの揚浄だが、その碍！こズ49βから1週彫の薬でナノ

っで言っで痺鏡～乙．ながらなので、そ轟なそんな碍1留かからなのピ3分らあiLzなt’〉。ノ

〃・班の揚俘・、指示潭で薬の一骸があっで、ぞ轟を毎涯渡ナよラ〆こしでいる優のチェ

ソクあ｝。4朔の揚…｝な’、深護皆の方が一諺の揚否が多いので㍉深護皆の方〆ごチェソク表

みたのらのを渡1レて説男ナるごとが多い。娃潤な倣入と比べてフそんなに変力らない。ノ

吻回の澱難導な7「寧／ごヲテラので1時甥はかかる。ノ

（5）一般患者と異なる点

①免疫抑制剤の副作用の指導

　　娩疫掬鋤の拶否、」血㌍農度を躍らないとどのよラな影響がでたのかがカかクづら〃、勝

　分がある。そのため、患孝ノこな影響が出たのがわかクづらいこどがあるこまを踏まえて、

　絵を藩いてなるべぐ癬しやナいよラ／ご詑男をヱ：夫し、羨々な賞r料を欝炸っでo、っでo、

　る。ノ

　　ズそラでナね。あとまあ危険、舟≡！こ免疫拗鎌1とかの拶6・な、患孝さんのまああの、らち

　ぢん大葬な薬っでいラのは分かって畠いる乙蟹ラんでナグ宛どら、やなクあの彪の薬〆こ此べ

　る8、爵糊が強いまいライメージをお持ちの方が多いよラな、まあ私が受グる序じでな

　ぞラいラ癖じがしまナので、原しでらしょラがないこ8でナの蔦そラいラことが適にク

　痔1まナよといラ形でソ

②免疫抑制剤と栄養指導（食べ合わせ）

　　ズプrrグラフどかのタクrr　YスAって塘疫翔鯛1をffE＞ijl7ナる8、グレープジュースがだめ

　なま㌦栄養拷導、と翫重なっでぐる紛ら搬を便っでわかクやナぐ詑男ナる。どソzが淺ぐで

　ど♪物が）蛋e厚だ’と〃、ラ、勇ぎ）からちょっと、ざら／こ一歩進んだ形で話をしで〃、る。ノ

③感染上ハイリスクであるレシピエントへの服薬指導

　　乃勉の～糠に此べ拶麓なスユ：的な免疫不≧含次藤をつぐるため礁の颪からら券営〆ごノスク

　が蕩幽い。そのグスクが高い患孝への薬物治療や注惹：專項を守らないと折声の威力が）砿ク立

　たない、その理鯉を乙っかクナる必要らある、と〃、ラ惹咲で澱葵皆導の位置づ〆プ、といのな非

　営〆ごフヒきい（を、蟹ラノ

（6）生体肝移植の患者や家族との関わりで難しいと感じた出来事とその対応

①指導に来なくてもよいと言われたケース

　腋難導が始まった当初、医砺の詑49不疋、とβ分の按難導になれでいない次潔力≧ら、女

　控よクら男荏の方の方がκわざわざ簗勿詑男をされなぐでらわかるL”と指導〆ご来なぐで

　6よ〃）、と〃、ラ挽野気を6っτ〃、る方らo、た。ノ刎可ら屍7カっでいぐこまで、塞本的／こぽ垣捉

　みたいならのな坂轟τ〃、ぐ感じを受1／プで〃、る。　‘黙な本当r／こフ影クなんだ”っで鍍6屍1わ

　るなかで々刎可らきτやっでららラから、まあやんなきやなあノつで〃、ラ憩孝の気持ちお

　の変危〆ごらなっでo、ぐのでぱなo㌧か。

②どうしても禁食の時間が守れなかったケース

　ズ身己ptg理をナる気がない方で、どラ乙でら禁食のff＄aグ守れなかつた揚否〆こ、

　病7度ら話をしで退院のごろにな、どラにかガ応できるよ」／こなつでいτ後な

　家族へのフtrr　・一乙かない。ノ
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③薬の飲み間違えたケース
　傷ぎの種類ぱ、7種類か8繍ぐらい、．遍鍔島の頃まで／ご続幽いで〃、る。多〃、方だ815童類「

　とか16繍ぐらいある揚否らある。ノ

　ろ憩孝さんが欲み腱えるこまなある。勇癬糊以外でら1β1厘1でい〃、ところを1ff

　2ZIIZ、3鰍んで乙まったとか、ぞラいラことがある8、私たち詑49行ったの〆こ飲み騨

　えたクナると責在は癖｛じる。ノ

ズ便渤の身己鯉〆こついてフー痴憩孝さん・〆こ渡ナが、ど」ラ乙，でらβ分でできないまか、

憩孝さんがギブアソプナるごとらある。　“β分6乙んどのから嚢、看護師さんしでぐださ

e、”、と〃、ラこ8らある。　あ、と、汐e態汐S》悪ぐなっでまた看護競万、さしインの鯉！ごなるっでこ、と6

ある。その＃1bl「／灘乙い。　6勅広8∠！で〆力鍛階か乙褒階をノ、踏む。〃、きなク1置彫ひ

渡しでしまラのでぱなぐ、1飼分ずつ、靭の分っで渡しでるのを、1β分ずつ渡乙で、そ

の次ぎ1憩孝さんが」終の霧卸こセソみナγ鋸試5ξた看護窃さんがチェソク乙で、できでるかど

ラかチェソク乙できで、ぞ轟が出笑でたら次ぎ6ラ、1週綴分を二会ぐ渡しで乙まラよラな

ことを乙でいる。　6澱までに薬のβ己鯉ができるよラ／こノ醗の頃5ξで〆こぱその薬の

名勝と、飲み方、と何のための薬かっでいラのを、こrLfp7の薬でナかっで甥いたらナぐ〆ご、

ノ・°¥と∠βでぐるぐらい！ごな九んどのいなと、蟹いながら、それを差7漂〆こしで詑49続グでいる。ノ

（7）服薬指導に関するCTC・医師との連携

①短時間での情報交換

　ズコーデンネーターな多仁であるが捜7の画診碍詫な務薄な鍛でぐるので、そのときにス院

　したぱかクの方の停報や、醗が近い方の蕨難導次擁とか、栃院でな、オーダL繭

　で薬灘叛のデテった蝦難導講をみることガゴできるので、掻い薇んで回診の含甥／ごお互い

　の停殻交換を庁っでいる。ノ

②退院後に院外処方された時の連絡先

遊磁〆こな、子葬の拶細邪を引ぐこどがよぐあるが、その禦プrrグラクと耀吻質の御

　互翻でよぐないらのらあるので、磁院てr迦方さノZた揚否／こな、必ずコーデンネーター一／ご

　瀦ナるよラ／こ彦えで〃、6。ノ

③医師の回診に同席

　癩叛とぱ朝9鮭からの画診〆こ置3画参初、回診！こつグな〃昭きら医砺夢ま蜜〆こ瀦を乙で

　いる。ノ

④ドクターミーディングへの参加

　侮β病擬でドクターが治療方針を話しでるミーティングがあって～そカ〆ごなできるだ／プ参

　初ナるよラ〆こLでいる風毎月な参勿できでいな〃、。　励刀ナることでジ憩孝さんの盟次

　どか病態の雛ナるの／ご凄〃吻かっでo、るノ

⑤連絡方法（電話、メール、電子カルテ）

　ズ翻が受グられなのまきなメーノ〃等て『辮乙で0、6。ノ

体病院でな～オーダー画面で薬覇万の行った破難導詔録をみるこどができるノ
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（8）薬剤師から見たCTCの役割について

①移植に不可欠な存在

　依クジューノ〃鯉から。羨査のラ『約やらな！こやらお輿のオーダL手配やら、な〆こやらかん

　やら蔦沢ψのことをされで〃、るから非営〆ご大変でなな〃、かな。本当に移覆はコーデイネ

　ーターさんがいらっしやらな！ナ轟！試始5ξらない、続！ナら轟な〃、8ころじやなのかなと、蟹

　〃、まナね。ええ。ノ

②服薬管理を含めた外来での患者の全面的フォロー

　∠ス院炉だなるべぐ外芙で購なの程∠彦までβ∠ヨ倉『理ができるよラ！ご嚢翔傭ゲでβ野わっでい

　で、醗授なコーディネーターが歪酌〆こ翻だけでななぐ多ぐのこ8を多分フオロー乙

　で〃、｛5乙蟹ク。ノ

　ズコ・一ディネーターな患孝が外笑／こ移ら轟た鮭のフノナrr－一　rev

③入院中から退院後までの病棟看護師・薬剤師との連携への働きかけ

　／ス廃中だげでなぐ、薪後のクーヌ／ごつρでなどコーディネーターから勧～まか！プがあっで

　遅携をとっで〃、る。ノ

④患者窓口としての役割

　Lイレギュグーど言うか、病院で翻乙でなO　）勇ぎをみ“クターガ形ぎ〃、たいっで言った揚浄に、

　嘉翻が繋意縫λって形で買っで翻∠．て憲孝さん〆ご度ナっでいラ、その窓βがコーデ

　ィネーターさんであったク。毎か礫〆こ灘ナることで、例えばρろ〃疹コーディネーター

　さん窓々〆ごなつで、薬灘の忽’∠7な私のぼク！ごなつでいで、お互い／ごごラ、パソと、蟹いつ

　いた確〆こ、．s　ZS’るっでいラか。ノ

　4憩孝擶報などごまめに蹄をぐカるので蓮跨な、とノZでいる。ノ

（9）保険適応外薬物投与時の自費負担に関する相談

　傍疫拗鋤でら鹸の一つでシムレソみといラ嘉が腎拶覆で乙か謝ガS遍っでe、／XP。勇

　疫翔舗を渤から戴スLで瑚ナる拶否らある。塗額iについでぽ麟から詑卿が≠分／ご

　いった」をで、醐どLでどの齪かかるのかどいラこ’8を店えでのる。ノ

（10）保険適応疾患拡大により医療現場での影響

　①C型肝炎
　　乃架炭茜広疾慈〆乙勿壇ら轟た0型搬の．方〆こぽインターフェrrンを便クま艀神次態まか

　ら不錠／こなってきたクナるので、慈孝がよクラつ！ご句っでe、ぐこ86あるので、嘉辮

　からら、嘉がごラいラらのなのだ）から、と汐ゐたちで理解6でいただぐための着導をな6べぐ

　螢『〆ご行っでのこラ、と、蟹っでo、る。ノ

2）MSW
（1）活動内容

　全例ではないが、生体肝移植のレシピエントに対し転院先である自宅の近隣病院の紹介

や在宅支援に関与している。定期的な会議は開いていないが、医師や病棟看護師より依頼

により受け入れ病院がない場合などは全体で集まって情報交換としてカンファレンスを開

くなどケース毎に対応していた。
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ズぼどん猷ス院さ物で在宕！ごどか転院とかっでいラその奏方支援の方でナね。ノ

ズそちらの方（C7’0，病擬看護窃のガでの洒難クーヌっでいラか、糖点があ轟なrそち

らの方にOTOさんであったク、病擬の看護師だったクからご傭が、オーダーがぐる8

〃、ラかんじでヲ㌔ノ吻談を受ケたクーヌ歪例そラ〃、った会護を虜ぐわグでぽな〃、でナね。ノ

襯を当たっでのぐ㌍でなかなかダ／き受グでいただンプる病院｝がないっでいラところで、ち

ょっ8＿鰯ξまっでちょっど話しで擶叛交換っでいラかたちで．0ンファレンスを襯かぜ

でららい5ξ6た。ノ

（2）CTCとの連携

　必要時、病棟からの説明に加え、家族・本人の状況やこれまでの経緯などCTCから見

た経過を情報として得ていた。また、CTCから直接MSWに問い合わせがある場合もあ

り、CTCと薬剤師の両者が情報交換や対応を共に行い協力し合っていた。

　ズご家族の次拐であったク、一溶こちらの借報が三会ででなないので、ご家瑛・ご）衣入さんの

　　次拐、ご麗～iξでの務緯とかっで鎌からら詑男あるんでナグどら、一泌rコーデンネーター・

　　さんから児た窟遁1っでいラのらちよっ乙朗かぜでいただ’o　）たクどかし蔦ノ

　瞳発でそのコーデイネーニターさんの方から『左宅叢、こラ〃、ラの鞭ない9”っでいラ

　　癖じでの錦7とか、お周〃、否わぜなあつたクしまナグどら。ノ

（3）限界と課題

　MSWとして問題が起こりそうな患者について早めに介入できるようスクリ…一・・ニング

を行うことによってスムーズに支援が行えると考えていたが、入院時全例に関わることは

人員的に困難（実質業務は看護師長とMSWの2人で病院全体の患者を対象として行って

いる）となっていた。また、可能であればMSW側から支援の流れやフローシートやチャ

ートを作成し、わかり易い形での支援を検討するなどMSW自身課題を持っていた。ピア・

カウンセリングの場の提供（退院後自分がどういう姿になるのかをある程度イメージでき

た上で移植医療を考える）、移植後の経済的支援（保険適用により医療的費用の負担は少

なくなるが、移植を受けられることによって身体状況がよくなったと判断され、比較的障

害年金制度の軽度の等級に下がってしまうために経済的には厳しい）、移植後の社会復帰

（ある程度の制限があるたなかで働くことや周囲に迷惑をかけているというストレスな

ど）としてはスムーズには行われていない現状があった。

／看護蛎蚕とニスで一広穎業務をいっでるん・でナグカ、どら。ノ

体当7ご薪が一置局どか．二輝醐以／夕／ご、どラ〆乙かしないとつで0、」。kラな。〈中酪〉　あら

か｛じめ早い囎で獺さノzて勲る方らおらノzるんでナグノ乙ど中〆ごなt6ラなるべぐEぐ

今ナぐっでいラよラなごどがあクまナね。なるべぐ早ぐスムーズンこ。で、なおかっこ）衣天

さんの惹句／こ治ったかたちで、ご責担あまクかゲずノご〃ガたら〃ゆかなま思ラんでナグど

ね。一欄ヌク〃一ニングを庁っでた嚇ぱあるんでナ／fカ（8“　6、ちよっ8今一互艇乙

てそのヌクグーニングの児直乙を乙でる8ころなん・て「bノ

　／移覆を受グらカると〃、ラこ8で㍉受グらカたから大変〆ごなる8e、ラ慈覚でなρなぐで拶

桓を受〆プら轟ること／こよつでお体がよぐなつた、といラこどで糊さノZ芸すので㍉此較的、
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障：害年塗の鞭の轍『の方で報の方ら7うがっで乙まいまナので、やぽク樫潮！ごな厳し

い。ノ

／｝獺がある中で症葬を乙．で〃、かな〃、とい！プなのといラこζとで、その会在・1夕でのスみレス

っで〃、ラのらあったク、審薄社会齢といク彦z点でぱな1）なか維乙い。ノ

右万厘、ffi7，か今のある臓艘rっで阪ちカでで、私の綴’刃zで彪／ご捻左ノ乙できででナカ、出

笑るらのが中／ごなあるか乙蟹ラんでナノン物どら、今勇F次で私が考える㌍ででナね、なかな

か本当ヂ／こ今までどおク！ご樫潮〆ご屋1るごどなぐっでい久そ乙て誰らが移覆！ご望めるっで

いラ環垢が墜っでいるかどいえぱぞラでななo、、と．蟹いま先ノ

ズ今架険，点数〆こだいぶ’なつたのでその架囎）男さ轟で、あど身撚障舘手慶どかでナね、

まあ届！プ！ごよるんでナグと“6、そラ〃、ったかたちで探囎湧忙なノzな㍉医鮒〆ごなそんな

／ごご費担ぱ少な〃、と、齢、まナ！力bどら。その後の塗房、で、会産との蘇といラふラ〆こな

っでぐると、やっぱク祉会飾と〃、ラ惹：咲否ので〃、えばスムースツごといラわ！プ〆こなまだ

いかないでブら卿ごぱそのま5ξ〃、かノτでる方らおら施ると〆島蟹ラんでナ！プ宛1どらね。ノ

／移覆までにス遼院を藻ク返されでたクナるので、そ轟まで〆こらラ会社〆こ迷、盛か〆プでる。

で、．遺院授ら占ξた迷惑かグるっでなると、やなクちよっとつらいっτ〃、ラか、っでいラふ

」！ご、蟹わ轟て辞めで、か、らLぐな、そラでナねえ、なんどか続！プる、なんとか資勢つい

でっでいラ方らおらカ5ξナ乙。で、ご羅の彪力が得ら虎ないっでな68、庫害年金を受

！プら轟なぐてこ；家荻が乙ξあ～お子さんがし4・さかったク乙て受ノプら轟な0、81）なると、本三当

／ご4以ノλって一ぐる、とごろ汐塁会ぐ。ノ

ズご主ン（さんら、どこまでそカ〆こガしでを葬で夜スを得ら虎るかっでいったら…やなク齪

堺があるっでe、」こ、とで、本当r！ご厳しい塗蕎を送ら虎でる方ガ∫㌍／こなおらノ琵ξナね。ノ

（4）CTCの役割に関する認識

　CTCは移植を受けられるレシピエントと関わっている回数が比較的多く、情報源とし

ては非常に貴重であり、大きな存在である。よって、移植の可能性があるという情報があ

る場合にはまず連絡とる。

伏きいでナね。そノzは移桓さ虎τるっでいラよラな停穀をいただいた揚浄／こなまず蓮諮

8らさぜでららラよラ〆こしでまナので、そ轟でコーディネーターさんからいただける停蝦

っでいラのなナごぐ。コーデンネーターさんっで拶覆を受げら轟る，方ま灘わっでる、面会

さカでる回数ら比灘多〃、乙望ラので、こちらから〃りをだγナる循蝦つでいラのな非営〆こ黄

重だと想いま先で、ナごぐ大きな序庄で先ノ

ズ齢ぽ必ず伽」齢があ68きCt、瀦な坂らさぜでららラよラ〆こ乙でまプらノ

3）事務職
（1）移植に関連する事務の活動

①他施設で実施した検査費用の保留手続き

　／移覆が決まクま乙たら、コーディネーターから湯初が笑る。ぞ轟で、ドナーの遼知が笑る。

衡撮査をぼかの大学でさカでρるクースの揚診ぽ、句ごクのメr学の羨査費源を架留しで〃、

　ただ’0　）で、費）男、レセプみのやク坂クを、こちらのお二支姦い（kかの覚書を坂ク交わプ診み“ナ
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一の方の搬どかが済まれで、こちらのぼク〆ここらカる揚否、レセプみ迭…っでららい、ぞカ

で済む揚否と、笏後、手笏さノτた授！こらラー菱、帰られで、もラー痩窃後の麓査をナる揚浄

があ｛5が、ナベで一遵の麓査が流んだら、診療翻鵬書ど講求書を送…っでららラ。褒終誇

求齢ゴ、諺求翻当rのこちらの鵜の拶「力斗ら憩孝さん／こ、こ轟だ！プ1≧1）クま乙ノをよ、80、ラ

ごとでお渡乙ナる。その中！こ、劣廠略スっている。ノ

②保険適応外患者の費用の説明

樋知書の一一ts　T！こ‘探囎跡該当ヂナる”　‘骸当rしなe、”どいラ灘があ6。　‘骸当』乙ない”

といラのぽ深囎溶できな〃、、麗！ご」”E“ff　if3rrっでいる拶盆。ここ／こカがついτいる娃．点で、

憩孝さん！ごは鎌さ物でいると〃ゆことで、計算さぜでららっでいる。・コーディネーター

からiiffifiさぜで6らっでいる。ノ

③貸付金とか公的補助についての分納対応

／架険翻のらの！ごついでぱ察険孝が、費獄鍍を設グでいる深険着：6あクまナが、察囎

筋のらの／こつ〃、でなな0、でナね。支拐いが洒難、どいった拶浄〆こなお支私い窓々／こ菊談窓

々を蕨『グでおクま乙で、そこで分割／ごした〃、乙かできまナね。あぐまでら特吻まいラ形だ8

．齢、まナよ。誰でる分卿できるカ〆プでぽなP。ノ

（2）CTCとの連携
①ドナー費用に関する確認や説明

　仔“ナーの方が、衡笏後！こ移櫃外揮以外の診療揮を受診されるごとがあるんでナグれどら、

　ぞ轟が拶覆のこまど崖慰があ轟ばそ虎あ含めτレシど転ンみさん／ご請1求ナるどいラこと

　／こなるんでナが、そのことをコーディネーターのぼラから先塗〆こ甥いでららつでまナね。

　勉押を受診乙た拶否でナね。　ピその奏ノこちらの方〆こかかっできまナの蔦会計の孝／こfjf

　えで、計算乙でらら〃、まT。そラいったこ8ua（でな待／ごあクまぜん。ノ

ズひ“ナー麓査の件てツご》鋤馳、ただグな〃廓分、コ“・一一・・ディネーターさんでら、ちょつとお

　話でらちよっ8こラ、なかなか踏み胚んでお話、ご｝詑49できない謂分な’、またこちら／ご直‘

　髪、担当の孝を訪ねて某でいただいで、ご読劣をまた襯ナるといラかたちでしでおクま

　ナね。ノ

②意思疎通のとれた関係

　　ズ願灘孫がラ5ξぐ〃、かなo、8、ぶっちやグた話でお話を甥〃、で“ああそラでナか”みた

　のな、お互〃、／ζ蕊望疎遍乙．ながら、覆手方の立揚ら少乙甥グたら、こっちらやっぱク言い

　方らあクまナ乙。だ〉からそれを甥グる方が、碓一コーディネータの方でナの蔦　ドクター

　ぽ下まで摩クで笑らカまぜんから。診囎から、診療室から峰クて笑ら轟まぜんから、滋

　多に。でコーディネーターの方な、患孝さんについて笑られるこ86あクまナし、私ど

　ら／ご、やっんポクノ勿つか広ノ之／ご、／馨クてヲ寿らfz，ζ5、笑でぐださるこ、とらあクgeナ乙・。　〃、〃、のよ

　のいのよ、ピソチ鯛でかグでね、みたいな慈裕でナぐ／こ瀦がこラ〃、ったかたちで

　坂れるよラ〆こなっでいますのて㌔ノ

（3）CTCの役割に関する認識

①移植に不可欠な存在

　　fこの方がおら拓るから患孝薪ち一安心できるんだろラど想いまナ乙。私たちら安心しで、
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“こんなごどな、わかク5ξぜん”乙か〃、ラ話る、今、お話の㌍でなあったんでナグ麗、どら、

そ轟でら6お互〃、〆ご惹1．蟹繭ので～まるβ霧孫であるのでジクヒ丈芙なよラ！こなっで〃、るわ！プな

んでナよ。その昏所洛扉がピコーデンネーター！ごよってフこラ押えら轟でPるの蔦ノ

ズるラなぐでぱならない存在でラ㌔らちちん、A“クターならラ、ご診察κ灘乙ま乙で謬乙

〃、んでナ！ナれどら。哲々、まあ計藁五私どらぱ、医囎の計算5ξでやっでおクまナので。

疑房7なとごろらお7fヲいナるこ、kらあるんでナ！ガL、どら。やなク、ノ左生方ぱひとつ診察終わ

ったら、次のこ診震が寿…っでおらカ｛5ので、今、診痴終わら轟た、み“ナーさんであ轟、レ

シど転ンみさんであれ、お話を句ラまき！ご、なかなか亮杢つかまらないごと汐∫あるんでブち

でら、怠1孝さんなβの労！こいらっしや6ので、お碍1潟7のぼラ、こちらら娚諾づでいると

いラこどがあってら今朗かな〃、どわからな〃、、といラこ8ら、孟童ぽ瀞まらなぐでち、コー

ディネータさんな、画移がついたク乙蔦教えでいただげる、アクみラインから教えでい

ただンゲることる多〃、でナ乙，。ノ

②ドナー・レシピエントに関する情報源

　　「A“ナー一さ／bのこ86、レシピエンみさんが主〆こなるんでナ！プれど“ら、み“ナーさんやそ

　のこ家瑛のことでナね。そラいったお話を一番1良ぐ、慈1孝さんを遍llじでお話をさ轟でe、る

　方でナので、9tごラである”c「ああである”っでいラ話が、アクみラインからこっちへ、

　スっでぐるんでナね。ノ

　　ズ（6“ナー搬／ご襯乙．てフレシどエンみさんからナる8、まあ近乙いご紡ξの方なら8

　らかぐ、綴の方だつたクナる8、ら」そっち〆こ諺求乙ないで、6」レシと』転ンみさんの

　ぼラ／こ醸、その方の培労の分でら淀いでナから、講1求しでぐださいどか、ぞラいった話

　ら塗で、コーデイネ覧ターさんが、伺って下さっで〃、たクナるの蔦そ轟を甥ぐ8、私ど

　らのぼラ6、み“ナー候薇さんであった方／こら蹄を8らずAこ、らラレシど゜エンみさんのぼ

　ラ！ご蓮諮ぱらラ酸できたクし蔦　そラいった撤をこラつグでTM方なんでナね。ノ

　ズ脅々お話を6憩孝やその家瑛とノコンタクみを坂っでおら麗るのを児でおクまナと、ち

よっと先塗〆こ朗き！こぐのこと6、コーディネーターさん！こ甥ので、こちら翔断ができる、

　らちうん私ど“ら箏務の孝／ζ欝ナるお支％〃、のことやなんやら、灘わっでら下さるし、しか

　ら、その方々のこノ乙からの予定、手彷の予定であるとか、診察のこど、こノτからの予定』の

　ことを含めでおわかク〆ごなっでらっ乙やる。らラ、厘方おカかク／こなっでe、6方なので、

本当／こ、先塗〆こ甥ぐこどら大薯なごどなんでナ〆ガZどら、コーディネータ・一さ／b〆ご甥いた

ぼラが、症轟彬まぐスムーズ1に行ぐと〃ゆこ86多いんでナよ。ノ

【まとめ】

　移植医療チv－一・・ムに直接は属していないが、移植医療に関わる他職種として、レシピエン

トの入院中の服薬指導において薬剤師が、移植後必要時に転院および在宅支援にっいてM

SWが、また、移植時の医療費に関連する保険上の手続きおよび支払いについては事務職

が役割を担っていることが明らかになった。

　薬剤師lMSW、事務職は、　CTCの役割に関して、移植に不可欠な存在であり、’ドナ

ーおよびレシピエントのあらゆる情報の提供者、相談窓口として認識していた。
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米国における移植医療体制と

クリニカル移植コv・・…ibディネv・・一…タ・・一・…“・－Lの役割

一生体肝移植に焦点をあてて一



第4章

米国における移植医療体制とクリニカル移植コーディネーターの役割

一生体肝移植に焦点をあてて一

【調査の目的】

　我が国の移植医療の特徴は、欧米と比べ健康なドナーから臓器提供を受ける生体臓器移植

（以後、生体移植）が多いことにある。生体移植については、患者や家族の生活の質（QOL）

に関する問題、あるいは臓器売買の発覚など、さまざまな課題が報告されており、移植医療

の在り方が問われている。そのような現状の中で、移植チームのコアとなるクリニカル移植

コーディネーターの役割の重要性が改めて認識されつつある。

　本研究の目的は、生体部分肝移植（以下、生体肝移植）において、患者や家族、特に生体

ドナーの安全や権利を尊重する質の高いケアを提供することをめざし、移植チームにおける

クリニカル移植コーディネーター（Clinical　Transplant　Coordinator：以下、　CTC）の役割

を明らかにすることである。

　そこで、今回は、移植医療を数多く行っている米国において、生体肝移植における移植チ

ーム体制の実態とCTCの役割・機能について調査し、わが国の生体移植医療の在り方及びCTC

の役割・機能を構築するための環境整備への示唆を得ることにした。

　2005年8月20日～28日まで、米国における代表的な2箇所の移植医療機i関において、以

下の2つの目的について調査した。

　　①生体ドナーの安全を守り、権利を尊重するための移植医療体制

　　②移植チームの実態とCTCの役割・機能

【調査方法】

1．対象

　対象施設は、二・・一ヨーク州のコロンビア大学医療センタ・・一一一・肝臓疾患・移植センター（New

York　Presbyterian　Hospital　Columbia　University　Medical　Center　The　Center　for　Liver

Disease　and　Transplantation）とマウントサイナイ病院Recanati／Miller移植センター

（Mount　Sinai　Medical　Center，　The　Recanati／Miller　Transplantation　lnstitute）である。

2つの医療機関における調査対象は、シニアクリニカル移植コーディネーター2名、クリニ

カル移植コーディネーター4名、看護職の病棟管理者1名、MSW4名、リサーチコーディネー

ター1名、精神科医1名、内科医1名、外科医2名、である。

2．調査の方法と手順

施設長に、調査の目的および内容を記した計画書および依頼文を郵送した。その後、各施
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設のシニア移植コーディネーター（以下、シニアCTCとする）から連絡があり、本研究者ら

の要望に沿った具体的な調整と計画を示された。各センタ・一・一・では、シニアCTCへのインタビ

ュー一 Aクリニックにおける外来受診患者へのCTCの活動の実際を参加観察した。さらに、移

植チームメンバV－一一へのインタビュー、ドナー・一・一評価等の各種会議に参加した。インタビューは、

対象者の了解を得てテープに録音した。インタビューの内容は逐語録に記録し、日本語へ翻

訳し、内容を分類・整理した。

　インターネット及び面i接対象者から入手した米国の移植医療に関する資料について、内容

を整理した。

3．倫理的配慮
各施設の責任者またはシニアCTCから、CTC、ならびに移植チv・・一・ムのメンバ・一・…を紹介しても

らった。責任者やシニアCTCには、本調査が文部科学省の研究費で行われること、調査の趣

旨、内容、倫理的配慮を記した手紙を郵送し、調査への協力を承諾する旨のサインを得た。

【調査内容】

目的1：生体ドナーの安全と権利を守る体制

　1）ニューヨーク州の取り組み

　前述したように、米国では、臓器の不足を背景とし、生体移植が増加傾向にあるが、その

大部分は、片腎の移植である（p．5）。肝移植については、2001年に生体移植が10％を示した

が、その後は5％程度であり、増加傾向はみられていない（p．5）。ニューヨーク州では、

2001年に兄に肝臓を提供したドナーが、術後3日目に死亡するというケースが生じた。ニュ

ーヨ・・一一・・ク州保健省（New　York　State　Department　of　Health）は、このケース発生を契機とし

て、「生体肝移植の質改善に関する委員会（New　York　State　Committee　on　Quality　lmprovement

in　Living　Liver　Donation）」を発足させた。その目的は、ドナーやレシピエントに対する医

療の質向上をめざして生体肝移植を再評価し、インフォームド・コンセント、術前評価、ド

ナ・一…一の術中・術後のケアに関して、ニューヨーク州法や連邦法に準じた新しいガイドライン

やプロトコールを策定することである。

　この委員会のメンバーは、移植医、移植ネットワー一一一クの代表、肝移植のレシピエント及び

ドナー、移植に携わった経験のある看護師、ソーシャルワーカー、及び精神科医、倫理学者、

ニューヨーク州の5つの肝移植を実施している医療機関の代表、及び連邦政府の2名から構

成されている。

　本委員会は、2002年12月に報告書を作成し、これは米国全体のモデルとして活用されて

いる。本報告書のタイトルは、“New　York　State　Committee　on　Quality　lmprovement　in　Living

Liver　Donation：A　Report　to：　New　York　State　Transplant　Council　arld　New　York　State

Department　of　Health”1）であり、内容は以下から構成されている。

　1）序文、2）背景（①ドナー、②レシピエント、③家族、④移植センター）、3）独立し

たドナv－…一の権利擁護チーム（①チームの責任、②チームの特性、③教育）、4）インフォーム

ド・チョイス（①説明と理解、②情報開示、③リスク、④選択、⑤書類、⑥臓器を提供する
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意思決定）・5）評価（①主要な医学的評価・②精神的・社会的条件）、6）肝移植のレシピ

ェント・7）周手術期ケアと支援の確立（①術前の準備、②手術チーム、③外科医チ・一…ムの

資格条件・④術後ケア・⑤医療スタッフ・⑤看護体制、⑦放射線医師）、8）退院計画（①臓

器提供前、②退院計画、③退院後）

　この報告書は・生体肝移植におけるドナーの安全及び権利擁護に主眼が置かれており、全

体を通して、具体的かつ詳細な記述がみられる。以下に、その例を示す。

　　「2）背景」の①ドナーについては、ドナー候補者が理解する必要があることとして、肝

臓の一部を提供することのリスク、手術に伴う合併症が慢性化し、医療保険の対象外になっ

たり、失業する可能性があること、等が明記されている。一方、②のレシピエントが理解す

るべきこととしては、生体移植が唯一の選択肢と考えるべきではなく、移植待機リストに登

録し、ドナー候補者に圧力がかるような環境を回避すること、移植チームは、ドナー候補者

の評価手順が始まると、その評価手順の進行に関するいかなる情報もレシピエントには提供

できないこと、等である。④移植施設についても、移植施設が生体肝移植を行う動機として、

患者を救いたいという願望の他に、名声や専門家としての満足感、多大な収益、等があると

いう記述がみられる。

　　「3）独立したドナー支援チーム」と「4）インフォームド・チョイス」は、ドナー候補

者が生体ドナーになるかどうか決断する上でいかなる形でも強制されないようにするために

定められた重要な事項である。

　　「3）独立したドナーの支援チーム（lndependent　Donor　Advocate　Team）」はすべての生

体肝移植プログラムに設置することが求められている。このチームの主な責任はドナーの権

利擁i護であり、ドナーの評価手順（evaluation　process）に始まり、移植及び術後、さらに

退院後まで継続する。①チームの責任としては、インフォームド・チョイスの手順の体系化

（臓器提供は既定の結論ではないことを強調する）、ドナー候補者へ途中いつでも辞退できる

ことを説明すること、医学的及び心理社会的側面からドナーの適合性について検討し、チー

ム全員の合意に達しない場合は臓器提供は行われないこと、等が明記されている。②チーム

の特性として、チームメンバーの構成は、最低限、内科医、移植コーディネーター／ナース・

クリニシャン、医療ソーシャルワーカーを含まなければならず、必要に応じて精神科医と倫

理学者の両方またはいずれかを加えることが明示されている。また、③教育では、臓器提供

全体の過程について、ドナーが理解できるように長時間をかけて説明し、パンフレット等を

ドナー候補者全員に配布しなければならないと明示されている。臓器提供という利他的行為

から得られる幸福感などドナーが抱く期待と、実際の医学的リスクをドナー自身が認識し、

リスク及び利益を理解できるように働きかけ、ドナー候補者の決定が自由意志によるもので

あることを確認する。

　「4）インフォームド・チョイス」は、独立したドナーの権利擁i護チームが行う説明の内

容及び方法である（資料1）。例えば、②情報開示では、医学的精密検査が終了し、独立した

ドナーの支援チームからの最終承認が得られた場合、ドナー候補者が臓器提供の同意書に署

名する前に、臓器提供の決定について塾考し、再確認するために2週間の期間を設けなけれ

ばならないこと、施設毎、外科医毎の手術成績の開示など、詳細な説明を必要とする内容が

明示されている。

　このように、全体を通して、ケアの内容と共に、ケアを行う体制（専門職の能力や資格条
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件、ケアを提供する環境、等）についても、多角的視点から詳細に明記されており、健康を

害さないという医療の基本的立場と対立する生体移植において、生体ドナーの利益と福祉を

最大限に守ろうとする取り組みがなされたといえよう。ドナーとレシピエントに対するこの

包括的なケアは、本報告書の末尾に、「成人生体肝移植プロセスマップ（Live　Adult　Liver

Donation　Process　Map）」（資料2）として示されている。

2）　全米臓器共有総合ネットワーク（United　Network　for　Organ　Sharing；以下、　UNOS）

　の役割

　UNOSとは、合衆国議会によって設立された非営利の科学的かつ教育的組織であり、臓器調

達・移植ネットワーク（Organ　Procurement　and　Transplantation　Network；以下、　OPTN）を

運営する唯一の機関である。OPTNを通して、①米国内におけるすべての移植に関する出来事

についてデータを収集・管理する、②UNOSが開発したデータテクノロジーと臓器センターを

使いながら臓器マッチングと配分の過程を促進させる、③医療専門職、及び移植のレシピエ

ントやドナーの家族と共に、臓器移植の政策を発展させる、等の活動を行っている。すなわ

ち、UNOSは、各地域の臓器調達機i関（Organ　Procurement　Organization；以下、　OPO）を通

して情報を集め、全米の移植臓器を一元的に管理している組織である。ドナーの情報とレシ

ピエントの情報はすべてここに集められ、ドナーが出ると適切なレシピエントが選択される。

　UNOSを含む移植医療に関するガイドブック「あなたの移植チームと分かち合うこと：患者

のための移植のガイド（Partnering　With　Your　Transplantation）2」」2004）には、脳死者

から臓器提供を受ける医療全般に関して、誰もが理解できるように詳細かつ具体的に説明さ

れている。

　このガイドブックによると、脳死者からの移植医療に携わる移植チームは以下から構成さ

れている。

①移植コV－一一一ディネ・一一・一ター／ナースクリニシャン

　2つの異なるカテゴリー、調達（procurement）と臨床（clinica1）に区分される。

　臓器調達移植コーディネータ・…一一（procurement　transplant　coordinator）は、ドナーの評

価、マネジメント、快復、移植の臓器や組織の配分の調整について責任をもつ。

　クリニカル移植コーディネーター（clinica1　transplant　coordinator）は、レシピエント

の評価、治療処置、フォローアップ・ケアについて責任をもつ。

②移植外科医（transplant　surgeon）

③移植医（transplant　physician）

④移植病棟の看護スタッフ

　病棟に入院中、検査、与薬、24時間のケアについて、患者に対し、ケアや教育を行う。

⑤医療費のコーディネーター

　経済面や医療費の支払いについて詳しい知識をもつ専門職である。

⑤ソーシャルワーカー

⑥家庭医、またはプライマリケケア医

　これらの①～⑥は広義の移植チー・一一Lムであり、一般には、移植チームとしては、移植コー
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　ディネーター、移植医、移植外科医、医療費コーディネーター、ソーシャルワーカーが

　含まれている。

　米国における脳死者からの移植医療については、UNOSを中心として、システム化が進み、

移植チーム体制がとられ、チ・一…一ムにおける移植コーディネーターの役割も確立している。

　一方、生体移植については、OPTN／UNOSは、2001年のニューヨーク州で起こった生体ドナ

ーの死亡を背景とし、2002年にOPTN／UNOS生体肝移植特別委員会を設け、生体肝移植のレシ

ピエント候補者とドナー候補者のための「生体肝移植評価ガイドライン（Living　Liver　Donor

Evaluation・Guidelines）」（資料3）を作成した。ガイドラインには、独立ドナーチームの規

定、精神医学的および社会的側面からの検討、適切な医学的評価、放射線医学的評価、及び

麻酔に関する評価などが含まれる。このガイドライン作成には、「ニューヨーク州生体肝移植

の質改善に関する委員会」がニュv・・一一・ヨーク州移植協議会およびニューヨーク州保健省に対し

て提出した報告書が考慮されている。

　このようなニューヨ・・一・一・・ク州及び全米における生体肝移植の質向上の取り組みの中で、特筆

すべきことは、ドナーの経過を長期的にフォローし、生体肝移植医療の評価を行っているこ

とである。データを共有し、問題へ素早く対応することで、ドナー及びドナ・・一一候補者の安全

や生活の質を担保しようとする基本的姿勢がある。

　3）「コロンビア大学医療センター肝臓疾患・移植センター」及び「マウントサイナイ病院

Recanati／Miller移植センター」における取り組み

　両施設とも、インフォームド・コンセント、またはインフォームド・チョイスを実践すべ

く、多様なパンフレットが用意され、生体ドナーを専門にケアする独立したドナー支援チー

ム体制がとられていた。ドナー候補者に対して、チームメンバーがそれぞれの立場から、心

理的社会的側面のアセスメントや評価を行い、ドナー候補者が誰からも強制されず、自由に

自己決定を行えるよう注意深く支援していた。これらの目標を達成するために、「生体ドナー

の評価基準」、「生体ドナーの標準看護計画」、「生体ドナーの退院の説明」、などの独自の具体

的かっ詳細な資料を作成し、実践に活用していた。

　前項で、「成人生体肝移植手順マップ」（資料2）を示したが、そこには明記されていない

実践にっいて、生体ドナー専門のクリニカル移植コーディネーター（Certified　Clinical

Transplant　Coordinator；CCTC／Nurse　Practitioner）は、インタビューの中で、次のよう

に語った。

童体移穂〆ごおグるA“ナー、となること〆ご衡1必をらつ家荻襯族1が〃、た揚今／ごこfz乙資揮ノを送…

クま九そラナるま先方がナイン乙た．Lで私苑／ご頭送ナるかある〃ソまファソクヌ乙まナbそ

ftm）らアポインAを決めまナ。そのみ“ナー候赫な私と会ラのが一番褒初〆こなクまブ㌔鰭の

図形を児ぜながら、ナベでの手贋を詑男乙ま先鰭などこ／ごあるか、傷の羨子、購の厚

塗／ごつ〃、でな、礫が元〆こ戻らないκわクに左奏ガ3）砿長することを詑舅乙ま先藻が厚塗

ナると誤窮1ナるASO、2Sナから。ぞラ乙で詑男ナる2…箏膏／こついでよぐ理葬乙できまナb

続〃、で、否群症と生粉を芙ラ可譜盤〆こっいで諮：乙まナbぞ乙で、アメy；クで適ヲこった2碓の

死亡例／ごつ〃、で詳乙ぐその原西「な8“を訪舅乙、出励や溜～チの砺∠βとo、グ專態協あク得るご8

を癬乙てらら〃、～iξす。
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　このように、各移植機関において、移植コーディネーターは、レシピエントへの臓器提供

を考える家族や親族が、ドナー候補者となるかどうかを決める最初の段階から、詳しく説明

を行い、意志決定のプロセスにかかわっており、独立したドナー支援チームは効果的に機能

しているようである。しかし、ドナーが誰からも強制されない自由な自己決定を保障するこ

とは難しく、ケアの過程でどのようにインフォームド・コンセント／インフォームド・チョ

イスを行うかは重要な倫理的課題であるという報告もある3）。

目的2　生体肝移植における移植コーディネーターの役割と機能

1）　移植チームの構成と機能

（1）移植チ・一一…一ムの構成

　調査対象施設の移植チー・・一・ムは、外科医師、内科医師、精神科医師、CTC、MSW（medical　social

worker）、　PA（physician’sassistant）、リサv…一・チコーディネーターという多岐にわたる

職種から構成されていた。また、ドナーとレシピエントのチームは、それぞれ別のメンバ

ーで組織され、ドナーとレシピエント両方をケアすることは基本的にないということであ

った。ニューヨーク州の指針で、独立したドナー・アドボカシーチームを設置することが

義務付けられているが、それだけでなく、ドナーとレシピエントの自発的意思決定や臓器

提供への圧力を慎重に評価し、評価の客観性を維持するためは、ドナーとレシピエントに

は異なるチーム体制が作成されることが望ましいということであった。

（2）移植チームの機能

　移植チームは、ドナーの医学的評価とドナーになるという強制的な圧力が働いていない

かという評価を非常に重要視していた。移植、とりわけドナーの決定に関しては多くの職

種がかかわり、潜在化した問題がないかを探る必要性があると考えられていた。

　臓器移覆ぱ勇ξ営〆ごノスクの蕩い医瀕『であるため、あらゆる腿を抽幽佑、麓重／ご羨討しな

グればならない。複数の職種がみ“ナー〆ごかかわることで、腿が表面危さノ乙る可譜荏が高昌〃ソ

乙内揮医砺り

　臓器提供は物質的な報酬を伴わない、利他的な献身でなければならない。ドナーが本当

に自発的な意思決定によって臓器提供を申し出ているのかを確認するための、意思決定の

背景である心理社会的問題の抽出は、多方面の検討が加えられることで可能になるという。

　調査対象施設では、ドナー評価のための会議が定期的に開催され、チームメンバーによ

るドナーの身体的側面・心理社会的側面に関する話し合いと、適応について検討されてい

た。ドナー候補者には、CTC、肝臓専門内科医、移植外科医、精神科医、　MSW、病院所属の

インターンが面接し、記録を作成し、会議を開催する。ドナーを決定する承認について、

メンバーでコンセンサスが得られない場合には、倫理の専門家を会議に呼んで決定の手助

けをしてもらうこともあるという。このような手順により客観的な評価、および適切な問

題解決ができるということであった。

　適切な移植医療の実施のためには、医学的評価や心理社会的評価を慎重に行う必要があ

るため、移植チームは多様な職種から構成されていた。
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　また・ドナー評価以外にも・毎週開催されるQA（Quality　Assessment）会議では、移植

チームメンバー全員が集まり、自分たちが行っている移植医療についての評価を行ってい
た。

2）移植チームにおけるCTCの役割とその活動

（1）CTCの区分

　移植施設で活動するCTCの大多数が看護職であり、移植チームには、一般のCTCとその

上司であるシニア移植コーディネータ・一・一…が配置され、CTCは、ケアの対象の特性（小児・

成人・移植前・移植後）によって担当が分かれていた。また、ドナーとレシピエントにつ

いても、別々のCTCが担当する体制であった。

　生体肝移植では、ドナー担当CTCとレシピエント担当CTCが外来を担当し、入院患者の

管理は術前移植CTCと術後移植CTCが担当し、　PAがデータの管理を行っている施設もあっ

た。

　このように、移植の対象や経過別に異なるCTCが患者を担当する体制が整っており、多

くのCTCが活動していた。

（2）CTCの資格条件

　CTCとなるための一般的条件は、州あるいは施設によって異なる点もあるが、学歴は学

士以上であること、クリティカルケアの経験を有していること、CTCの試験に合格してい

ることなどがある。

　CTCの資格試験は、　American　Board　of　Transplant　Coordinators（ABTC）が実施してい

る。ABTCはNational　Association　of　Transplant　Coordinators　Organization（NATCO）

という移植コv・・一・一ディネーター組織の支援を受け、資格認定を行っている機関である。ABTC

では、①Certified　Procurement　Transplant　Coordinator（CPTC）、②Certified　Clinical

Transplant　Coordinator（CCTC）、③Certified　Clinical　Transplant　Nurse（CCTN）とい

う3タイプの資格認定試験を実施しており、クリニカル移植コー・・一・ディネーター（CCTC）は

そのうちの1つである。

　今回調査した施設では、CTCは全員看護職であった。コロンビア大学医療センター肝臓

疾患・移植センターでは、シニアCTCを含めた2名が博士の学位を持っており、すべての

CTCはNPの資格を有していた。マウントサイナイ病院では、　CTCの資格要件として、以下

の5つをあげている。

　①NLN（National　League　of　Nursing）が認定した看護大学または同等の看護大学を卒

　　業していること

　②学士または看護学の修士、および3年から4年の臨床経験を有していること

　③2年間の臨床経験を経てクリニカル移植コーディネーターの免許（ABCTの資格）を有

していること

　④ニューヨーク州のライセンスを有していること

　⑤北米移植コーディネーター協議会（NATCO）のメンバー一・・一であること

　米国では、CTCの資格試験が一元化しており、移植センターで活動するCTCには、この

資格が求められていることが明らかになった。
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（2）シニアCTCの役割

　シニアCTCは、チーム内のすべてのCTCを統括する立場である。また、会議等では、移

植チームのコーディネーターとして中心的な役割を果たしていた。シニアCTCは患者の身

体的データの他に、患者の心理社会面の情報等、チームメンバー一・・のすべての情報を集約す

る役割を担っていた。

　（3）CTCの役割

　マウントサイナイ病院の職務の説明（job　description）によると、　CTCの職位の概要は

次のようであった。

　「クリニカルコーディネーターは、高度で多岐にわたる臨床知識と技術を持ち、ほぼ自立

して医師、教育者、研究者、協力者、患者団体の資格で機能する登録看護師である。コー

ディネーターは多様な関係者の間を調節して、移植手術を受ける患者とその家族のための

あらゆるケアを調節し、促進し、計画を立て、実行し、評価する。移植コーディネーター

は直接的にも間接的にも患者をケアする。」

　また、CTCは臨床業務のほかに、看護職員などの医療専門家に対する教育プログラムの

計画・立案・提供といった教育者役割や、移植チームの研究に参加し、実際の診療に研究

結果を導入し、患者と医療専門家の教育ツールを開発するといった研究者役割がある。

　さらに、CTCの活動は多岐にわたるが、とりわけ患者教育や患者管理が中心的な活動で

あることが明らかになった。ドナー担当CTCは、外来で、ドナー候補者へ、ドナーになる

ことへの教育、身体的評価、心理面の評価を行っていた。調査対象施設では、ドナー候補

者は、まず最初に、ドナー担当CTCにアポイントメントをとり、移植に関する説明を受け

ることになっていた。特に、ドナーになることへのリスクにっいては重点的に説明され、

リスクを正しく理解し、圧力のない意思決定を可能とするために、ドナーのアドボケイト

が行われた。これらの手順は、ニューヨーク州のガイドラインの規定以上に手厚いものだ

った。また、ドナ・一一一一の社会的背景に関する問題点にっいても情報収集し、例えば、ドナー

になることによって会社から解雇されないか等、ドナー…‘のQOLに影響することについて確

認が取られた。ドナーには、決心が変われば、いつでも辞退することが可能であることを

伝えられる。ドナー評価に関する情報は一切レシピエントには公表しないので、臓器提供

を中止する場合は、レシピエントには、ドナー候補者の医学的理由によりドナーになれな

いと説明するということであった。

　術後のドナーに対しては、主に外来にてフォローされる。フィジカルアセスメントを行

い、手術後の身体面の管理、創傷の管理を実施し、精神的なサポートも行っていた。遠方

から来院している患者も多く、電話による相談にも対応されていた。

　レシピエント担当CTCの活動は、外来にて術後のレシピエントへ、免疫抑制剤等の服薬

指導、感染症等の合併症に関する日常生活の管理と教育、創傷の管理を重点的に行ってい

た。これらの管理が移植成功の大きな鍵であるため、合併症の兆候には細心の注意を払い、

入念なフィジカルアセスメントが行われていた。

　移植チームの医師たちは、CTCの役割を次のように話した。
／－

?翼Rーディネーターの疫割な、撮査の手配や意孝やドナーの手続きだグでなぐ、憩孝クア8

憩孝書r理が本笑の授割である。ノ6内揮医劔
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！移覆コーディネーターぱ、憩孝どチ分！ご話乙否ラ雄溜を痔っため、多ぐの意孝借穀を持っでい

る。憩拶ヲこついで毎か知クたいどきは、拶覆コーディネーターが犬変覆クになる。ノ（A（揮医ノ

　このように、CTCはドナ・…一・およびレシピエントの身体的、精神的ケアを自律的に実践す

ることを求められ、その役割を果たせる知識と技術を有すると信頼されていた。CTCは、

移植に関する高度の知識と技術を有し、最も患者に近い医療職者ということで、移植チー

ムの重要な役割を担っていた。

3）ドナーの意思決定を支援する医療チームメンバー

　　医師や移植コーディネーター以外にも、今回の調査では、MSWにも生体臓器移植におけ

　るドナーの意思決定を支援する医療チームのかかわりについてインタビューを行い、ドナ

ーの意思決定の評価視点を明らかにした。

（1）MSW

　　　ドナー（肺、腎臓、肝臓）担当MSWは、ドナー評価の視点と自分の役割について次の

　ように述べた。

　慮孝のノーシャノ〃スキノレや券神的な窟度、A“ナー！ごなった揚否のコーピング譜ンクや嫉灘

孫！こか、かる影響を謬定」ナるこど、そノZから僻器の躍葬が憩拶ヲご及ぼナ社会的、そしで文忽拉な

影響ら評砂しま先ノズ‘評砺な2雑乙〃、餌域でナbはっきクど汐黒区及／できな〃、餌域でナ』ntSif

ぱラξ態を客麓的〆ご児る、β分β身の、蟹いを、やク坂クから坂ク原ぐこ、とができるよラ／ご教淳』さ

轟で〃、ます。チームでな冒、慈r着二についてのいろいろな厚7蒙が表冤さ’ft　2ξナが、憩孝の厚1蒙〆こつ

いで8ク5ξ、とめるこどが私の授割でナbノ

　また、評価が難しかった事例として、インターネットを使ったドナーのリクルート事例

を挙げた。ニューヨーク州では、月刊蔵は禁止されているが、腎臓のドナーは血縁関係がな

いドナーも認められている。

　ズA“ナー募棄のナイみを児で、レシピエン〃ご翻を坂ク、痂踪で評砺を受グてぽ乙のと詳わ

轟、評勧を受グ／こ庁っでらいいかといク窓話があクました。彼が〕裏院幽乙たまき／こな’、砦が、fn7か

絵瑳授受な8“のノ億乙葬があるか、頭がおか乙のか、ぞラでない2び“ナー／ごなるこ8をノ申

し出るなずがな〃、、とゑ配・暗蒐で乙た。しか乙紛理類会の会護を重ねドナー評砺が評可さカた授、

話を甥ぐ8、母護1を弩不塗で亡ぐし、透折ユニソAで本を誘み1げるボランティアと乙でら勧〃｝

でいたスでした。53歳になっで童きでいるラちに何かをしたいと考え、紛に恵まれたことの返鬼

と乙で、彪ノ（の紛を救ラベきだ8考逮、クェブナイAを児で、こご〆ごチヤンスがあるのだと考え

たフヒ変・DのきJPL　O　）なノtで乙た。ノ

　臓器移植においては、臓器提供が金銭などの報酬を伴なわず、ドナーになるリスクを理解

した上で、臓器提供の意思決定ができているか、心理社会的側面からの評価が重要である。

評価のためには時間をかけて、複数の医療職がドナーにかかわり、ドナーの人間性を明らか

にする必要性が明らかになった。
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　（2）ファイナンシャル・コーディネーター

　移植を支える職種には、移植患者全員の財務を担当するファイナンシャルコーディネータ

…一・・ ｪいるということであった。今回、面接調査は行わなかったが、保険関連の情報をまとめ、

保険が有効であること、移植を受ける許可が出ていることを保険会社に問い合わせ、確認す

るということであった。

【まとめ】　　　　　　　　　，
　今回の調査を通して、米国では、生体移植がもつ本質的な問題に正面から取り組み、臓器

提供に関心を寄せるドナv・・一・・候補者が、生体移植の実態と問題を理解し、現実的な対応をする

ことができるように徹底した説明の方法と支援体制をとっていることがわかった。生体移植

を、健康の促進、疾病の予防、あるいは苦痛の緩和といった本来の医療の目的と対立するも

のとして明確に位置づけ、それゆえ、生体移植を行うには、ドナーの安全を守り、かつドナ

ー候補者が、臓器提供をするかどうかの決定を誰からも強制されないことを担保するシステ

ムの構築がなされたのである。

　移植が莫大な利益を生む医療であるという点や、年間の脳死者からの臓器提供が数千単位

で行われている点は日本と大きく異なやにせよ、生体移植に関する医療体制や具体的なケア

の方法は・我が国における生体移植に活用否童ると考える・

　特に、ニューヨークでほ生体ドナーの死亡を契機とし、生体肝移植の再評価に取り組むた

めに、州レベルの委員会が設置されたが、その際、医療専門職のみでなく、移植を受けた患

者や家族（移植手術で死亡した者の家族を含む）が参加し、その意見が生かされ、患者や家

族の意向や権利を支援する成果が得られている。その成果である報告書“Quality
Improvement　in　Living　Liver　Donation°には、レシピエントのケアに携わらないドナーの

ためだけの「独立したドナー一・・支援チーム」や、移植が、ドナーも、レシピエンドも生命を失

う可能性のある治療であることを徹底して理解させる「インフォームド・チョイス」などで

構成され、各施設ですぐ導入できるように具体的かつ詳細な内容となっている。

　例えば、日本では、誰がドナーとなるかは、家族・親族間に一任されることが多く、家族

内に様々な葛藤が生じることが報告されている4）が、前述の報告書では、ドナー候補者の適

合性を調べる医学的評価や心理社会的評価の内容は、レシピエント（多分、他の人にも）に

は知らされないことが明示されており、ドナー候補の自由な自己決定を可能な限り保障する

という指針となっている。

　また、報告書には、生体肝移植のドナーに対して、長期的にフォロ・一一・する体制をとり、移

植の評価を行うことで、生体肝移植の質向上へ取り組むことが明記されている。
　　　　　　　　　　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　今回の調査を実施した2カ所の移植施設では、報告書に示された以上に、きめ細かなケア

が行われており、その中心的な役割をクリニカル移植が遂行していた。今回の調査を通して、

生体肝移植体制、移植チームの在り方と共に、看護職が担うクリニカル移植コーディネータ

ーの役割の確立に向けて多くの示唆が得られたと考える。
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＜資料1＞

IV．インフォームド・チョイス

‘‘

mew　York　State　Committee　on　Quality　Improvement　in　Living　Liver　Donation：　　AReport　to：New　York

State　Transplant　Council　and　New　York　State　Department　of　Health” @より抜粋

A．　説明を受けた上での理解

1

2

3

4

5

6

文書および口頭による説明は平易な表現で、説明を受ける人の教育水準に従い、その人が理

解できる言語で行わなければならない。

ドナー候補者は臓器提供の手順の本質的な要素、特に手順に関連したリスクを自分が理解し

ていることを示すことができなければならない。

提供された情報を理解・吸収し、質問し、質問に対する回答を得るための十分な時間をドナ

ー候補者に与えるべきである。ドナーが情報を吸収し、質問をまとめられるようにするため

に何回かの協議が必要となることがある。

ドナー候補者に提供される文書は同意の根拠としての役割を果たすだけでなく、ドナーが将’

来参考にできるようなものでなければならない。

安全で脅威を感じることのない環境の中で自分の不安を率直に述べる機会をドナーの家族

／愛する人に与えるべきである。

ドナー候補者は移植施設による術後の長期的な経過観察および検査の必要性について理解

し、同意し、取り組む必要がある。

B．情報開示

1

2

3

4．

5

移植チームおよび独立したドナー支援チームは両チームの組織的提携をドナー候補者に明

らかにしなければならない。

ドナーとレシピエントの関係によって許容リスクの水準が変更されてはならない。

医学的精密検査が終了し、手順を続行する最終的な承認が独立したドナー支援チームから得

られた後、ドナー候補者が臓器提供の手順に関する同意書に署名する前に、ドナーが臓器提

供の決定について熟考し、再確認するための2週間の期間を設けなければならない。

英語以外の言語を話す候補者ならびに聴覚障害のある候補者には、候補者の言語および文化

を理解する家族以外の通訳を手配しなければならない。

独立したドナー支援チームのメンバー1名はドナー候補者が部分的肝切除術の同意書に署名

する現場に立ち会わなければならない。

以下の点を含む臓器提供の手順全体ならびにこれまでの経験をドナー候補者に説明しなけれ
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ばならない：

1

2

3

4．

5

6

7

8．

9

ドナー評価手順

手術手順

回復期間

短期的・長期的な経過観察

提供や移植の別の手順一

ドナーにとっての潜在的な心理的利益

ドナーおよびレシピエントの転帰に関する移植施設・外科医別の統計データ

ドナーの情報および決定の機密性

ドナーは手順のどの時点でも辞退できること

10。移植施設がドナーの健康状態を生涯にわたって追跡調査する方法に関する情報

C．　リスク

リスクについてドナー候補者に十分に説明しなければならない。

1．　身体的リスク

ドナー死亡のリスクを含む手術合併症の可能性

肝不全の可能性および肝移植の必要性

長期合併症を含む他の医学的合併症の可能性

癒痕

痙痛

疲労

腹部および／または腸の症状（例：腹部膨満、悪心）

2．　心理社会的リスク

abCdefgh 身体イメージの問題が生じる可能性

レシピエントが死亡する可能性

レシピエントの拒絶反応の可能性および再移植の必要性

レシピエントの再発性疾患（例：C型肝炎、肝細胞癌）の可能性

術後の適応障害の可能性

ドナーの家族に対する影響

レシピエントの家族に対する影響

臓器提供が生活習慣に及ぼす潜在的影響

3．　経済的リスク

　　a．　自己負担金
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養育費

失業の可能性

将来の仕事を獲得する能力に対する潜在的影響

傷病手当金の可能性ならびに関連の事務手続を完了するための援助の必要性

健康保険および生命保険の受給資格に対する影響（保険金の支払いを拒否されたり以後

の保険料が増額となったりする可能性がある）

D．　選択

1

2

3

4

5

6

7

ドナーにとっての金銭的利益はないということを可能な限り確認する。

家族やその他の人から臓器提供を強制されることはないということを確認する。

ドナーからの要請があれば、臓器提供が適当とならない場合に関する一般的見解をドナーに

提供する。臓器提供を拒否する口実にするためにドナーに関する医学情報を変造してはなら

ない。

ドナーが潜在的なリスクおよび利益について偏らない協議に参加できる知的・情緒的な能力

を有することを確認する。

レシピエントに十分な情報を提供し、レシピエントがドナーのリスクに関する理解を深めら

れるようにする。

死体移植というレシピエントの選択肢ならびにそのリスクおよび転帰に関するドナーの教

育を行う。

自分がいつでも臓器提供を辞退できるということをドナーが理解できるようにする。

E．文書化

1

2

情報開示および同意の手順は文書化しなければならない。

ドナーの機密性を守るためにドナーの医療記録はレシピエントのものとは別にしなければ

ならない。

F．　臓器提供の決定

　独立したドナー支援チームがドナーの適合性を確認したら次の評価手順に進む：医学的・心理

学的評価、家族動態の評価、社会的支援の水準に関する評価。

L　独立したドナー支援チームは自らが下した決定をドナー候補者に伝える前に、その決定につ

　　いて移植チームと協議しなければならない。

2．　ドナー候補者が臓器提供を希望しているが、独立したドナー支援チームが合意しない場合に

　　は臓器提供は行われない。独立したドナー支援チームが臓器提供に合意しない理由をドナー
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に説明しなければならない。例えば、ドナーが自分に提供された情報を吸収したり十分に検

討したりできない可能性がある、ドナーが自分の状況に関連したリスクの水準を総合的に検

討できない可能性がある、ドナー候補者のリスクとレシピエントが得る潜在的な利益とのバ

ランスが取れていない可能性があるなどの理由である。

3．　独立したドチー支援チームとドナー候補者が臓器提供に合意した場合、移植チームが最終的

　　な検討を行う。

（http：／／www．　health．　state．　ny．　us／nysdoh／liver＿donation／advocate．htm）
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　　＜資料2＞

成人生体肝移植プロセスマツプ

（Live　Adult　Liver　Donation　Process　Map）

レシピエントが成人生体肝移植の基準を満たす。

　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂ

　こ　，　　　　　tn　ゐtt

重要な情緒的っながりを持っドナ・一一…候補者が、ドナー候補者として移植施設を訪問する。

　　　げ　　ぬも　くがSi；．：l

　ドナー候補者はドナー手術を実施する予定の外科医との最初の会議を行う。

一wpa－”

　ドナー候補者は独立したドナー支援チームの評価を受ける。

独立したドナー支援チームは、

　・インフォームドチョイスの手順を体系化し、ドナー候補者の利益および健康を守る。

　・手術について説明するとともに、手順に伴う医学的、心理社会的、経済的な意味につい

　　て説明する。

　・　ドナ・・一一・・候補者をドナー経験者に紹介する。

　・　ドナー候補者の知的・情緒的な能力を評価する。

　・　ドナーに関する独自の医学的・心理社会的評価を実施する。

　・　ドナV－・一一候補者の選択は自由意志によるものであり、決定には金銭的補償が伴わないこと

　　を確認する。

噸謬卸

独立したドナー支援チームが判断を下す：

・不可の場合、手順は終了する。

・可の場合、ドナーは移植チームによる追加的な評価を受ける。

鰯轡狸
ドナー候補者は、移植チv・一一…ムから求められる追加的な医学的評価および手術に関する評価

を受ける。

・提供が禁忌となっている場合、手順は終了する。

・提供の条件をクリアし、レシピエントが成人生体肝移植の基準を満たした場合、手順を
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続行する。

ドナv・一一一候補者には決定を下すための十分な検討および再確認のための時間として2週間が

与えられる。、

’総雛灘：t

ドナー候補者が同意書に署名する。独立したドナー支援チームのメンバーはドナー候補者

署名の立会人となる。

　　　L　　　ゑ　が　　　　．

ドナー手術が施行される。

・成人生体肝移植の経験がある2名の肝移植所属外科医が手順の場に居合わせる。

・3人目の肝移植外科医はレシピエントの手術室にいる。

・手術・麻酔チームの必要条件が満たされる。

・・etS　嚢騰難妻繍季熱　　s

第0日～第1日：

・　ドナーは初期回復のために集中治療室または麻酔後回復室に移される。

・患者と正看護師の比率は1：2

畷響夢鍵

第2日一転床：状態が安定している場合、集中治療室または麻酔後回復室から転床となる：

・　ドナーの状態が安定しており、転床が許可された場合、ドナーは移植ユニットに移る。

・患者と正看護師の比率は1：4

・　ドナーは有資格の肝移植所属外科医によって少なくとも毎日評価される。

・痺痛管理が優先される。

・PGY2またはそれより高位の医師あるいは医師助手／ナースプラクティショナーによる

　週7日・1日24時間の継続的な医療サービス（勤務外時間のシフトも含む）

・正看護師によって確認された異常なバイタルサインや徴候・症状を有するドナーについ

　ては直ちに評価が行われ、30分以内に上級医局員に通知される。

…轍灘躍澱鎌灘轡

ドナー一・・は鎮痛薬および以下に関する情報を受け取って退院する
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許可される活動および制限される活動

食事

創傷ケア

問題発生時の24時間受付の電話番号

家族への説明

経過観察：

・外科医による術後の診察

・　ドナーのかかりつけ医との調整

・　ドナー自身の認識

・　ドナーの身体的状態の定期的な検査

・州および／または国の登録リストに提出したデータ
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＜資料3＞

「生体肝移植評価ガイドライン（Living　Liver　Donor　Evaluation　Guidelines）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OPTN／UNOS　（抜粋）

1．　レシピエントの評価

　　a．生体肝移植のレシピエント候補者は、移植から利益が期待できる患者でなければな

　　らない。

b．生体肝移植のレシピエント候補者に対しては、脳死肝移植のレシピエントと同様な

　　評価プロセスを行わなければならない。

c．　生体肝移植のレシピエント候補者は、移植を行う医療機関の肝移植絶対除外基準に

　　該当してはならない。

2．　ドナーの評価

　　a．　ドナ・・一・一・チーム

　　　　①ドナv・一一・の安全は最優先事項である。

　　　　②レシピエントの治療や意志決定と関係のないメンバーを1名以上含む。

　　　　③　本プログラムでは、少なくとも次の職種からなるドナーチームをドナー候補に

　　　　　　提供する。

　　　　　　1．医師／外科医

　　　　　　2．移植コーディネーター／ナースクリニシャン

　　　　　　3．医療ソーシャルワーカー

　　　　　　4．精神科医または心理療法士（必要に応じて）

　　　　　　5．倫理担当者／聖職者（必要に応じて）

　　　　④チームの立場はドナー評価の結果によって左右されるものではない。

　　　　⑤　チームは十分な医療知識を有し、当該医療機関の経験と実績を熟知し、これら

　　　　　　の情報をドナー候補者に適切に説明する。

　　　　⑥　チームはドナー評価の経験を持っていなければならない。

⑦チームの機能は次のとおりである。

　　1．肝臓提供のリスクと利益にっいてドナー候補者に説明する。

　　2．家族からの圧力、障害が残る懸念、精神的、感情的な圧力などについて、ド

　　　ナーにカウンセリングを行いドナーを支援する。

　　3．ドナーは自ら進んで肝臓を提供しようとするのであり、移植を行う医療機関

　　　の内外からの圧力によって提供するのではないことを確認する。

　　4．ドナーが肝臓提供を取りやめる機会を提供する。

⑧　チームのメンバーは、ドナー一…を評価する問にドナー候補の指名とは別の機会を

　　設けて少なくとも1回ドナーに面接する。このとき候補者は参加しない。
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b．　医学的評価：主治医と執刀医は全ドナー候補について検討する。

C．

d

e．

精神医学的および社会的な検討

①　移植や生体からの臓器提供に関して熟知した精神医学専門家が、ドナー候補に

　　ついて次の点を評価する。

　　1．心理社会的な履歴

　　2．ドナーとレシピエントの関係。不当な圧力がかかっていないかどうかの評価。

　　3．精神障害の有無。問題がある場合は精神科医または心理学者の面接をすぐに

　　　行う。

　　4．臓器提供の動機として金銭的インセンティブがないか。

　　5．過去に身体的または性的虐待を受けていないか、現在の時点で薬物濫用がな

　　　いか。

放射線学的評価

①　ドナーにX線検査を行って次の事項を確認する。

　　1．ドナーの肝臓はレシピエントに適した大きさの移植片を提供できる十分な

　　　体積があるか。

　　2．手術直後にドナーの身体を維持するのに十分な大きさの肝臓が残るか。

　　3．ドナーの肝臓の血管解剖学的な位置を確認して、移植片およびドナーの体内

　　　に残る月刊蔵に十分な血液が循環することを確認する。

麻酔評価

①　ドナー候補に対し、肝臓移植麻酔の経験を持つ麻酔担当医が評価し、術後の痺

　　痛について相談できるようにする。

（http：／／www．　unos．　org／ContentDocuments／Living＿Liver＿Donor＿Evaluation＿Guidelines2（1）．pdf）
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クリニカル移植コーディネv・…一一tbタv…“…の

役割と今後の課二題



第5章

クリニカル移植コーディネーターの役割に関する今後の課題

　本研究において、生体肝移植医療における「クリニカル移植コv・一・‘ディネーターの活動」

と「クリニカル移植コーディネータ・・一一・・が抱える課題」が明らかになった。生体肝移植は今

後、継続し、増加することも予測される。これらの結果から、以下の課題が導かれた。

　1．生体肝移植においてドナー候補者が、ドナーとなる（ならない）ことを決定する過

程において、誰からも強制されず、自由な意思決定を行うことができるシステムを構築す

る。

2．生体肝移植医療において、移植チ・・一・…ムという概念について検討し、ドナーやレシピエ

ントに対して質の高いケアを提供するには、どのような構成メンバーとし、どのように機

能することが必要かを明らかにする。

　3．ドナーとレシピエントに対して質の高いケアを提供するために、移植チームにおけ

る移植コーディネーターの役割・機能を明確にする。

　4．クリニカル移植コーディネーターに求められる資質や能力から、クリニカル移植コ

ーディネーターの資格条件を明確化し、育成のための教育プログラムを作成する。

　5．生体移植におけるインフォ・・－iムド・コンセント（または、インフォームド・チョイ

ス）及び情報提供（情報公開）の在り方を検討する。

6．移植医療における看護の方法を体系化する。
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1．　　ICN看護師の倫理綱領

　　　　　　　（2005年改訂国際看護師協会）

ll．　　看護i者の倫理綱領（2003年日本看護協会）

皿．　　日本：臓器の移植に関する法律

rv　一一　1．日本移植学会倫理指針

IV－2．生体腎移植の提供に関する補遺



ICN看護師の倫理綱領 2005年改訂版　国際看護師協会1

（http：／／www．　nurse．　or．　jp／nursing／practice／rinri／pdf／icncodejapanese2005．　pdfより、下線は研究者による）

1．看護師と人々

・看護師の専門職としての第一義的な責任は、看護を必要とする人々に対して存在する。

・看護師は、看護を提供するに際し、各個人および家族、地域社会の人権や価値観、習慣、精神的信

念が尊重されるような環境の実現を促す。

・看護師は、個人がケアや治療に同意する上で、十分な情報を確実に得られるようにする。

・看護師は、他人の個人情報を守秘し、これを共有する場合には適切な判断に基づいて行う。

・看護師は、一般社会の人々（とくに弱い立場にある人々）の健康上のニーズおよび社会的ニー

ズを満たすための行動を開始・支援する責任を、社会と分かち合う。

・看護師はさらに、自然環境を枯渇や汚染、劣化、破壊から保護し維持する責任を、社会と分か

ち合う。

2．看護師と実践

・看護師は、看護業務および、継続的学習による能力の維持に関して、個人として責任と責務

を有する。

・看護師は、自己の健康を維持し、ケアを提供する能力が損なわれないようにする。

・看護師は、責任を引き受け、または他へ委譲する場合、自己および相手の能力を正しく判断

する。

・看護師はいかなるときも、看護職の信望を高めて社会の信頼を得るように、個人としての品

行を常に高く維持する。

・看護師は、ケアを提供する際に、テクノロジーと科学の進歩が人々の安全および尊厳、権利

を脅かすことなく、これらと共存することを保証する。

3．看護師と看護専門職

・看護師は、看護実践および看護管理、看護研究、看護教育の望ましい基準を設定し実施する

　ことに主要な役割を果たす。

・看護師は、研究に基づき、看護の中核となる専門的知識の開発に積極的に取り組む。

・看護師は、その専門職組織を通じて活動することにより、看護における正当な社会的経済的

労働条件の確立と維持に参画する。

4．看護師と共働者

・看護師は、看護および他分野の共働者と協力関係を維持する。

・看護師は、個人、家族や社会に対するケアが共働者あるいは他の者によって危険にさらされ

ているときは、その人を安全に保護するために適切な処置をとる。
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看護者の倫理綱領 2003年日本看護協会

（http：／／ww．　nurse．　or．　jp／nursing／practice／rinri／pdf／rinri．pdfより、下線は研究者による）

前文

　人々は、人間としての尊厳を維持し、健康で幸福であることを願っている。看護は、このような人

間の普遍的なニーズに応え、人々の健康な生活の実現に貢献することを使命としている。

　看護は、あらゆる年代の個人、家族、集団、地域社会を対象とし、健康の保持増進、疾病の予防、

健康の回復、苦痛の緩和を行い、生涯を通してその最期まで、その人らしく生を全うできるように援

助を行うことを目的としている。

　看護者は、看護職の免許によって看護を実践する権限を与えられた者であり、その社会的な責務を

果たすため、看護の実践にあたっては、人々の生きる権利、尊厳を保つ権利、敬意のこもった看護を

受ける権利、平等な看護を受ける権利などの人権を尊重することが求められる。

　日本看護協会の『看護者の倫理綱領』は、病院、地域、学校、教育・研究機関、行政機関など、あ

らゆる場で実践を行う看護者を対象とした行動指針であり、自己の実践を振り返る際の基盤を提供す

るものである。また、看護の実践について専門職として引き受ける責任の範囲を、社会に対して明示

するものである。

条文

1．看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。

2．看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経済的状態、

　　ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々に平等に看護を提供する。

3．看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する。

4．看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する。

5．看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場合は

　　適切な判断のもとに行う。

6．看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされているときは、人々

　　を保護し安全を確保する。

7．看護者は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人としての責任をもつ。

8。看護者は、常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。

9．看護者は、他の看護者及び保健医療福祉関係者とともに協働して看護を提供する。

10．看護者は、より質の高い看護を行うために、看護実践、看護管理、看護教育、看護研究の望まし

　　い基準を設定し、実施する。

11．看護者は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄与す

　　る。

12．看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の心身の健康の保持増進に努める。

13．看護者は、社会の人々の信頼を得るように、個人としての品行を常に高く維持する。

14．看護者は、人々がよりよい健康を獲得していくために、環境の問題について社会と責任を共有す

　　る。

15．看護者は、専門職組織を通じて、看護の質を高めるための制度の確立に参画し、よりよい社会づ

　　くりに貢献する。
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日本：臓器の移植に関する法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成九年七月十六日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法律第百四号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第百四十回通常国会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二次橋本内閣

　　臓器の移植に関する法律をここに公布する。
　臓器の移植に関する法律
　（目的）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　第一条　この法律は、臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能
　に障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植術
　（以下単に「移植術」という。）に使用されるための臓器を死体から摘出すること、臓器
　売買等を禁止すること等につき必要な事項を規定することにより、移植医療の適正な実
　施に資することを目的とする。
　（基本的理念）

　第二条　死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供
　に関する意思は、尊重されなければならない。
2　移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。
3　臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるも
　のであることにかんがみ、移植術を必要とする者に対して適切に行われなければならな
　い。

4　移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮され
　なければならない。
　（国及び地方公共団体の責務）
　第三条　国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な措
　置を講ずるよう努めなければならない。
　（医師の責務）

　第四条　医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、
　移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなけ
　ればならない。
　（定義）

　第五条　この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働

　省令で定める内臓及び眼球をいう。
　（平一一法一六〇・一部改正）
　（臓器の摘出）

　第六条　医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思
　を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出
　を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための
　臓器を、死体（脳死した者の身体を含む。以下同じ。）から摘出することができる。

2　前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための
　臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに

　至ったと判定されたものの身体をいう。
3　臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第一項に規定する意思の表示に併せて前項
　による判定に従う意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた
　その者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないときに限り、行うことができる。
4　臓器の摘出に係る第二項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有
　する二人以上の医師（当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出
　し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。）の一般に認められて
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　いる医学的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、
　行われるものとする。
5　前項の規定により第二項の判定を行った医師は、厚生労働省令で定めるところにより、
　直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。
6　臓器の摘出に係る第二項の判定に基づいて脳死した者の身体から臓器を摘出しようと
　する医師は、あらかじめ、当該脳死した者の身体に係る前項の書面の交付を受けなけれ
　ばならない。

　（平一一法一六〇・一部改正）
　（臓器の摘出の制限）

　第七条　医師は、前条の規定により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当
　該死体について刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）第二百二十九条第一項の検
　視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、当該手続が終了した後でなければ、
　当該死体から臓器を摘出してはならない。
　（礼意の保持）

　第八条　第六条の規定により死体から臓器を摘出するに当たっては、礼意を失わないよ
　う特に注意しなければならない。
　（使用されなかった部分の臓器の処理）
　第九条　病院又は診療所の管理者は、第六条の規定により死体から摘出された臓器であ
　って、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処
　理しなければならない。
　（平一一法一六〇・一部改正）

　（記録の作成、保存及び閲覧）

　第十条　医師は、第六条第二項の判定、同条の規定による臓器の摘出又は当該臓器を使
　用した移植術（以下この項において「判定等」という。）を行った場合には、厚生労働省
　令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。
2　前項の記録は、病院又は診療所に勤務する医師が作成した場合にあっては当該病院又
　は診療所の管理者が、病院又は診療所に勤務する医師以外の医師が作成した場合にあっ
　ては当該医師が、五年間保存しなければならない。
3　前項の規定により第一項の記録を保存する者は、移植術に使用されるための臓器を提
　供した遺族その他の厚生労働省令で定める者から当該記録の閲覧の請求があった場合に
　は、厚生労働省令で定めるところにより、閲覧を拒むことについて正当な理由がある場
　合を除き、当該記録のうち個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚
　生労働省令で定めるものを閲覧に供するものとする。
　（平一一法一六〇・一部改正）
　（臓器売買等の禁止）

　第十一条　何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したこ
　との対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならな
　い。

2　何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの対
　価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
3　何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けるこ
　とのあっせんをすること若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与
　を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
4　何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けるこ
　とのあっせんを受けること若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を
　供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
5　何人も、臓器が前各項の規定のいずれかに違反する行為に係るものであることを知っ
　て、当該臓器を摘出し、又は移植術に使用してはならない。
6　第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘
　出、保存若しくは移送又は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための
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　臓器を提供すること若しくはその提供を受けること又はそれらのあっせんをすることに
　関して通常必要であると認められるものは、含まれない。
　（業として行う臓器のあっせんの許可）

　第十二条　業として移植術に使用されるための臓器（死体から摘出されるもの又は摘出
　されたものに限る。）を提供すること又はその提供を受けることのあっせん（以下「業と
　して行う臓器のあっせん」という。）をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
　により、臓器の別ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2　厚生労働大臣は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合に
　は、同項の許可をしてはならない。
　　営利を目的とするおそれがあると認められる者
二　業として行う臓器のあっせんに当たって当該臓器を使用した移植術を受ける者の選択
　を公平かつ適正に行わないおそれがあると認められる者
　（平一一法一六〇・一部改正）
　（秘密保持義務）

　第十三条　前条第一項の許可を受けた者（以下「臓器あっせん機関」という。）若しくは
　その役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、業として行う
　臓器のあっせんに関して職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
　（帳簿の備付け等）

　第十四条　臓器あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、そ
　の業務に関する事項を記載しなければならない。
2　臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければなら
　ない。

　（平一一法一六〇・一部改正）
　（報告の徴収等）

　第十五条　厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器
　あっせん機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、臓器ありせん機関
　の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ
　ることができる。

2　前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
　関係者に提示しなければならない。

3　第一項の規定による立入検査及び質問をする権限は、犯罪捜査のために認められたも
　のと解してはならない。
　（平一一法一六〇・一部改正）
　（指示〉

　第十六条　厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器
　あっせん機関に対し、その業務に関し必要な指示を行うことができる。
　（平一一法一六〇・一部改正）
　（許可の取消し）

　第十七条　厚生労働大臣は、臓器あっせん機関が前条の規定による指示に従わないとき
　は、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。
　（平一一法一六〇・一部改正）
　（経過措置）

　第十八条　この法律の規定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合において
　は、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に
　おいて、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
　（平一一法一六〇・一部改正）

　（厚生労働省令への委任）
　第十九条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律
　の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
　（平一一法一六〇・一部改正）
　（罰則）
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　第二十条　第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の懲役若し
　くは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2　前項の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第三条の例に従う。
　第二十一条　第六条第五項の書面に虚偽の記載をした者は、三年以下の懲役又は五十万
；円以下の罰金に処する。

2　第六条第六項の規定に違反して同条第五項の書面の交付を受けないで臓器の摘出をし
　た者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条　第十二条第一項の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした
者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十三条　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

　　第九条の規定に違反した者
＿　第十条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又

は同条第二項の規定に違反して記録を保存しなかった者
　　第十三条の規定に違反した者
四　第十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の
　記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
五　第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定
　による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し
　て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
2　前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
　第二十四条　法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下こ
　の項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その
　他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十条、第二十二条及び前条（同条第一一一．．

　項第三号を除く。）の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
　しても、各本条の罰金刑を科する。
2　前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその
　訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴
　訟に関する法律の規定を準用する。
　第二十五条　第二十条第一項の場合において供与を受けた財産上の利益は、没収する。
　その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
　附　則　抄
　（施行期日）

　第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
　（検討等）

　第二条　この法律による臓器の移植については、この法律の施行後三年を目途として、
　この法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づい
　て必要な措置が講ぜられるべきものとする。
2　政府は、ドナーカードの普及及び臓器移植ネットワークの整備のための方策に関し検
　討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3　関係行政機関は、第七条に規定する場合において同条の死体が第六条第二項の脳死し
　た者の身体であるときは、当該脳死した者の身体に対する刑事訴訟法第二百二十九条第
　一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続と第六条の規定による当該脳死した者の身体
　からの臓器の摘出との調整を図り、犯罪捜査に関する活動に支障を生ずることなく臓器
　の移植が円滑に実施されるよう努めるものとする。
　（角膜及び腎じん臓の移植に関する法律の廃止）

第三条　角膜及び腎じん臓の移植に関する法律（昭和五十四年法律第六十三号）は、廃止す
　る。

　（経過措置）

第四条　医師は、当分の間、第六条第一項に規定する場合のほか、死亡した者が生存中
に眼球又は腎じん臓を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示してい

　る場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該眼
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　球又は腎じん臓の摘出について書面により承諾しているときにおいても、移植術に使用さ
　れるための眼球又は腎じん臓を、同条第二項の脳死した者の身体以外の死体から摘出する
　ことができる。
2　前項の規定により死体から眼球又は腎じん臓を摘出する場合においては、第七条中「前

　条」とあるのは「附則第四条第一項」と、第八条及び第九条中「第六条」とあるのは「附
　則第四条第一項」と、第十条第一項中「同条の規定による」とあるのは「附則第四条第
　一項の規定による」と読み替えて、これらの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を
　適用する。

　第五条　この法律の施行前に附則第三条の規定による廃止前の角膜及び腎じん臓の移植
　に関する法律（以下「旧法」という。）第三条第三項の規定による遺族の書面による承諾
　を受けている場合（死亡した者が生存中にその眼球又は腎じん臓を移植術に使用されるた
　めに提供する意思がないことを表示している場合であって、この法律の施行前に角膜又
　は腎じん臓の摘出に着手していなかったときを除く。）又は同項ただし書の場合に該当し
　ていた場合の眼球又は腎じん臓の摘出にっいては、なお従前の例による。
　第六条　旧法第三条の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる眼球又
　は腎じん臓の摘出に係る旧法第三条の規定を含む。次条及び附則第八条において同じ。）
　により摘出された眼球又は腎じん臓の取扱いについては、なお従前の例による。
　第七条　旧法第三条の規定により摘出された眼球及び腎じん臓であって、角膜移植術又は
　腎じん臓移植術に使用されなかった部分の眼球又は腎じん臓のこの法律の施行後における

　処理については、当該摘出された眼球又は腎じん臓を第六条の規定により死体から摘出さ
　れた臓器とみなし、第九条の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。
　第八条　旧法第三条の規定により摘出された眼球又は腎じん臓を使用した移植術がこの
　法律の施行後に行われた場合における当該移植術に関する記録の作成、保存及び閲覧に
　ついては、当該眼球又は腎じん臓を第六条の規定により死体から摘出された臓器とみなし、
　第十条の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。

　第九条　この法律の施行の際現に旧法第八条の規定により業として行う眼球又は腎じん
　臓の提供のあっせんの許可を受けている者は、第十二条第一項の規定により当該臓器に
　ついて業として行う臓器のあっせんの許可を受けた者とみなす。
　第十条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
　よる。

　第十一条　健康保険法（大正十一年法律第七十号）、国民健康保険法（昭和三十三年法律第
　百九十二号）その他政令で定める法律（以下「医療給付関係各法」という。）の規定に基づ
　く医療（医療に要する費用の支給に係る当該医療を含む。以下同じ。）の給付（医療給付関
　係各法に基づく命令の規定に基づくものを含む。以下同じ。）に継続して、第六条第二項
　の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は当該医療給付関
　係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなす。
2　前項の処置に要する費用の算定は、医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付に係
　る費用の算定方法の例による。
3　前項の規定によることを適当としないときの費用の算定は、同項の費用の算定方法を
　定める者が別に定めるところによる。
4　前二項に掲げるもののほか、第一項の処置に関しては、医療給付関係各法の規定に基
　づく医療の給付に準じて取り扱うものとする。

○中央省庁等改革関係法施行法（平成一一法律一六〇）抄
　（処分、申請等に関する経過措置）
　第千三百一条　中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称する。）

　の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その
　他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等
　の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がし
　た免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
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2　改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申
　請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後
　は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされ
　た申請、届出その他の行為とみなす。
3　改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出そ
　の他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にそ
　の手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係
法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機

　関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項にっいて
その手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用す

　る。

　（従前の例による処分等に関する経過措置）

第千三百二条　なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がす
べき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の
国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがある

　もののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくそ
の任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は
相当の国の機関に対してすべきものとする。

　（罰則に関する経過措置）

第千三百三条　改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお
従前の例による。

　（政令への委任）

第千三百四十四条　第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並び
に中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措
置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄
（施行期日）

第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

　第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正
する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百
二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定　公布の日
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日本移植学会倫理指針改定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「序文」

　移植医療を通して人々の生命を守り、生活の質を向上させることに寄与することが、この分野の医

療従事者の使命である。この使命を果たすために、新しい技術を開発し普及させることは、国民から

移植医療に携わる者に付託された責務と考える。この医療は、日本国憲法で保障される生存権、幸福

追求権によって裏付けられるものであり、臓器（腎臓、心臓、肺臓、肝臓、膵臓、小腸など）、組織（角

膜、皮膚、骨、血管、心臓弁、膵島など）、細胞（造血幹細胞、肝細胞、体性幹細胞など）の移植につ

いては国際的に普及しており、その多くはわが国においても一般医療として位置づけられるようにな

っている。

しかし、移植医療には、通常の医療としての諸問題以外に、臓器、組織または細胞の提供者（ドナー）

を必要とするという特殊性があり、それに随伴する倫理的な配慮が不可欠である。

　また、新しい医療技術の開発は、それによって現在、直接に得られる効果のみならず、その技術が

将来にわたって人類に及ぼす影響についても、慎重に考慮されなければならない。さらに、その技術

を人体に応用する揚合には、その対象となる人の人権を保障することを前提としなければならない。

　一方、死体から提供された臓器は厚生労働大臣が認可した斡旋機関（日本臓器移植ネットワーク）

を介して、公平、公正の原則に則り、治療を必要とする最適者に提供されなければならず、移植医療

に直接従事する医師がその最適者を独断で決定することがあってはならない。

　また、述べるまでもないが、臓器等のドナーに対しては、その生死を問わず常に敬度なる礼意をも

って接しなければならない。

尚、本倫理指針は臓器移植について適用されるものであり、組織移植、細胞移植については別途にそ

れぞれ倫理指針に従うものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「本文」

〔一〕死体臓器移植

臓器移植の望ましい形態は、死体からの移植である。臓器の提供は、原則として社会全体に対する

ものであり、適正に活用されなければならない。移植の実施にあたっては、「臓器の移植に関する法律

（1997年10．月）」を遵守して行う。

（1）移植医は、脳死の判定に関与してはならない。

（2）臓器の配分は、日本臓器移植ネットワークを通して臓器ごとに作成された選択基準に基づき公

　　　平、公正に決定されなければならない。

（3）患者（レシピエント）の移植適応にっいては、各臓器の適応を検討する専門委員会により決定

　　　される。

（4）レシピエントからインフォームド・コンセントを得る場合には、説明内容にドナー臓器摘出時

　　　の諸条件まで含め、書面にて移植の同意を得なければならない。

（5）レシピエントからインフォームド・コンセントを得る場合には、レシピエントにおける移植治

　　療による効果と危険性について説明し、書面にて移植の同意を得なければならない。意識のな

　　　い患者においては代諾者の同意を得るものとする。

（6）レシピエントが未成年者の場合には、親権者からインフォームド・コンセントを得る。ただし、

　　　可能なかぎり未成年者のレシピエント本人にも分かりやすい説明を行い、可能であれば本人の

　　署名を同意書に残すことが望ましい。

〔二〕生体臓器移植
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（1）健常であるドナーに侵襲を及ぼすような医療行為は本来望ましくないと考える。とくに、臓器

　　の摘出によって、生体の機能に著しい影響を与える危険性が高い場合には、これを避けるべき

　　である。

　1．例外としてやむを得ず行う場合には、国際社会の通念となっているWHO勧告（1991年）、

　　　国際移植学会倫理指針。（1994年）、厚生省公衆衛生審議会による「臓器の移植に関する法

　　　律」の運用に関する指針（ガイドライン）（1997年）などを参考にして、ドナーに関して

　　　は以下のことを遵守する。

　（1）親族に限定する。親族とは6親等以内の血族と3親等以内の姻族を指すものとする。

　（2）親族に該当しない場合においては、当該医療機関の倫理委員会において、症例毎に個別に承認

　　　を受けるものとする。その際に留意すべき点としては、有償提供の回避策、任意性の担保など

　　　があげられる。また、実施を計画する場合には日本移植学会に意見を求めるものとする。日本

　　　移植学会は倫理委員会において当該の親族以外のドナーからの移植の妥当性について審議し

　　　て、その是非についての見解を当該施設に伝えるものとするが、最終的な実施の決定と責任は

　　　当該施設にあるものとする。

　　（3）提供は本人の自発的な意思によって行われるべきものであり、報酬を目的とするものであって

　　　はならない。

　　（4）提供意思が他からの強制ではないことを家族以外の第三者が確認をする。「第三者」とは移植

　　　医療に関与していない者で、提供者本人の権利保護の立場にある者を指す。

　　（5）ドナーへのインフォームド・コンセントに際しては、ドナーにおける危険性と同時に、レシピ

　　　エント患者の手術において推定される成功の可能性について説明を行わなければならない。

　　（6）未成年者ならびに精神障害者は対象としない。ただし、以下の条件が満たされていれば、特例

　　　として提供下限年齢未満の未成年者（16歳以上20歳未満の者）からの臓器提供が認められる

　　　場合がある。

　　　・ドナーが成人に匹敵する判断能力を有していることが精神科医等によって認められているこ

　　　　と。

　　　・ドナーが充分な説明を受けた上で書面に同意していること。

　　　・当該医療機関の倫理委員会が個別の事例としてドナーとなることを承認していること。

　（7）いわゆるドミノ移植の一次レシピエントは、「生体移植のドナー」として扱うが、当該医療機関

　　　の倫理委員会が個別の移植およびドナーとして承認を受けるものとする。

（2）患者の移植適応の決定とインフォームド・コンセント

　（1）患者の移植適応については、死体臓器移植に準じて行わなければならない。

　（2）レシピエントからインフォームド・コンセントを得る場合には、ドナ・一・一一一における危険性および、

　　　レシピエントにおける移植治療による効果と危険性について説明し、書面にて移植の同意を得

　　　なければならない。意識のない患者においては、代諾者の同意を得るものとする。

　（3）レシピエントが未成年者の場合には、親権者からインフォームド・コンセントを得る。ただし、

　　　可能なかぎり未成年者のレシピエント本人にも分かりやすい説明を行い、可能であれば本人の

　　　署名を同意書に残すことが望ましい。

〔三〕異種移植

異種移植は、移植医療における新しい技術開発として価値あるものと判断する。ただし、現時点で

は、異種動物由来の未知の病原体による感染などの不測の事態が起きることもあり、その実施につい

ては慎重でなければならない。

　異種移植の実施を計画する場合には、以下の条件を満たした上で日本移植学会に実施について意見

を求めるものとする。

　（1）臨床応用の前に厳密な動物実験が反復され、成功の可能性が示されていること。
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（2）厚生労働省による「異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」（2002年

　7月）を遵守して実施することとする。特に、施設内の体制が整備され、倫理委員会の審査を

　経て施設長が承認していること。日本移植学会は倫理委員会において当該異種移植の妥当性に

　っいて審議して、その是非についての見解を当該施設に伝えるものとするが、最終的な実施の

　決定と責任は当該施設にあるものとする。

〔四〕医療情報の登録と患者個人情報の保護

　医療の現場では患者の個人情報や医療情報を適切に扱うことが求められる。移植医療において留意

すべき情報の管理についての指針を示す。

　（1）疫学研究

　　　医療技術は経験の集積と情報の科学的解析によって進歩していることはいうまでもない。移植

　　　医療においては、治療を受けるレシピエントのみならず臓器を提供するドナーの医療情報を登

　　　録して解析が行われる。学会等を介して行われる疫学調査においては、厚生労働省・文部科学

　　　省合同の「疫学研究に関する倫理指針」（2002年6月）と厚生労働省の「臨床研究に関す

　　　る倫理指針」（2003年7月）を遵守して行わなければならない。

（2）ヒトゲノム・遺伝子解析研究

　　　移植に関する医療や研究のためにレシピエントおよびドナv－一・の検査試料を用いて遺伝子検査を

　　　実施する場合には、厚生労働省・文部科学省・経済産業省3省合同の「ヒトゲノム・遺伝子解

　　　析研究に関する倫理指針」（2001年4月）を遵守して行なわなければならない。

　　　（1）レシピエントとドナーの間の組織適合（HLA型）を遺伝子レベルで検査する場合には、事

　　　　前にレシピエントならびにドナーに説明を行い、移植前に書面にて同意を得ておくことが望

　　　　ましい。

　　　（2）移植成績向上のためにHLA以外の遺伝子検査を行う場合、および、採取した血液、組織、

　　　　臓器の一部または全部を保存する場合には、事前にレシピエントならびにドナーに説明を行

　　　　い、書面にて同意を得ておかなければならない。

　　　（3）移植成績向上のために、事前に同意した検査項目以外の解析を行う場合には、改めて該当す

　　　　る試料提供者の同意を取得することとする。ただし、本人の同意取得が困難な場合には、解

　　　　析実施者が所属する施設の倫理委員会の承認と施設長の許可を得なければならない。

〔五〕その他

（1）臓器の売買の禁止

　　（1）人の臓器は商取引の対象とはなりえない。したがって、臓器に対する対価の授受は禁止する。

　　　とくに以下の事項を遵守することを求める

　　（2）いかなる理由があろうとも、売買された臓器の移植を行ってはならない。

　　（3）国内外を問わず売買に関与している医療施設や、医療関係者および臓器の売買を斡旋するも

　　　のに患者を紹介することを禁じる。

　　（4）海外の医療施設に移植目的で患者を紹介する場合には、売買された臓器によって移植が行わ

　　　れないことを確認しなければならない。

（2）受刑中であるか死刑を執行された者からの移植の禁止

　　（1）受刑中の者、あるいは死刑を執行された者からの移植は、ドナーの自由意思を確認すること

　　　が困難であることから、国内外を問わず禁止する。

　　（2）海外の医療施設に移植目的で患者を紹介する場合には、受刑中や死刑を執行された者からの

　　　臓器によって移植が行われないことを確認しなければならない。

（3）本倫理指針に定める禁止条項に違反した場合の処分は、倫理委員会の議を経て、理事会にて処

　　分案を作成し、総会にて決定する。
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参考

　（1）WHOヒト臓器移植に関する指針（1991年5月13日）

　（2）世界医師会、ヘルシンキ宣言。（1963年採択、1975年、1983年、2000年改訂）

　（3）国際移植学会倫理指針。（1994年、京都）

　（4）臓器の移植に関する法律。（1997年10月）

　（5）「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイドライン）。（1997年10月）

　（6）ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針。（厚生労働省・文部科学省・経済産業省3省合

　　同、2001年4月）
　（7）疫学研究に関する倫理指針。（厚生労働省・文部科学省合同、2002年6月）

　（8）異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針（2002年7月）

（9）ヒト組織を利用する医療行為の倫理的問題に関するガイドライン。（日本組織学会・日本移植学

　　会、2002年8月）
　（10）臨床研究に関する倫理指針（厚生労働省、2003年7月）

本倫理指針は、平成15年10．月26日の日本移植学会理事会ならびに評議員会にて採択され、平成

　15年10月27日の総会にて承認された。

本倫理指針は平成　6年11月24日より施行される。

本倫理指針は平成15年10月28日より改正される

　　Page　Copyright（C）2001－2004日本移植学会All　Rights　Reserved．

　　Mail：1shoku　bcasi．or．i

出典

htt：〃www」bcas°．or．’／’st／news／ethical　ideO2．htm
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生体腎移植の提供に関する補遺 （http：／／www．　asas．　or．　jp／jst／pdf）

①提供者の「自発的意思」の確認：日本移植学会・倫理指針（平成15年10月改訂）に定める「家族以外

　の第三者による確認」を必要とする。第三者とは、「倫理委員会が指名する精神科医などの者」と

　する。

②提供者の「本人確認」：同一世帯であれば基本的に保険証で確認可能であるが、別世帯の家族や親族、

　姻族となった場合、「顔写真っきの公的証明書」で確認する。主治医は確認したことを診療録に記

　載する。「顔写真っきの公的証明書」を所持していない場合は、倫理委員会に本人確認のための資

　料を提出し、倫理委員会が本人確認を決定する。

③提供者と移植希望者との間に金銭授受などの利益供与が疑われる場合は、即座に提供に至るプロセ

　スを中止する。

生体腎移植実施までの手順

○提供者は親族に限定する。親族とは6親等以内の血族と3親等以内の姻族とする。

○親族に該当しない場合においては、当該医療機関の倫理委員会において、症例毎に個別に承認を受

　けるものとする。

　その際に留意すべき点としては、有償提供の回避策、任意性の担保などがあげられる。また、実施

を計画する場合には日本移植学会に意見を求めるものとする。日本移植学会は倫理委員会において当

該の親族以外のドナーからの移植の妥当性について審議して、その是非についての見解を当該施設に

伝えるものとするが、最終的な実施の決定と責任は当該施設にあるものとする。

○主治医（外来担当の移植医）が提供候補者に腎移植提供手術について文書を用いて説明する。この文

　書には、術前・術後の危険性についての詳細な内容が記載されている必要がある。

○提供候補者は腎提供に関する十分な知識を得た後で「腎提供の承諾書」に署名する。そのために、

1）提供候補者が十分な時間をかけて意思決定出来るよう、一且説明文書を持ち帰り考慮期間を設ける

ヒと、2）提供候補者が質疑応答によって腎提供に関する十分な知識を得ることができる医療相談体制

を整えること。それには主治医だけではなく、レシピエント移植コーディネーターや看護師、臨床心

理士、MSW（メディカルソーシャルワーカー）などによる提供候補者の意思決定を支援できる医療体制を

整備する。

○提供候補者は自発的意思で提供するという同意の上で、「生体腎移植提供承諾書」に署名する。その

　際、提供候補者の家族も、提供することを理解していること。

○最終的な提供候補者の自発的意思の確認は第三者による面接によって行う。その上で、第三者によ

　る「提供候補者の自発的意思の確認」を得る。

　提供候補者が複数の場合も同様の手順とする。

○組織適合性検査および提供候補者の全身状態、腎機能を検査する。この時点で提供者として不適格

　であることが判明した場合は主治医（外来担当医あるいは病棟担当医）が提供候補予定者にその内

　容を説明し、提供者から除外する。

○最終のインフオームド・ニュンセントは術前に主治医（外来担当医あるいは病棟担当医）が行う。

○提供候補者は提供手術が実施されるまで、提供の意思をいつでも撤回できることを、医療者は保障

　する。

○ドナー候補者への心理的圧力が存在することが疑われる場合や、候補者の意思が何らかの理由で揺

　らいでいることが疑われる場合も同様に対応する。
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